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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事
務の取扱いについて
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法務省民商第１１４０号

平成１８年４月２８日

法 務 局 長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法 務 省 民 事 局 長

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う商業・法人登記事

務の取扱いについて（通達）

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 平成１７年法律第８７号 以下 整（ 。 「

備法」という ，会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に。）

伴う法務省関係政令の整備等に関する政令（平成１７年政令第３６６号。以下「法務省関

係整備政令」という ，会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の。）

施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令 平成１８年政令第１７４号 以下 金（ 。 「

融庁関係整備政令」という ，商業登記規則等の一部を改正する省令（平成１８年法務省。）

令第１５号。以下「改正省令」という ）等が本年５月１日から施行されますが，これに。

伴う商業・法人登記事務の取扱いについては，下記の点に留意するよう，貴管下登記官に

周知方お取り計らい願います。

なお 本通達中 商登法 とあるのは商業登記法 昭和３８年法律第１２５号 を 組， 「 」 （ ） ，「

登令」とあるのは組合等登記令（昭和３９年政令第２９号）を 「商登規」とあるのは商，

業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号）を 「法登規」とあるのは法人登記規則（昭，

和３９年法務省令第４６号）を 「登税法」とあるのは登録免許税法（昭和４２年法律第，

３５号）をいい，引用する条文は，特に「旧」の文字を冠したものを除き，いずれも改正

後のものです。

記

第１部 会社の登記

第１ 銀行等の登記

１ 機関

銀行又は銀行持株会社（外国の法令に準拠して設立されたものを除く ）は，機。

関として，取締役会，監査役会又は委員会及び会計監査人を置く株式会社でなけれ

ばならないとされた（銀行法（昭和５６年法律第５９号）第４条の２，第５２条の
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１８第２項 。）

２ 役員の任期の上限

銀行又は銀行持株会社の取締役，会計参与及び監査役については，任期を法定の

期間より伸長することができないとされた（銀行法第７条の２第４項，第５２条の

１９第４項 。）

３ 公告方法等

( ) 公告方法1

銀行，銀行持株会社又は外国銀行支店は，公告方法として，時事に関する事項

を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めなければな

らないとされた（銀行法第５７条，第４９条の２ 。）

( ) 電子公告に関する登記2

ア 銀行は，改正前と同様に，その中間事業年度経過後３か月以内に中間貸借対

照表等及び中間連結貸借対照表等を，その事業年度経過後３か月以内に貸借対

照表等及び連結貸借対照表等を公告しなければならないところ，公告方法が電

子公告である場合には，これらの公告の内容に係るウェブページのアドレスを

その余の公告の内容に係るウェブページのアドレスと別に登記することができ

るとされた（銀行法第２０条第４項，会社法施行規則（平成１８年法務省令第

１２号）第２２０条第２項，銀行法施行規則（昭和５７年大蔵省令第１０号）

第３６条の２第２項 。）

この場合の登記の登記記録例は，別紙記録例１の( )による。1

イ 銀行持株会社が公告しなければならない中間連結貸借対照表等及び連結貸借

対照表等についても，アと同様とされた（銀行法第５２条の２８第３項，銀行

法施行規則第３６条の２第２項 。）

( ) 中間貸借対照表等の電磁的方法による開示の制度の創設3

ア 銀行は，公告方法が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

である場合には，( )のアの公告に代えて，これらの内容である情報を電磁的2

方法により開示することができるとされた（銀行法第２０条第６項 。）

銀行が当該情報を電磁的方法により開示するときは，貸借対照表等の内容で

ある情報のほか，中間貸借対照表等，中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照

表等の内容である情報についても，当該情報が掲載されているウェブページの

アドレスの登記をしなければならないとされた（会社法（平成１７年法律第８

６号）第９１１条第３項第２７号，会社法施行規則第２２０条第１項第１号，

銀行法第５７条の４第１号，銀行法施行規則第３６条の２第１項 。）

この場合の登記の登記記録例は，別紙記録例１の( )による。2

イ 銀行持株会社が公告しなければならない中間連結貸借対照表等及び連結貸借
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対照表等についても，アと同様とされた（銀行法第５２条の２８第５項，第５

７条の４第２号，銀行法施行規則第３６条の２第１項 。）

ウ 電子公告を公告方法とする会社は，( )の制度を利用することができないた3

め，ア又はイの登記は，電子公告を公告方法としたことによる変更の登記をし

たときは，抹消しなければならないとされた（商登規第７１条 。）

４ 銀行持株会社の創設に関する特例の廃止

銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律（平成

９年法律第１２１号）は，廃止された（整備法第１条第９号 。）

第２ 保険業を営む株式会社の登記

１ 機関等

次の事項について，銀行と同様とされた。

( ) 保険会社である株式会社の機関（保険業法（平成７年法律第１０５号）第５条1

の２。第１の１参照）

( ) 保険会社である株式会社又は少額短期保険業者である株式会社（以下「保険業2

」 。） （ 。を営む株式会社 と総称する の役員の任期の上限 保険業法第１２条第２項

第１の２参照）

( ) 保険業を営む株式会社又は外国保険会社等 外国会社に限る の公告方法 保3 （ 。） （

険業法第９条，第２１７条第１項。第１の３の( )参照）1

２ 資本金の額の減少

( ) 資本金の額の減少の手続1

保険業を営む株式会社が資本金の額を減少する場合には，会社法第４４９条の

債権者保護手続に代えて，資本金の額の減少の内容等を官報及び定款で定めた公

告方法により公告しなければならず，保険契約者その他の債権者は異議を述べる

（ ， ， ）。ことができるとされた 保険業法第１７条第１項 第２項 第１７条の５第１項

なお，異議を述べた保険契約者等の権利が公告の時において既に保険事故の発

生その他の事由により生じている保険金請求権等でない場合には，当該保険契約

者等に対する弁済又は相当の担保の提供等の措置をとる必要はないが，異議を述

べた保険契約者（既に保険金請求権等が生じている保険契約に係る保険契約者を

除く。以下( )及び( )のウにおいて同じ ）の数が保険契約者の総数の５分の１1 2 。

を超え，かつ，当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権（保険金請求

権等を除く ）の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の。

当該金額の総額の５分の１を超えるときは，資本金の額の減少の決議は，効力を

有しない（保険業法第１７条第５項，第６項。保険業法施行規則（平成８年大蔵

省令第５号）第１８条 。）

( ) 資本金の額の減少の登記の手続2
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登記の申請書には，代理人によって申請する場合のその権限を証する書面（商

登法第１８条。本店の所在地における申請については原則として妥当するため，

以下においては記載を省略する ，官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登。）

法第１９条）及び資本金の額の減少の決議に係る議事録等（商登法第４６条）の

ほか，次の書面を添付しなければならず，商登法第７０条の規定は適用しないと

された（保険業法第１７条の３ 。）

ア ( )の公告をしたことを証する書面1

イ 異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは，当該債権者に対し，

弁済し，相当の担保を提供し，若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを

目的として相当の財産を信託したこと又は当該債権者を害するおそれがないこ

とを証する書面

ウ ( )のなお書きの異議を述べた保険契約者の数が保険契約者の総数の５分の1

１を超えなかったことを証する書面又はその者の保険契約に係る内閣府令で定

める金額が保険契約者の当該金額の総額の５分の１を超えなかったことを証す

る書面

３ 合併

( ) 合併の手続1

保険業を営む株式会社が会社法の規定による合併をする場合において，吸収合

併存続会社又は新設合併設立会社が保険業を営む株式会社であるときは，会社法

第７８９条等の債権者保護手続に代えて，合併をする旨等を官報及び定款で定め

た公告方法により公告しなければならず，保険契約者その他の債権者は異議を述

べることができるとされた（保険業法第１６５条の２４第１項，第２項，第１０

項 。）

なお，異議を述べた保険契約者等の権利が保険金請求権等でない場合の取扱い

については，資本金の額の減少についてと同様である（保険業法第１６５条の２

４第５項，第７項。２の( )のなお書き参照 。1 ）

( ) 合併の登記の手続2

本店の所在地における登記の申請書には，官庁の許可書又はその認証がある謄

本（商登法第１９条）のほか，次に掲げる区分に応じ，次の書面を添付しなけれ

ばならないとされた。

ア 吸収合併による変更の登記（保険業法第１７０条第１項）

(ｱ) 吸収合併存続会社における合併の決議に係る議事録等（商登法第４６条）

(ｲ) 商登法第８０条に定める書面（保険業を営む株式会社に係る会社法の債権

者保護手続に関する書面を除く ）。

(ｳ) 保険業を営む株式会社に係る保険業法の債権者保護手続に関する書面（保
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険業法第１７０条第１項第１号，第４号，商登法第８０条第３号後段，第８

号後段。２の( )のアからウまで参照）2

(ｴ) 合併契約において，保険契約（特定契約を除く ）について契約条件の変。

更を定める場合には，保険業法第２５４条第３項の公告をしたことを証する

書面（同法第１７０条第１項第５号）

イ 新設合併による設立の登記（保険業法第１７０条第２項）

(ｱ) 商登法第８１条に定める書面（保険業を営む株式会社に係る会社法の債権

者保護手続に関する書面を除く ）。

(ｲ) アの(ｳ)及び(ｴ)の書面

４ 会社分割

( ) 会社分割の手続1

保険業を営む株式会社が会社分割の当事者となる場合には，会社法第７８９条

等の債権者保護手続に代えて，分割をする旨等を官報及び定款で定めた公告方法

により公告し，かつ，知れている債権者（保険業を営む株式会社が分割会社とな

る場合における不法行為によって生じた債務の債権者に限る ）には，各別にこ。

れを催告しなければならず，保険業法第１７３条の４第１項各号に掲げる保険契

（ ， ，約者その他の債権者は異議を述べることができるとされた 同条第１項 第２項

第９項 。）

なお，異議を述べた保険契約者等の権利が保険金請求権等でない場合の取扱い

については，資本金の額の減少についてと同様である（保険業法第１７３条の４

第５項，第６項。２の( )のなお書き参照 。1 ）

( ) 会社分割の登記の手続2

本店の所在地における登記の申請書には，官庁の許可を要する場合のその許可

書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）のほか，次に掲げる区分に応じ，

次の書面を添付しなければならないとされた。

ア 吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記（保険業法第１７３条の

８第２項）

(ｱ) 吸収分割承継会社における会社分割の決議に係る議事録等（商登法第４６

条，第９３条等）

(ｲ) 商登法第８５条又は第１０９条第１項等に定める書面（保険業を営む株式

会社に係る会社法の債権者保護手続に関する書面を除く ）。

(ｳ) 保険業を営む株式会社に係る保険業法の債権者保護手続に関する書面（２

の( )のアからウまで参照）2

イ 新設分割による設立の登記（保険業法第１７３条の８第１項）

(ｱ) 商登法第８６条又は第１０９条第２項等に定める書面（保険業を営む株式
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会社に係る会社法の債権者保護手続に関する書面を除く ）。

(ｲ) アの(ｳ)の書面

５ 経過措置

( ) 公告方法1

整備法の施行の際現に存する保険業を営む株式会社は，施行日以後最初に終結

する定時株主総会の終結の時まで，官報に掲載する方法を公告方法とすることが

できるとされた（金融庁関係整備政令第４５条による改正後の会社法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成１７

年政令第３６７号。以下「経過措置政令」という ）第２０条第１２項 。。 ）

( ) その他2

次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の例による

とされ，その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお

従前の例によるとされた（整備法第２１６条第７項，第３３項，第６２項 。）

ア 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の

決議を要する資本の減少

イ 施行日前に合併契約書，分割契約書又は分割計画書が作成された合併，吸収

分割又は新設分割

第３ 確認株式会社等の登記

１ 旧商法等の特例の廃止

会社法における最低資本金制度の廃止，発起設立等に係る払込金保管証明の義務

の廃止，検査役の調査を要しない現物出資財産等の範囲の拡大等に伴い，確認株式

会社又は確認有限会社についての旧商法（明治３２年法律第４８号 ，旧有限会社）

法（昭和１３年法律第７４号）及び旧商登法の特例（旧中小企業の新たな事業活動

（ ） ，の促進に関する法律 平成１１年法律第１８号 第３条の２から第３条の２０まで

平成１７年４月１３日付け法務省民商第９９５号法務省民事局商事課長通知参照）

は，廃止された。

２ 整備法の施行の際現に存する確認株式会社又は確認有限会社（以下「確認株式会

社等」という ）の施行日以後の取扱い。

( ) 解散事由の定めの廃止の手続1

確認株式会社等は，資本の額を１０００万円（確認有限会社にあっては，３０

０万円）以上とする変更の登記等をしないで設立の日から５年を経過することに

より解散する旨を定款に定めている（旧中小企業の新たな事業活動の促進に関す

る法律第３条の４参照）ところ，当該定めについては，株主総会の特別決議によ

る以外に，取締役の過半数の決定（取締役会設置会社にあっては，取締役会の決

議 によっても その定めを廃止する定款の変更をすることができるとされた 整） ， （
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備法第４４８条 。）

( ) 解散事由の定めの廃止の登記の手続2

確認株式会社等は，( )の定款の変更をしたときは，２週間以内に，本店の所1

在地において 解散事由の定めの廃止による変更の登記をしなければならない 会， （

社法第９１５条第１項 。）

登記の申請書には，株主総会若しくは取締役会の議事録又は取締役の過半数の

一致があったことを証する書面を添付しなければならない（商登法第４６条 。）

， （ （ ）登録免許税額は 申請１件につき３万円である 登税法別表第一第２４号 一

ネ 。）

( ) 解散事由の定めを廃止しない場合3

確認株式会社等は，その設立の日から５年を経過する前に( )の定款の変更を1

せず，当該定款の定めに従い解散したときは，２週間以内に，本店の所在地にお

いて，解散の登記をしなければならない（会社法第９２６条 。）

３ 施行日前に開始した設立手続の施行日以後の取扱い

施行日前に旧商法第１６７条の認証を受けた定款に係る株式会社の設立について

は，施行日以後も，なお旧商法及び旧商登法の例による（整備法第７５条，第１３

６条第１１項）が，旧中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律における旧商

法及び旧商登法の特例についての経過措置は，設けられていない（整備法第４４８

条参照 。したがって，施行日以後に，払込取扱機関の払込金の保管に関する証明）

書を添付しないでされた旧商法の手続による株式会社の設立の登記の申請は，受理

することができない。

４ 廃止前の新事業創出促進法に基づく確認株式会社等の取扱い

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律（平成１７年法律第３０号）によ

る廃止前の新事業創出促進法（平成１０年法律第１５２号）に基づく確認株式会社

又は確認有限会社（平成１７年４月１３日より前に確認の申請書を経済産業大臣に

提出したもの）についても，１から３までと同様とされた（旧中小企業経営革新支

援法の一部を改正する法律附則第９条，整備法第４５７条 。）

第４ 産業活力再生特別措置法に基づく登記

１ 現物出資及び財産引受けの調査に関する特例

改正前と同様に，事業者が認定計画に従ってその財産を出資し，若しくは譲渡す

ることにより新たに株式会社を設立し，又はその財産を他の株式会社に出資する場

合には，検査役の調査を要せず，設立の登記又は募集株式の発行による変更の登記

の申請書には，検査役の調査に関する書面の添付を要しない（産業活力再生特別措

置法（平成１１年法律第１３１号。以下「産業再生法」という ）第１０条，第１。

１条。平成１５年４月９日付け法務省民商第１０８２号法務省民事局商事課長通知
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参照 。）

なお，事業者が新株予約権の行使に際してその財産を他の株式会社に出資する場

合も，同様とされた（産業再生法第１１条 。）

２ 簡易組織再編に関する特例の廃止

会社法における簡易組織再編の要件の緩和に伴い，認定事業者又はその関係事業

者（当該認定事業者がその発行済株式の総数の１００分の５０以上の株式を所有す

る等，その経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める

関係を持つ事業者をいう。産業再生法第２条第２項第１号イ）である株式会社が認

定計画に従って簡易株式交換，簡易新設分割，簡易吸収分割又は簡易合併をする場

（ ， ，合における旧商法及び旧商登法の特例 旧産業再生法第１２条の４第１項 第５項

第１２条の５第１項，第５項，第１２条の６第１項，第５項，第８項，第１２条の

７第１項，第５項参照）は，廃止された。

３ 略式組織再編等に関する特例

改正前と同様に，認定事業者の特定関係事業者（関係事業者であって，当該認定

事業者又はその完全子会社がその総株主の議決権の３分の２以上を有しているもの

をいう ）である株式会社が，認定計画に従って，当該認定事業者若しくは当該認。

定事業者の他の特定関係事業者又は当該認定計画に係る他の認定事業者若しくは当

該他の認定事業者の特定関係事業者である株式会社（以下「当該認定事業者その他

の関係者」という ）との間で吸収型組織再編を行う場合には，会社法第７８４条。

第１項等の略式組織再編の要件の特例として，原則として株主総会の特別決議を要

しない（産業再生法第１２条第１項 。）

また，改正前と同様に，認定事業者の特定関係事業者である株式会社が認定計画

に従って当該認定事業者その他の関係者との間で新設合併を行い，又は株式会社を

設立する新設分割を行う場合（簡易分割に該当する場合を除く ）にも，株主総会。

の特別決議を要しない（産業再生法第１２条第２項 。）

， （ ）。登記の申請書の添付書面も 改正前と同様である 産業再生法第１２条第５項

４ 組織再編に際してする特定金銭等の交付に関する特例の廃止

会社法における合併対価等の柔軟化に伴い，認定事業者である株式会社が認定計

画に従って吸収型組織再編を行う場合に吸収合併存続会社等が新株の発行に代えて

特定金銭等（金銭又は他の株式会社の株式をいう ）を交付することができるとす。

る旧商法及び旧商登法の特例（旧産業再生法第１２条の９参照）は，廃止された。

ただし，施行日から１年を経過する日までの間は，会社法における合併対価等の

柔軟化に係る規律の適用がない（会社法附則第４項）ため，旧産業再生法第１２条

の９の特例は，なお効力を有するとされた（整備法第４５０条第７項，第８項 。）

５ 資本金の額の減少に関する特例（６を除く ）の廃止。
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会社法における資本金の額の減少の決議機関の見直し（同法第４４７条第３項）

に伴い，認定事業者又はその関係事業者である株式会社が認定計画に従って資本金

の額を減少する場合（株式の発行を同時に行うこと等の一定の要件に該当する場合

に限る ）に株主総会の特別決議を要しないとする旧商法及び旧商登法の特例（旧。

産業再生法第１２条の１１第１項から第４項まで，第６項参照）は，廃止された。

６ 資本金の額の減少と同時に行う株式の併合に関する特例の緩和

( ) 株式の併合に関する特例1

認定事業者又はその関係事業者である株式会社が資本金，資本準備金又は利益

準備金の額の減少と同時に株式の併合をする場合において，次に掲げる要件のい

ずれにも該当するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の認定を受

けたときは，当該株式の併合は，株主総会の特別決議（取締役会設置会社にあっ

ては，取締役会の決議）によってすることができるとされた（産業再生法第１２

条の２第１項 。）

ア 当該株式の併合と同時に単元株式数を減少し，又はその数を廃止するもので

あること。

イ 当該株式の併合後各株主がそれぞれ有する単元の数（単元株式数を廃止する

場合にあっては，株式の数）が当該株式の併合前において各株主がそれぞれ有

する単元の数を下回るものでないこと。

( ) 株式の併合による変更の登記に関する特例2

登記の申請書には，商登法第６１条の書面のほか，産業再生法第１２条の２第

１項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない（同

条第２項 具体的には 改正前と同様に 産業活力再生特別措置法施行規則 平）。 ， ， （

成１５年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土

交通省令第１号）第２９条第１項に規定する認定書（認定に係る申請書の正本に

主務大臣による所定の文言が記載されたもの）がこれに該当する。

７ 経過措置

次に掲げる行為については，なお従前の例によるとされ，その場合における添付

書面その他の登記に関する手続についても，なお従前の例によるとされた（整備法

第４５０条第２項から第４項まで，第６項 。）

( ) 施行日前に合併契約書，分割契約書，分割計画書又は株式交換契約書が作成さ1

れた認定計画に従って行う合併，吸収分割，新設分割又は株式交換

( ) 施行日前に取締役会の決議がされた場合における資本の減少又は株式の併合2

第５ 会社更生法に基づく登記

１ 更生手続に関する登記

保全管理命令の登記，監督命令の登記，更生手続開始の登記，更生計画認可又は
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不認可の登記，更生会社の機関の権限回復の登記，更生手続廃止の登記，更生手続

終結の登記その他の更生手続に関する登記の取扱いについては，更生会社の支店の

所在地の登記所に登記の嘱託をしないとされたことを除き 改正前と同様である 会， （

社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２５８条，第２５９条，会社更生法施行

令（平成１５年政令第１２１号。以下「更生法施行令」という ）第１５条，第１。

６条。平成１５年３月３１日付け法務省民商第９３６号当職通達参照 。）

２ 更生計画の遂行等に関する登記

( ) 添付書面の通則1

ア 商登法との関係

(ｱ) 嘱託による登記

更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合における登記の嘱託書

の添付書面に関しては，イ以下の規律に従うほか，商登法の規定中申請書の

添付書面に関する規定を準用するとされた（更生法施行令第２条 。）

(ｲ) 申請による登記

更生計画の遂行により更生手続終了後に登記すべき事項が生じた場合にお

ける登記の申請書の添付書面に関しては，イ以下の規律に従うほか，商登法

の適用があるとされた（更生法施行令第２条 。）

イ 認可決定謄本

改正前と同様に，更生計画の遂行により登記すべき事項が生じた場合には，

登記の嘱託書又は申請書には 更生計画の認可の決定の裁判書の謄本 以下 認， （ 「

可決定謄本」という ）を添付しなければならないところ，その旨が通則とし。

て規定された（更生法施行令第３条第１項 。）

ウ 株主総会の議事録等に関する添付書面の規定の適用除外

改正前と同様に，更生計画の遂行については，会社法その他の法令又は定款

の規定にかかわらず，更生会社又は会社更生法第１８３条に規定する条項によ

り設立される株式会社の株主総会の決議その他の機関の決定を要せず（同法第

２１０条第１項 ，これらの会社の登記の嘱託書又は申請書には，当該機関の）

決定につき株主総会の議事録等（商登法第４６条参照）の書面の添付を要しな

いところ，アの整理に伴い，その旨の規定が設けられた（更生法施行令第３条

第２項 。）

エ 資本金の額の計上に関する添付書面の規定の適用除外

更生会社が更生計画に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべき

資本金の額その他の計算に関する事項は，会社計算規則（平成１８年法務省令

第１３号）の規定にかかわらず，更生計画の定めるところによるとされた（会

社計算規則第８８条第１項 。）
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したがって，更生計画の遂行により設立の登記又は資本金の額の増加若しく

は減少の登記をしなければならない場合であっても，その登記の申請書に資本

金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面

（商登規第６１条第５項）を添付することは，要しないものとする。

( ) 取締役等の就任による変更の登記2

ア 取締役等

(ｱ) 更生計画において取締役，監査役，代表取締役，各委員会の委員，執行役

又は代表執行役の氏名を定めたときは，その就任による変更の登記の嘱託書

又は申請書には，改正前と同様に，認可決定謄本を添付すれば足り，就任を

（ ）。承諾したことを証する書面の添付を要しない 更生法施行令第４条第１項

(ｲ) 更生計画においてこれらの者につき会社更生法第１７３条第１項の選任又

は選定の方法を定めたときは，(ｱ)の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本

のほか，その選任又は選定に関する書面及び就任を承諾したことを証する書

面を添付しなければならないとされた（更生法施行令第４条第２項，商登法

第５４条第１項 。）

イ 会計参与又は会計監査人

(ｱ) 更生計画において会計参与又は会計監査人の氏名又は名称を定めたとき

は，その就任による変更の登記の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本のほ

か，次の書面を添付しなければならないが，就任を承諾したことを証する書

面の添付を要しないとされた（更生法施行令第４条第１項，商登法第５４条

第２項第２号，第３号 。）

ａ これらの者が法人であるときは，当該法人の登記事項証明書

当該法人が登記された登記所に登記の申請をする場合において，当該法

人の登記簿からその代表者の資格を確認することができるときは，添付を

要しないものとする（登記事項証明書が添付書面となる場合については原

則として妥当するため，以下においては記載を省略する 。。）

ｂ これらの者が法人でないときは，会社法第３３３条第１項又は第３３７

条第１項に規定する資格者であることを証する書面

(ｲ) 更生計画において会計参与又は会計監査人につき会社更生法第１７３条第

１項第４号又は第６号の選任の方法を定めたときは，(ｱ)の嘱託書又は申請

書には，認可決定謄本のほか，その選任に関する書面，就任を承諾したこと

を証する書面及び(ｱ)のａ又はｂの書面を添付しなければならないとされた

（更生法施行令第４条第２項，商登法第５４条第２項 。）

ウ 清算人又は代表清算人

(ｱ) 更生会社が更生計画認可の決定の時において清算株式会社となる場合に関



- 12 -

する規律が整備され，取締役についてと同様に，会社更生法第１７３条第２

項の規定により更生計画において清算人又は代表清算人の氏名を定めたとき

は，これらの者は，更生計画認可の決定の時に，清算人又は代表清算人とな

るとされた（会社更生法第１７３条第２項，第２１１条第１項 。）

この場合の清算人又は代表清算人の登記の嘱託書又は申請書には，認可決

定謄本のほか，定款を添付すれば足りる（商登法第７３条第１項 。）

(ｲ) 会社更生法第１７３条第２項の規定により更生計画において清算人又は代

表清算人の選任又は選定の方法を定めたときは，その選任又は選定は，更生

（ ， ）。計画に定める方法によるとされた 会社更生法第２１１条第２項 第３項

この場合の(ｱ)の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本のほか，定款，そ

の選任又は選定に関する書面及び就任を承諾したことを証する書面を添付し

なければならない（商登法第７３条第１項，更生法施行令第５条 。）

( ) 資本金の額の減少等による変更の登記3

更生計画の定めによる資本金の額の減少による変更の登記の嘱託書又は申請書

には，改正前と同様に，認可決定謄本を添付すれば足り，債権者保護手続に関す

る書面の添付を要しない（更生法施行令第６条 。）

更生計画の定めによる株式の消却若しくは分割又は会社の継続による登記の嘱

託書又は申請書にも，改正前と同様に，認可決定謄本を添付すれば足りる（旧更

生法施行令第３条第２項参照 。）

なお，更生計画の定めによる株式の併合による変更の登記の嘱託書又は申請書

には，認可決定謄本のほか，商登法第６１条の書面を添付しなければならないと

された（同条，旧更生法施行令第３条第２項参照 。）

( ) 募集株式の発行等による変更の登記4

ア 募集株式の発行

更生計画の定めによる募集株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書

には，改正前とおおむね同様に，認可決定謄本のほか，募集株式の引受けの申

込み又は会社法第２０５条の契約を証する書面及び金銭を出資の目的とすると

きはその払込みがあったことを証する書面を添付しなければならないが，現物

出資財産に関する書面の添付を要しない（更生法施行令第７条前段 。）

なお，更生計画において，更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消

滅した場合にこれらの者が会社法第２０３条第２項の申込みをしたときは募集

株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めがあるときは，当

該嘱託書又は申請書には，払込みがあったことを証する書面の添付をも要しな

いとされた（更生法施行令第７条後段 。）

イ 更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式の発行
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更生計画において更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場

合にこれらの者の申込み及び払込みがなくとも発行する株式を割り当てる旨を

定めることについて，これらの者の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする

株式の発行に関する規律が整備され，更生計画の条項に，次の事項を定めなけ

ればならないとされた（会社更生法第１７７条の２第１項 。）

(ｱ) 発行する株式の数（種類株式発行会社にあっては，発行する株式の種類及

び種類ごとの数）

(ｲ) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(ｳ) 更生債権者等又は株主に対する発行する株式の割当てに関する事項

更生計画にこれらの定めがある場合には，更生債権者等又は株主は，更生計

画認可の決定の時に，当該定めに従い，株主となるとされた（会社更生法第２

１７条の２第１項 。）

当該更生計画の定めによる株式の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書

には，認可決定謄本を添付すれば足りる（更生法施行令第３条第１項 。）

( ) 新株予約権の発行による変更の登記5

ア 募集新株予約権の発行

更生計画の定めにより募集新株予約権を発行した場合において，更生計画に

おいて，更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合にこれら

の者が会社法第２４２条第２項の申込みをしたときは募集新株予約権の払込金

額の全部の払込みをしたものとみなす旨の定めがあるときは，その発行による

変更の登記の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本のほか，募集新株予約権の

引受けの申込みを証する書面を添付しなければならないが，払込みがあったこ

とを証する書面の添付を要しないとされた（更生法施行令第８条第１号 。）

イ 更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新株予約権の発行

更生計画に更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新株予約権の

発行に関する条項を定めた場合には，( )のイと同様に，当該更生計画の定め4

による新株予約権の発行による変更の登記の嘱託書又は申請書には，認可決定

謄本を添付すれば足りるとされた（会社更生法第１７７条の２第２項，第２１

７条の２第２項，更生法施行令第８条第２号 。）

( ) 組織変更による登記6

会社更生法第１７９条の規定により更生計画において更生会社が組織変更をす

ることを定めた場合には，会社法第７７９条の債権者保護手続に関する規定は，

適用しないとされた（会社更生法第２１９条 。）

更生計画の定めにより持分会社への組織変更をしたときは，当該組織変更後の

持分会社についてする登記の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本のほか，商登
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法第７７条の書面を添付しなければならないが，同条第３号の債権者保護手続に

関する書面の添付を要しないとされた（更生法施行令第９条 。）

( ) 合併による登記7

ア 合併に関する特例

(ｱ) 債権者保護手続の特例

会社更生法第１８０条又は第１８１条の規定により更生計画において更生

， ，会社が吸収合併又は新設合併をすることを定めた場合には 改正前と同様に

会社法第７８９条等の債権者保護手続に関する規定は，更生会社については

適用がない（会社更生法第２２０条第２項，第５項，第６項，第２２１条第

２項，第５項 。）

(ｲ) 計算に関する事項の特例

( )のエのとおり，更生会社が更生計画に基づき行う行為についての当該1

更生会社が計上すべき資本金の額その他の計算に関する事項は，更生計画の

定めるところによるとされた（会社計算規則第８８条第１項 。また，更生）

会社が合併により消滅する場合において，他の会社が更生債権者等に対し合

併に際して交付する金銭等を割り当てたときは，当該他の会社の計算に関す

る事項についても特例が設けられた（同条第３項，第４項 。）

イ 添付書面

(ｱ) 更生会社が吸収合併消滅会社となる場合

ａ 吸収合併存続会社が株式会社である場合の本店の所在地における吸収合

併による変更の登記の申請書には，認可決定謄本のほか，商登法第８０条

の書面を添付しなければならないが，次の書面の添付を要しないとされた

（更生法施行令第１０条第１項 。）

( ) 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８０条第４号）a

( ) 更生会社の合併契約の承認に関する書面（商登法第８０条第６号）b

( ) 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８０条第８号）c

ｂ 吸収合併存続会社が持分会社である場合の本店の所在地における吸収合

併による変更の登記の申請書には，認可決定謄本のほか，商登法第１０８

条第１項（商登法第１１５条第１項又は第１２４条において準用する場合

を含む ）の書面を添付しなければならないが，ａの( )及び( )の書面の。 b c

添付を要しないとされた（更生法施行令第１０条第２項 。）

(ｲ) 更生会社が吸収合併存続会社となる場合

， ，吸収合併による変更の登記の嘱託書又は申請書には 認可決定謄本のほか

商登法第８０条の書面を添付しなければならないが，次の書面の添付を要し

ないとされた（更生法施行令第１０条第３項 。）
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（ ）ａ 更生会社の略式合併又は簡易合併に関する書面 商登法第８０条第２号

ｂ 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８０条第３号）

ｃ 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８０条第４号）

(ｳ) 更生会社が新設合併消滅会社となる場合

ａ 新設合併設立会社が株式会社である場合の新設合併による設立の登記の

嘱託書又は申請書には，認可決定謄本のほか，商登法第８１条の書面を添

付しなければならないが，次の書面の添付を要しないとされた（更生法施

行令第１０条第４項 。）

( ) 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８１条第４号）a

( ) 更生会社の合併契約の承認に関する書面（商登法第８１条第６号）b

( ) 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８１条第８号）c

ｂ 新設合併設立会社が持分会社である場合の新設合併による設立の登記の

嘱託書又は申請書には 認可決定謄本のほか 商登法第１０８条第２項 商， ， （

登法第１１５条第１項又は第１２４条において準用する場合を含む ）の。

書面を添付しなければならないが 次の書面の添付を要しないとされた 更， （

生法施行令第１０条第５項 。）

( ) 更生会社の総株主の同意があったことを証する書面（商登法第１０８a

条第２項第４号等）

( ) 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第１０８条第２項第b

３号等，第８１条第８号）

( ) 会社分割による登記8

ア 会社分割に関する特例

会社更生法第１８２条又は第１８２条の２の規定により更生計画において更

生会社が吸収分割又は新設分割をすることを定めた場合には，更生計画の定め

による合併についてと同様に，債権者保護手続及び計算に関する事項について

の会社法の特例がある（会社更生法第２２２条第１項，第２項，第２２３条第

１項，会社計算規則第８８条第１項。( )のア参照 。7 ）

イ 添付書面

(ｱ) 更生会社が吸収分割会社となる場合

ａ 吸収分割承継会社が株式会社である場合において，吸収分割承継会社が

する吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本の

ほか，商登法第８５条の書面を添付しなければならないが，次の書面の添

付を要しないとされた（更生法施行令第１１条第１項 。）

( ) 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８５条第４号）a

（ ）( ) 更生会社の吸収分割契約の承認に関する書面 商登法第８５条第６号b
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( ) 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８５条第８号）c

ｂ 吸収分割承継会社が持分会社である場合において，吸収分割承継会社が

する吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本の

ほか，商登法第１０９条第１項（商登法第１１６条第１項又は第１２５条

において準用する場合を含む ）の書面を添付しなければならないが，ａ。

の( )及び( )の書面の添付を要しないとされた（更生法施行令第１１条第b c

２項 。）

(ｲ) 更生会社が吸収分割承継会社となる場合

吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の嘱託書又は申請書に

は，認可決定謄本のほか，商登法第８５条の書面を添付しなければならない

が，次の書面の添付を要しないとされた（更生法施行令第１１条第３項 。）

（ ）ａ 更生会社の略式分割又は簡易分割に関する書面 商登法第８５条第２号

ｂ 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８５条第３号）

ｃ 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８５条第４号）

(ｳ) 更生会社が新設分割会社となる場合

ａ 新設分割設立会社が株式会社である場合の新設分割による設立の登記の

嘱託書又は申請書には，認可決定謄本のほか，商登法第８６条の書面を添

付しなければならないが，次の書面の添付を要しないとされた（更生法施

行令第１１条第４項 。）

( ) 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８６条第４号）a

（ ）( ) 更生会社の新設分割計画の承認に関する書面 商登法第８６条第６号b

( ) 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８６条第８号）c

ｂ 新設分割設立会社が持分会社である場合の新設分割による設立の登記の

嘱託書又は申請書には 認可決定謄本のほか 商登法第１０９条第２項 商， ， （

登法第１１６条第１項又は第１２５条において準用する場合を含む ）の。

書面を添付しなければならないが，ａの( )及び( )の書面の添付を要しなb c

いとされた（更生法施行令第１１条第５項 。）

( ) 株式交換による変更の登記9

ア 株式交換に関する特例

会社更生法第１８２条の３の規定により更生計画において更生会社が株式交

， ，換をすることを定めた場合には 更生計画の定めによる合併についてと同様に

債権者保護手続及び計算に関する事項についての会社法の特例がある（会社更

生法第２２４条第２項，第５項，第６項，会社計算規則第８８条第１項。( )7

のア参照 。）

イ 添付書面
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(ｱ) 更生会社が株式交換完全子会社となる場合

ａ 株式交換完全親会社が株式会社である場合において，株式交換完全親会

社がする株式交換による変更の登記の申請書には，認可決定謄本のほか，

商登法第８９条の書面を添付しなければならないが，次の書面の添付を要

しないとされた（更生法施行令第１２条第１項 。）

( ) 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８９条第４号）a

（ ）( ) 更生会社の株式交換契約の承認に関する書面 商登法第８９条第６号b

( ) 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８９条第７号）c

ｂ 株式交換完全親会社が合同会社である場合において，株式交換完全親会

社がする株式交換による変更の登記の申請書には，認可決定謄本のほか，

商登法第１２６条第１項の書面を添付しなければならないが，ａの( )及b

び( )の書面の添付を要しないとされた（更生法施行令第１２条第２項 。c ）

(ｲ) 更生会社が株式交換完全親会社となる場合

株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の嘱託書又は申請書

には，認可決定謄本のほか，商登法第８９条の書面を添付しなければならな

， （ ）。いが 次の書面の添付を要しないとされた 更生法施行令第１２条第３項

ａ 更生会社の略式株式交換又は簡易株式交換に関する書面（商登法第８９

条第２号）

ｂ 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第８９条第３号）

ｃ 資本金の額の計上に関する書面（商登法第８９条第４号）

( ) 株式移転による設立の登記10

ア 株式移転に関する特例

会社更生法第１８２条の４の規定により更生計画において更生会社が株式移

， ，転をすることを定めた場合には 更生計画の定めによる合併についてと同様に

債権者保護手続及び計算に関する事項についての会社法の特例がある（会社更

生法第２２４条の２第２項，会社計算規則第８８条第１項。( )のア参照 。7 ）

イ 添付書面

更生計画の定めによる株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には，

認可決定謄本のほか，商登法第９０条の書面を添付しなければならないが，次

の書面の添付を要しないとされた（更生法施行令第１３条 。）

(ｱ) 資本金の額の計上に関する書面（商登法第９０条第４号）

(ｲ) 更生会社の株式移転計画の承認に関する書面（商登法第９０条第６号）

(ｳ) 更生会社の債権者保護手続に関する書面（商登法第９０条第７号）

( ) 新会社の設立による設立の登記11

ア 新会社の設立に関する特例
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会社更生法第１８３条の規定により更生計画において新会社を設立すること

を定めた場合については，おおむね改正前と同様に，次の特例がある（同法第

２２５条 。）

(ｱ) 発起人の職務は管財人が行い，募集設立の手続によって新会社を設立しな

ければならないこと。

， ， 。(ｲ) 新会社の定款は 裁判所の認証を受けなければ その効力を生じないこと

(ｳ) 現物出資財産等について，検査役の調査を要しないこと。

(ｴ) 更生計画において会社更生法第１８３条第１０号の設立時取締役等の氏名

又は名称を定めたときは，これらの者は，更生計画認可の決定の時に，取締

役等となること。

(ｵ) 更生計画において(ｴ)の者の選任又は選定の方法を定めたときは，その選

任又は選定は，更生計画に定める方法によること。

(ｶ) 新会社の創立総会における決議は，その内容が更生計画の趣旨に反しない

場合に限り，することができること。

イ 添付書面

(ｱ) 更生計画の定めにより会社更生法第１８３条の株式会社の設立をしたとき

は，当該設立の登記の嘱託書又は申請書には，認可決定謄本のほか，商登法

第４７条第２項及び第３項の書面を添付しなければならないが，次の書面の

添付を要しないとされた（更生法施行令第１４条第１項前段 。）

ａ 現物出資財産等に関する書面（商登法第４７条第２項第３号，第４号）

（ ，ｂ 設立時代表取締役等の選定に関する書面 商登法第４７条第２項第７号

第８号）

ｃ 創立総会及び種類創立総会の議事録（商登法第４７条第２項第９号）

ｄ 発起人の決定に関する書面（更生計画に定めがある事項に関するものに

限る。商登法第４７条第３項）

(ｲ) (ｱ)の例外として，次に掲げる場合には，次の書面の添付をも要しないと

された（更生法施行令第１４条第１項後段 。）

ａ 更生計画において，更生債権者等又は株主の権利が消滅した場合にこれ

らの者が会社法第５９条第３項の申込みをしたときは新会社の設立時募集

株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなす旨を定めた場合

払込みがあったことを証する書面

ｂ 更生計画において，更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする

新会社の設立時発行株式の発行に関する条項を定めた場合

払込みがあったことを証する書面（この場合には，設立時発行株式を引

き受ける者の募集をしていないため，商登法第４７条第２項第２号の書面
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の添付も要しない ）。

ｃ 更生計画において，会社更生法第１８３条第１０号の設立時取締役等の

氏名又は名称を定めた場合

就任を承諾したことを証する書面

(ｳ) なお，更生計画において，会社更生法第１８３条第１０号の設立時取締役

等につき同条第８号又は第９号の選任又は選定の方法を定めたときは，就任

を承諾したことを証する書面のほか，その選任又は選定に関する書面をも添

付しなければならないとされた（更生法施行令第１４条第２項 。）

( ) 経過措置等12

ア 施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画の遂行により登記すべき

事項が生じた場合における会社の登記の嘱託書又は申請書に添付すべき書面に

ついては，なお従前の例によるとされた（法務省関係整備政令第１６条 。）

イ 更生計画において合併，会社分割，株式交換又は株式移転に関する条項を定

める場合には，会社法における合併対価等の柔軟化に係る規律の適用があると

され，改正前と同様に，吸収合併消滅会社の株主等に対し新株予約権又は社債

を割り当てることができる（整備法第１５８条第６項，旧会社更生法第１８１

条第４号等参照 。）

３ 特例有限会社

特例有限会社は，施行日以後は株式会社として存続するため，これについても会

社更生法の規定の適用がある（整備法第２条第１項 。）

第２部 法人等の登記

第１ 中間法人の登記

１ 有限責任中間法人

( ) 有限責任中間法人に関する改正1

ア 有限責任中間法人の登記事項（共同代表の登記等 ，設立（定款記載事項，）

最低基金総額，検査役の調査を要しない現物拠出財産の範囲，払込取扱機関の

払込金保管証明の義務等 ，機関（社員総会の権限，理事又は監事の選解任及）

）， （ ）， （ ），び任期等 定款の変更 基金の増加等 解散 休眠中間法人のみなし解散等

清算その他の事項について，おおむね改正前と同様である（平成１４年１月１

５日付け法務省民商第８５号当職通達参照 。）

イ 社員総会

(ｱ) 社員総会を開催した場合

社員総会の議事録につき，議長及び出席した理事の署名又は記名押印の法

（ （ ） ）律上の義務 旧中間法人法 平成１３年法律第４９号 第３５条第２項参照

は，廃止された。
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ただし，社員総会の決議によって理事を選任した場合における当該社員総

会の議事録については，改正前と同様に，議長及び出席した理事の記名押印

を要する場合がある（法登規第７条，商登規第６１条第４項第１号 。）

(ｲ) 社員総会の決議を省略した場合

社員総会の決議があったものとみなされる場合（中間法人法第３５条の２

第１項）についても，決議があったものとみなされた事項の内容等を内容と

する議事録を作成するとされた（中間法人法施行規則（平成１５年法務省令

第８号）第５条第４項 。）

( ) 有限責任中間法人の登記に関する改正2

ア 設立の登記

(ｱ) 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならないとされた（中間法

人法第１５１条第２項，商登法第４７条第２項，中間法人法施行令（平成１

７年政令第３６５号）第３条第２項 。）

ａ 定款

ｂ 中間法人法第１４条第１項の募集に応じてした基金の拠出の申込みを証

する書面

ｃ 定款に中間法人法第１１条第１項各号に掲げる事項（変態設立事項）に

ついての記載があるときは，次に掲げる書面

( ) 検査役又は理事及び監事の調査報告を記載した書面並びにその附属書a

類

これらの書面は，定款に変態設立事項の定めがある場合に限り，添付

しなければならないとされた。

( ) 中間法人法第１７条第９項第２号に掲げる場合には，有価証券の取引b

所の相場を証する書面

改正前と同様に，取引所の相場以外の市場価格を証する書面（商登法

第４７条第２項第３号ロ参照）では足りない。

( ) 中間法人法第１７条第９項第３号に掲げる場合には，弁護士等の証明c

を記載した書面及びその附属書類

ｄ 検査役の報告に関する裁判があったときは，その謄本

ｅ 払込取扱機関の金銭の保管に関する証明書

ｆ 理事及び監事（代表理事を定めた場合には，代表理事を含む ）が就任。

を承諾したことを証する書面

改正前と同様に，法登規第７条は商登規第６１条第２項及び第３項を準

用していないため，理事又は代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村
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長の作成した証明書を添付することは，要しない。

ｇ 登記すべき事項につき社員総会の決議を要するときは，社員総会の議事

録（中間法人法第１５１条第２項，商登法第４６条第２項）

改正前と同様に，社員総会において理事若しくは監事を選任し，又は代

表理事を定めた場合（中間法人法第１３条第１項，第４５条第２項ただし

書）等がこれに当たる。

ｈ 登記すべき事項につきある理事の一致を要するときは，その一致があっ

たことを証する書面（中間法人法第１５１条第２項，商登法第４６条第１

項）

改正前と同様に，理事が主たる事務所の所在場所を定め，又は定款の規

定に基づく互選によって代表理事を定めた場合（中間法人法第４５条第２

項ただし書）等がこれに当たる。

(ｲ) 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき，主たる事務所の所在地においては基金

（代替基金を含む ）の総額の１０００分の７（これによって計算した税額。

が６万円に満たないときは，６万円 ，従たる事務所の所在地においては９）

０００円である（登税法別表第一第２４号（一）ハ （二）イ 。， ）

イ 理事又は代表理事の就任による変更の登記

(ｱ) 添付書面

登記の申請書には，改正前と同様に，取締役会設置会社以外の株式会社に

おける取締役又は代表取締役の就任による変更の登記の添付書面に準じた書

面を添付しなければならない（中間法人法第１５１条第２項，商登法第４６

条，第５４条第１項，法登規第７条，商登規第６１条第１項，第４項 。）

ただし，改正前と同様に，法登規第７条は商登規第６１条第２項及び第３

項を準用していないため，理事又は代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区

町村長の作成した証明書を添付することは，要しない。

(ｲ) 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき，主たる事務所の所在地においては３万

円（基金（代替基金を含む ）の総額が１億円以下の中間法人については，。

１万円 ，従たる事務所の所在地においては９０００円（当該中間法人につ）

， ） （ （ ） ，（ ） ）。いては ６０００円 である 登税法別表第一第２４号 一 カ 二 イ

ウ 基金増加による変更の登記

(ｱ) 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならないとされた（中間法

人法第１５１条第２項，商登法第４６条，第５６条，中間法人法施行令第３
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条第２項 。）

ａ 基金増加の定款変更の決議に係る社員総会の議事録

ｂ 中間法人法第７４条第１項の募集に応じてした基金の拠出の申込み又は

同法第７３条第３項前段に規定する現物拠出の決議があったことを証する

書面

ｃ 金銭を基金の目的として拠出するときは，払込取扱機関の金銭の保管に

関する証明書

ｄ 金銭以外の財産を基金の目的として拠出するときは，次に掲げる書面

( ) 検査役が選任されたときは，検査役の調査報告を記載した書面及びそa

の附属書類

( ) アの(ｱ)のｃの( )又は( )の場合には，それぞれに掲げる書面b b c

ｅ 検査役の報告に関する裁判があったときは，その謄本

(ｲ) 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき，主たる事務所の所在地においては増加

した基金（代替基金を含む ）の総額の１０００分の７（これによって計算。

した税額が３万円に満たないときは，３万円 ，従たる事務所の所在地にお）

いては９０００円である（登税法別表第一第２４号（一）ニ （二）イ 。， ）

２ 無限責任中間法人

無限責任中間法人の登記事項（共同代表の登記等 ，設立（定款記載事項，社員）

を１人とする設立の禁止等 社員 法人が社員となることの禁止等 業務執行 定）， （ ）， （

款又は総社員の同意による代表社員の選定等 ，定款の変更，解散，清算その他の）

事項及び登記の手続について，おおむね改正前と同様である。

３ 中間法人の合併

中間法人の合併の手続（合併契約書の記載事項，承認決議，債権者保護手続，効

力発生の時期，合併前に就任した役員の任期等）は，改正前と同様であるが，その

登記の手続については，次のとおりとされた。

( ) 有限責任中間法人が存続する吸収合併1

主たる事務所の所在地における有限責任中間法人の合併による変更の登記の申

請書には，次の書面を添付しなければならない（中間法人法第１５１条第２項，

商登法第４６条，第８０条，中間法人法施行令第３条第２項 。）

ア 吸収合併契約書

イ 吸収合併存続法人の手続に関する次に掲げる書面

(ｱ) 社員総会の議事録

(ｲ) 中間法人法第１３１条第１項前段又は第１４７条第１項前段の規定による

告知をしたこと及び異議を述べた債権者があるときは，当該債権者に対し弁
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済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせるこ

とを目的として相当の財産を信託したこと又は当該債権者を害するおそれが

ないことを証する書面

(ｳ) 合併により消滅する有限責任中間法人の基金の総額を証する書面並びに代

替基金が中間法人法第１３０条第２項及び第３項の規定に従って積み立てら

れたことを証する書面

なお，合併契約書において，合併に際して就任すべき理事又は監事を定めた

とき（中間法人法第１２８条第５号，第１４４条第５号）は，その就任を承諾

したことを証する書面も添付するものとする。

ウ 吸収合併消滅法人の手続に関する次に掲げる書面

(ｱ) 消滅法人の登記事項証明書

(ｲ) 消滅法人が有限責任中間法人であるときは，社員総会の議事録

(ｳ) 消滅法人が無限責任中間法人であるときは，総社員の同意があったことを

証する書面

(ｴ) イの(ｲ)の書面

( ) 有限責任中間法人を設立する新設合併2

主たる事務所の所在地における有限責任中間法人の合併による設立の登記の申

請書には，次の書面を添付しなければならない（中間法人法第１５１条第２項，

商登法第４６条，第８１条，中間法人法施行令第３条第２項 。）

ア 新設合併契約書

イ 新設合併設立法人に関する次に掲げる書面

(ｱ) 定款

(ｲ) 理事が代表理事を定めたときは，これに関する書面

(ｳ) 理事及び監事（代表理事を定めた場合には，代表理事を含む ）が就任を。

承諾したことを証する書面

(ｴ) 合併により消滅する有限責任中間法人の基金の総額を証する書面並びに代

替基金が中間法人法第１３０条第２項及び第３項又は第１４６条第３項及び

第４項の規定に従って積み立てられたことを証する書面

(ｵ) 登記すべき事項（主たる事務所の所在場所の決定等）につきある理事の一

致を要するときは，その一致があったことを証する書面

ウ 新設合併消滅法人の手続に関する( )のウの書面1

( ) 無限責任中間法人が存続する吸収合併3

主たる事務所の所在地における無限責任中間法人の合併による変更の登記の申

請書には，次の書面を添付しなければならない（中間法人法第１５１条第３項，

商登法第９３条，第１０８条第１項，中間法人法施行令第３条第３項 。）
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ア 吸収合併契約書

イ 吸収合併存続法人の手続に関する次に掲げる書面

(ｱ) 総社員の同意があったことを証する書面

(ｲ) 中間法人法第１３９条第１項前段の規定による公告及び催告をしたこと並

びに異議を述べた債権者があるときは，当該債権者に対し弁済し若しくは相

当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として

相当の財産を信託したこと又は当該債権者を害するおそれがないことを証す

る書面

ウ 吸収合併消滅法人の手続に関する次に掲げる書面

(ｱ) 消滅法人の登記事項証明書

(ｲ) 総社員の同意があったことを証する書面

(ｳ) イの(ｲ)の書面

( ) 無限責任中間法人を設立する新設合併4

主たる事務所の所在地における無限責任中間法人の合併による設立の登記の申

請書には，次の書面を添付しなければならない（中間法人法第１５１条第３項，

商登法第９３条，第１０８条第２項，中間法人法施行令第３条第３項 。）

ア 新設合併契約書

イ 新設合併設立法人に関する次に掲げる書面

(ｱ) 定款

(ｲ) 登記すべき事項（代表社員の選任，主たる事務所の所在場所の決定等）に

つき総社員の同意又はある社員の一致を要するときは，その同意又は一致が

あったことを証する書面

ウ 新設合併消滅法人の手続に関する( )のウの書面3

第２ 証券会員制法人の登記

１ 合併の手続

( ) 当事者1

取引所有価証券市場を開設する証券会員制法人（以下「会員証券取引所」とい

う ）は，改正前と同様に，他の会員証券取引所と合併をすることができ，その。

場合には，吸収合併存続証券取引所又は新設合併設立証券取引所は，会員証券取

（ （ ） ）。引所でなければならない 証券取引法 昭和２３年法律第２５号 第１３６条

なお，会員証券取引所と株式会社証券取引所との合併については，第３部の第

４のとおりである。

( ) 合併契約の作成及び承認2

会員証券取引所は，他の会員証券取引所と合併をするには，次に掲げる区分に

応じ，合併契約において次の事項を定め，総会の特別決議を得なければならない
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とされた（証券取引法第１３９条の３第３項，第４項，第１３９条の４第２項，

第３項，第１３９条の５第３項，第４項 。）

ア 吸収合併（証券取引法第１３７条）

(ｱ) 当事者の名称及び住所

(ｲ) 効力発生日その他内閣府令で定める事項

イ 新設合併（証券取引法第１３８条）

(ｱ) 当事者の名称及び住所

(ｲ) 新設合併設立会員証券取引所の目的，名称及び主たる事務所の所在地

(ｳ) (ｲ)のほか，新設合併設立会員証券取引所の定款で定める事項

(ｴ) 新設合併設立会員証券取引所の理事長，理事及び監事となる者の氏名その

他内閣府令で定める事項

( ) 債権者保護手続3

合併をする会員証券取引所がしなければならない債権者保護手続については，

電子公告をすることができないことを除き，株式会社同士の合併の場合（会社法

第７８９条等）と同様である（証券取引法第１３９条の３第５項，第６項，第１

３９条の４第４項，第５項，第１３９条の５第５項，第６項 。）

( ) 合併の効力4

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日に生ずるとされた（証券取

引法第１４２条第２項 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（証券取引法第１４２

条第４項 。）

( ) 合併後の基本金の額5

合併後の基本金その他の計算に関する事項は，証券取引所及び証券取引所持株

会社に関する内閣府令（昭和２８年大蔵省令第７６号）第２７条から第２７条の

９までに定めるところによる（証券取引法第１４３条第２項 。）

２ 合併の登記の手続

( ) 吸収合併による変更の登記1

主たる事務所の所在地における吸収合併存続会員証券取引所の変更の登記の申

請書には，次の書面を添付しなければならない（証券取引法第１４５条第１項，

商登法第８０条，証券取引法施行令（昭和４０年政令第３２１号）第１９条の３

の１０第１項 。）

ア 官庁の許可書又はその認証がある謄本（証券取引法第８９条の１１，商登法

第１９条）

イ 吸収合併契約書

ウ 吸収合併存続会員証券取引所の手続に関する次に掲げる書面
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(ｱ) 合併総会の議事録

(ｲ) 債権者保護手続に関する書面

(ｳ) 基本金が証券取引法第１４３条第２項の規定に従って計上されたことを証

する書面

エ 吸収合併消滅会員証券取引所の手続に関する次に掲げる書面

(ｱ) 吸収合併消滅会員証券取引所の登記事項証明書

(ｲ) 合併総会の議事録

(ｳ) 債権者保護手続に関する書面

( ) 新設合併による設立の登記2

主たる事務所の所在地における新設合併設立会員証券取引所の設立の登記の申

請書には，次の書面を添付しなければならない（証券取引法第１４５条第１項，

商登法第８１条，証券取引法施行令第１９条の３の１０第１項 。）

ア 官庁の許可書又はその認証がある謄本（証券取引法第８９条の１１，商登法

第１９条）

イ 新設合併契約書

ウ 新設合併設立会員証券取引所に関する次に掲げる書面

(ｱ) 定款

(ｲ) 代表権を有する者の資格を証する書面

具体的には，新設合併契約において定められた設立に際して理事長となる

者の就任承諾書がこれに当たる。

(ｳ) 基本金が証券取引法第１４３条第２項の規定に従って計上されたことを証

する書面

エ 新設合併消滅会員証券取引所の手続に関する次に掲げる書面

(ｱ) 新設合併消滅会員証券取引所の登記事項証明書

(ｲ) 合併総会の議事録

(ｳ) 債権者保護手続に関する書面

３ 経過措置

， ，施行日前に合併契約書が作成された合併については なお従前の例によるとされ

その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお従前の例に

よるとされた（整備法第１８１条第９項，第２１項 。）

第３ 船主相互保険組合の登記

１ 公告方法

， ， ，船主相互保険組合の公告方法が法定され 船主相互保険組合は 公告方法として

官報に掲載する方法，時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は

電子公告のいずれかを定款で定めなければならないとされた（船主相互保険組合法
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（昭和２５年法律第１７７号）第５５条第１項 。）

また，公告方法の定めは，船主相互保険組合の登記すべき事項とされた（組登令

別表一 。）

２ 組合員総会等

創立総会又は組合員総会の議事録につき，議長及び出席した理事の署名又は記名

押印の法律上の義務（旧船主相互保険組合法第１５条第７項，第３４条，旧商法第

２４４条第３項参照）は，廃止された。

ただし，組合員総会の決議によって理事を選任した場合における当該組合員総会

の議事録については，改正前と同様に，議長及び出席した理事の記名押印を要する

場合がある（法登規第７条，商登規第６１条第４項第１号 。）

３ 役員の員数が欠けた場合等の取扱い

船主相互保険組合には，役員として理事３人以上及び監事１人以上を置かなけれ

ばならず，その任期は，法定の上限（理事にあっては３年，監事にあっては２年）

の範囲内で定款で定めるところによる（船主相互保険組合法第３５条第１項，第４

項）ところ，同法又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合等には，任期の満了又

は辞任により退任した役員は，新たに選任された役員が就任するまで，なお役員と

しての権利義務を有するとされた（同条第７項 。）

また，定款で定めた清算人の員数が欠けた場合等も，同様とされた（船主相互保

険組合法第４８条第２項 。）

したがって，これらの者が任期の満了又は辞任により退任し，所要の員数を欠く

こととなった場合には，株式会社の役員についてと同様に，後任者の就任による変

更の登記と同時でなければ，その退任の登記を受理することはできない（昭和３４

年７月９日付け法務省民事四第１６４号法務省民事局第四課長心得回答参照 。）

４ 合併

， ，合併の場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の制度が創設され 公告を

官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公

告によりするときは，各別の催告を要しないとされた（船主相互保険組合法第４５

条の４第３項 。）

この場合には，合併による変更又は設立の登記の申請書には，公告及び催告をし

たことを証する書面に代えて，これらの方法による公告をしたことを証する書面を

添付すれば足りる（組登令第１９条第３項，第２０条 。）

５ 経過措置

( ) 公告方法の登記の申請1

ア 登記期間

施行日に現に存する船主相互保険組合は，施行日から６か月以内（最初に登
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記をすべき時が先であるときは，その時まで）に，公告方法の登記をしなけれ

ばならないとされた（法務省関係整備政令第１１条第７項から第９項まで 。）

イ 添付書面

登記の申請書には，定款を添付しなければならないとされた（法務省関係整

備政令第１１条第１１項 。）

( ) その他2

施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については，その登記の

登記事項を除き，なお従前の例によるとされ，その場合における添付書面その他

の登記に関する手続についても，なお従前の例によるとされた（整備法第１９０

条第５項，法務省関係整備政令第１１条第６項 。）

第４ 投資法人の登記

１ 設立

( ) 設立の手続に関する改正1

ア 規約の絶対的記載事項

投資法人の規約には，設立の際に発行する投資口の発行価額及び口数に代え

て，設立に際して出資される金銭の額を記載しなければならないとされた（投

（ 。 「 」資信託及び投資法人に関する法律 昭和２６年法律第１９８号 以下 投信法

という ）第６７条第１項第５号 。。 ）

また，公告方法は，規約の絶対的記載事項ではないとされた（旧投信法第６

７条第１項第１２号参照 。投資法人は，公告方法として，官報に掲載する方）

法又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のほか，電子公

告とする旨を規約で定めることもできるとされたが，これらの定めがない投資

法人の公告方法は，官報に掲載する方法とするとされた（投信法第１８６条の

２ 。）

イ 設立時募集投資口等の決定方法

アの改正に伴い，設立時発行投資口の引受人の募集をする場合における設立

時募集投資口の口数，払込金額及び払込期日若しくはその期間は，設立企画人

の全員の同意により，これを定めなければならないとされた（投信法第７０条

の２ 。）

ウ 創立総会

(ｱ) 創立総会を開催した場合

創立総会の議事録につき，議長並びに出席した執行役員及び監督役員並び

（ ，に設立企画人の署名又は記名押印の法律上の義務 旧投信法第７３条第４項

旧商法第２４４条第３項参照）は，廃止された。

(ｲ) 決議の省略の制度の創設
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創立総会の決議の省略の制度が創設され（投信法第７３条第４項，会社法

第８２条 ，この場合には，決議があったものとみなされた事項の内容等を）

内容とする議事録を作成するとされた（投資信託及び投資法人に関する法律

（ 。 「 」 。）施行規則 平成１２年総理府令第１２９号 以下 投信法施行規則 という

第１２４条第４項第１号 。）

なお，投資法人成立後の投資主総会について，決議の省略の制度は認めら

れていない（投信法第９４条第１項参照 。）

エ その他

上記のほか，最低純資産額の制度，成立時の最低出資総額の制度，払込取扱

機関の払込金保管証明の義務，設立企画人による設立時執行役員等の選任等に

ついては，おおむね改正前と同様である（投信法第６７条第４項，第６８条第

２項，第７１条第１０項，第７２条。平成１０年１１月２７日付け法務省民四

第２２７８号当職通達参照 。）

( ) 設立の登記の手続に関する改正2

ア 登記すべき事項

投資法人は，次の事項も登記しなければならないとされた（投信法第１６６

条第２項第１１号から第１４号まで 。）

(ｱ) 会計監査人の氏名又は名称

(ｲ) 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは，その氏名又は名称

(ｳ) 会計監査人の責任の免除についての規約の定めがあるときは，その定め

(ｴ) 会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての規約の定めが

あるときは，その定め

(ｳ)及び(ｴ)の登記の登記記録例は，別紙記録例２による。

なお，改正前の名義書換事務受託者に相当するものとして，投資主名簿等管

理人の氏名又は名称等が登記すべき事項とされた（投信法第１６６条第２項第

８号 。）

イ 添付書面

設立の登記の添付書面は，おおむね改正前と同様であるが，次の書面も添付

しなければならないとされた（投信法第１７３条第１項第７号，第１０号，第

２項 。）

(ｱ) 設立時執行役員，設立時監督役員及び設立時会計監査人の選任に関する書

面

(ｲ) 設立時会計監査人についての次に掲げる書面

ａ 就任を承諾したことを証する書面

ｂ 監査法人であるときは，当該監査法人の登記事項証明書
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， （ 。 。）ｃ 監査法人でないときは 公認会計士 外国公認会計士を含む 以下同じ

であることを証する書面

(ｳ) 創立総会の決議があったものとみなされる場合には，当該場合に該当する

ことを証する書面

(ｴ) 登記すべき事項につき設立企画人全員の同意又はある設立企画人の一致を

要するときは，その同意又は一致があったことを証する書面（投信法第１７

７条，商登法第４７条第３項）

設立企画人が設立時募集投資口の口数を定めた場合（( )のイ参照）は，1

， ，その全員の同意があったことを証する書面を 設立企画人が本店の所在場所

投資主名簿等管理人等を定めた場合は，その過半数の一致があったことを証

する書面を添付しなければならない。

ウ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき３万円である（登税法別表第一第２６号

（一 。））

２ 機関

( ) 機関に関する改正1

ア 投資法人の機関

投資法人には，改正前と同様に，投資主総会以外の機関として，次の機関を

置かなければならない（投信法第９５条 。）

(ｱ) 執行役員

(ｲ) 執行役員の員数に１を加えた数以上の監督役員

(ｳ) 役員会

役員会は，すべての執行役員及び監督役員で構成される（投信法第１１２

条 。）

(ｴ) 会計監査人

イ 投資主総会

投資主総会の議事録についても，創立総会の議事録と同様に，議長並びに出

席した執行役員及び監督役員の署名又は記名押印の法律上の義務（旧投信法第

９４条，旧商法第２４４条第３項参照）は，廃止された。

ただし，投資主総会の決議によって執行役員を選任した場合における当該投

資主総会の議事録については，改正前と同様に，議長並びに出席した執行役員

及び監督役員の記名押印を要する場合がある（投資法人登記規則（平成１０年

法務省令第５１条）第３条，商登規第６１条第４項第１号 。）

ウ 執行役員

執行役員は，改正前と同様に，投資主総会の決議によって選任し，その任期
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は，２年を超えることができない（投信法第９６条第１項，第９９条 。）

補欠者の予選については，株式会社の役員についてと同様とされた（投信法

第９６条第２項 。）

執行役員は，投資主総会の特別決議ではなく，普通決議によって解任するこ

とができるとされた（投信法第１０４条第１項，第１０６条 。なお，執行役）

員は，改正前と同様に，職務上の義務に違反した場合等には，役員会の決議に

よって解任することもできる（投信法第１１４条第２項，第１１５条第１項，

会社法第３６９条第１項 。）

エ 監督役員

監督役員は，改正前と同様に，投資主総会の決議によって選任し，その任期

は４年であるが，規約又は投資主総会の決議によって，任期を短縮することも

できる（投信法第９６条第１項，第１０１条第１項 。）

補欠者の予選については，ウと同様とされた（投信法第９６条第２項 。）

監督役員は，ウと同様に，投資主総会の特別決議ではなく，普通決議によっ

て解任することができるとされた（投信法第１０４条第１項，第１０６条 。）

オ 会計監査人

会計監査人は，改正前と同様に，投資主総会の決議によって選任し，その任

期は，就任後１年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総

会の終結の時までであるが，当該投資主総会において別段の決議がされなかっ

たときは，当該投資主総会において再任されたものとみなされる（投信法第９

６条第１項，第１０３条第１項，第２項 。）

会計監査人が欠けた場合又は規約で定めた会計監査人の員数が欠けた場合に

おいて，遅滞なく会計監査人が選任されないときは，改正前と同様に，役員会

又は清算人会は，一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならな

（ ， ， ）。い 投信法第１０８条第３項 第１１５条第１項 会社法第３６９条第１項

会計監査人は，改正前と同様に，投資主総会の普通決議によって解任するこ

とができるほか，職務上の義務に違反した場合等には，役員会又は清算人会の

（ ，構成員の全員の同意によって解任することもできる 投信法第１０４条第１項

第９３条の２第１項，第１０５条 。）

カ 役員等の損害賠償責任

(ｱ) 規約の定めに基づく役員会による一部免除

投資法人は，執行役員又は監督役員のほか，会計監査人の投資法人に対す

る任務懈怠責任についても，これらの者が職務を行うにつき善意でかつ重大

な過失がない場合において，特に必要と認めるときは，一定の最低責任限度

額を控除して得た額を限度として役員会の決議によって免除することができ
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（ ）。る旨を規約で定めることができるとされた 投信法第１１５条の６第７項

(ｲ) 規約の定めに基づく会計監査人の責任の制限

投資法人は，会計監査人の投資法人に対する任務懈怠責任について，当該

会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは，規約で

定めた額の範囲内であらかじめ投資法人が定めた額と最低責任限度額とのい

ずれか高い額を限度とする旨の契約を会計監査人と締結することができる旨

を規約で定めることができるとされた（投信法第１１５条の６第１２項，会

社法第４２７条第１項 。）

( ) 機関の登記の手続に関する改正2

ア 役員等の変更の登記

役員等の就任又は退任による変更の登記の添付書面については，株式会社の

役員等についてとおおむね同様である（投信法第１７７条，商登法第４６条第

１項，第２項，第５４条，第５５条，投資法人登記規則第３条，商登規第６１

条 。）

イ 会計監査人の責任の免除又は制限に関する規定の登記

会計監査人の責任の免除又は制限に関する規定の設定又は廃止による変更の

登記の申請書には，規約の変更に係る投資主総会の議事録を添付しなければな

らない（投信法第１７７条，商登法第４６条第２項 。）

ウ 登録免許税額

ア又はイの登記の登録免許税額は 申請１件につき１万５０００円である 登， （

税法別表第一第２６号（二 。））

３ 最低純資産額の減少

規約を変更して最低純資産額を減少させる場合の債権者保護手続につき各別の催

告の省略の制度が創設され，公告を，官報のほか，規約の定めに従い時事に関する

事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しない

とされた（投信法第１４２条第３項 。）

この場合には，最低純資産額の減少による変更の登記の申請書には，公告及び催

告をしたことを証する書面に代えて，これらの方法による公告をしたことを証する

書面を添付すれば足りる（投信法第１７７条，商登法第７０条 。）

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第２６

号（二 。））

４ 解散

解散の登記をしたときは，登記官は，職権で，執行役員の登記を抹消しなければ

ならないが，６のとおり，清算投資法人には会計監査人を置かなければならないた

め，株式会社と異なり，会計監査人の登記は抹消しないとされた（投資法人登記規
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則第３条，商登規第７２条第１項第１号 。）

５ 合併

( ) 合併の手続1

ア 合併契約

合併契約には，次に掲げる区分に応じ，次の事項を定めなければならないと

された。

(ｱ) 吸収合併（投信法第１４７条）

ａ 当事者の商号及び住所

ｂ 吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人の投資主に対して交付するその投

資口に代わる吸収合併存続法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及

びその出資総額に関する事項

ｃ ｂの投資口の割当てに関する事項

ｄ 効力発生日

(ｲ) 新設合併（投信法第１４８条）

ａ 当事者の商号及び住所

ｂ 新設合併設立法人の目的，商号，本店の所在地及び発行可能投資口総口

数

ｃ ｂのほか，新設合併設立法人の規約で定める事項

ｄ 新設合併設立法人の設立時執行役員，設立時監督役員及び設立時会計監

査人の氏名又は名称

ｅ 新設合併設立法人が新設合併消滅法人の投資主に対して交付するその投

資口に代わる新設合併設立法人の投資口の口数又はその口数の算定方法及

びその出資総額に関する事項

ｆ ｅの投資口の割当てに関する事項

イ 合併契約の承認

(ｱ) 吸収合併

吸収合併をする投資法人は，効力発生日の前日までに，投資主総会の特別

決議によって，合併契約の承認を受けなければならない（投信法第１４９条

の２第１項，第１４９条の７第１項，第９３条の２第２項第５号 。）

ただし，簡易合併の制度として，吸収合併存続法人が吸収合併消滅法人の

投資主に対して交付する投資口の総口数が，吸収合併存続法人の発行可能投

資口総口数から発行済投資口の総口数を控除して得た口数を超えない場合に

は，吸収合併存続法人における投資主総会の決議を得ることを要しない（投

信法第１４９条の７第２項 。）

(ｲ) 新設合併
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新設合併をする投資法人は，投資主総会の特別決議によって，合併契約の

承認を受けなければならない（投信法第１４９条の１２第１項，第９３条の

２第２項第５号 。）

ウ 投資証券提供公告

投資法人は，合併により消滅する場合には，その効力が生ずる日までに全部

の投資口に係る投資証券を提出しなければならない旨を当該日の１か月前まで

に公告し，かつ，すべての投資主及びその登録投資口質権者に各別に通知しな

ければならないとされた（投信法第８７条第１項第２号 。）

， （ ， ）ただし 投資証券不所持の申出 投信法第８５条第３項 会社法第２１７条

又は投資主の請求があるまで投資証券を発行しない旨の規約の定め（投信法第

８６条第１項）により，投資口の全部について投資証券を発行していない場合

には，投資証券提供公告等の手続を要しないとされた（投信法第８７条第１項

ただし書 。）

エ 債権者保護手続

合併をする投資法人がしなければならない債権者保護手続については，改正

後の最低純資産額の減少の手続（３参照）と同様である（投信法第１４９条の

４，第１４９条の９，第１４９条の１４ 。）

オ 合併の効力

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日に生ずるとされた（投信

法第１４７条の２ 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（投信法第１４８条

の２ 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

本店の所在地における吸収合併による変更の登記の申請書には，次の書面を

（ ， ， ）。添付しなければならない 投信法第１７４条 第１７７条 商登法第４６条

(ｱ) 吸収合併契約書

(ｲ) 吸収合併存続法人の手続に関する次に掲げる書面

ａ 投資主総会の議事録

ｂ 簡易合併の場合には，ａに代えて，役員会の議事録及び簡易合併の要件

を満たすことを証する書面

簡易合併の要件を満たすことを証する書面には，発行済投資口の総口数

の記載のある投資主名簿等が該当する。

ｃ 債権者保護手続に関する書面

ｄ 吸収合併により最低純資産額を増加するときは，増加後の最低純資産額



- 35 -

を超える純資産が存在することを証する書面

(ｳ) 吸収合併消滅法人の手続に関する次に掲げる書面

ａ 吸収合併消滅法人の登記事項証明書

ｂ 投資主総会の議事録

ｃ 債権者保護手続に関する書面

ｄ 吸収合併消滅法人において投資証券提供公告をしたことを証する書面

（投資口の全部について投資証券を発行していなかった場合には，投資主

名簿その他の当該場合に該当することを証する書面）

イ 新設合併による設立の登記

本店の所在地における新設合併による設立の登記の申請書には，次の書面を

添付しなければならない（投信法第１７５条 。）

(ｱ) 新設合併契約書

(ｲ) 新設合併設立法人に関する次に掲げる書面

ａ 規約

ｂ 投資主名簿等管理人との契約を証する書面

ｃ 設立時執行役員，設立時監督役員及び設立時会計監査人の選任に関する

書面

新設合併契約書をもって，ｃの書面として取り扱って差し支えない。

ｄ 設立時執行役員及び設立時監督役員が就任を承諾したことを証する書面

ｅ 設立時会計監査人についての次に掲げる書面

( ) 就任を承諾したことを証する書面a

( ) 監査法人であるときは，当該監査法人の登記事項証明書b

( ) 監査法人でないときは，公認会計士であることを証する書面c

ｆ 最低純資産額（５０００万円。投資信託及び投資法人に関する法律施行

令（平成１２年政令第４８０号）第５５条）を超える純資産が存在するこ

とを証する書面

(ｳ) 新設合併消滅法人の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅法人の登記事項証明書

ｂ 投資主総会の議事録

ｃ 債権者保護手続に関する書面

ｄ 新設合併消滅法人において投資証券提供公告をしたことを証する書面

（投資口の全部について投資証券を発行していなかった場合には，投資主

名簿その他の当該場合に該当することを証する書面）

６ 清算

， ， ， ，清算投資法人には 改正前と同様に 投資主総会以外の機関として 清算執行人
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清算監督人，清算人会及び会計監査人を置かなければならない（投信法第１５０条

） ， （ ） ，の４ が 会計監査人の任期及びみなし再任に関する規律 ２の( )のオ参照 は1

清算投資法人の会計監査人については適用しないとされた（投信法第１０３条第３

項 。）

７ 経過措置

( ) 会計監査人に関する登記の申請1

ア 登記すべき事項

整備法の施行の際現に存する投資法人は，会計監査人を置いているため，施

行日から６か月以内（最初に登記をすべき時が先であるときは，その時まで）

に，本店の所在地において，会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければな

らないとされた（整備法第１９２条第３０項から第３２項まで 。）

イ 添付書面

， （ ，登記の申請書には 次の書面を添付しなければならない 投信法第１７７条

商登法第４６条，第５４条第２項 。）

(ｱ) 会計監査人を選任した投資主総会の議事録等

(ｲ) 会計監査人が就任を承諾したことを証する書面

(ｳ) 監査法人であるときは，当該監査法人の登記事項証明書

(ｴ) 監査法人でないときは，公認会計士であることを証する書面

ウ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第

２６号（二 。））

( ) その他2

次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の例による

とされ，その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお

従前の例によるとされた（整備法第１９２条第５項，第１０項，第２１項から第

２３項まで，第２６項，第４０項 。）

ア 施行日前に旧投信法第６９条第５項の規定により効力を生じた規約に係る投

資法人の設立

イ 施行日前に投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資主総

会の決議を要する最低純資産額の減少

ウ 施行日前に合併契約書が作成された合併

エ 施行日前に生じた事由により解散した場合における清算等

オ 上記のほか，施行日前に投資主総会の招集の手続が開始された場合における

その決議した事項

第５ 信用金庫等の登記
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１ 公告方法

信用金庫及び信用金庫連合会（以下第５において「金庫」と総称する ）の公告。

方法が法定され，金庫は，公告方法として，金庫の事務所の店頭に掲示する方法に

加え，時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいず

れかを定款で定めなければならないとされた（信用金庫法（昭和２６年法律第２３

８号）第８７条の４ 。）

２ 総会等

創立総会又は総会（総代会を含む。以下第５において同じ ）の議事録につき，。

議長及び出席した理事の署名又は記名押印の法律上の義務（旧信用金庫法第２４条

第６項，第４９条，第５０条第５項，旧商法第２４４条第３項参照）は，廃止され

た。

３ 理事会等の決議の省略の制度の創設

定款の定めに基づく理事会又は清算人会の決議の省略の制度が創設され（信用金

庫法第３７条第３項，第６３条 ，この場合には，決議があったものとみなされた）

事項の内容等を内容とする議事録を作成するとされた（信用金庫法施行規則（昭和

５７年大蔵省令第１５号）第２４条第４項 。）

４ 出資１口の金額の減少

出資１口の金額の減少の場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の制度が

創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日

刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないとされた（信用金

庫法第５２条第３項 。）

この場合には，出資１口の金額の減少による変更の登記の申請書には，公告及び

催告をしたことを証する書面に代えて，これらの方法による公告をしたことを証す

る書面を添付すれば足りる（信用金庫法第８０条第２項 。）

５ 優先出資

( ) 優先出資証券を発行する旨の定めの制度の創設1

ア 優先出資証券を発行する旨の定めの設定

(ｱ) 設定の手続

金庫は，会社法における株券発行会社である旨の定めと同様に，定款で，

その優先出資（内容の異なる２以上の種類の優先出資を発行する金庫にあっ

ては，全部の種類の優先出資）に係る優先出資証券を発行する旨を定めるこ

とができるとされた（協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年

法律第４４号。以下「優先出資法」という ）第２９条第１項 。この場合に。 ）

は，改正前と同様に，優先出資証券の不所持の申出がある場合を除き，優先

出資を発行した日以後遅滞なく 優先出資証券を発行しなければならない 優， （
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先出資法第２９条第２項，第３１条，会社法第２１７条 。）

この定款の定めがないときは，優先出資証券を発行することができない。

(ｲ) 登記の手続

(ｱ)の定款の定めがある場合には，優先出資証券発行協同組織金融機関で

ある旨が登記すべき事項とされた（優先出資法第４５条第１項第４号 。こ）

の登記は，優先出資証券を発行する旨を定款で定めた日から２週間以内に，

主たる事務所の所在地においてしなければならない（協同組織金融機関の優

先出資に関する法律施行令（平成５年政令第３９８号。以下「優先出資法施

行令」という ）第１１条第３項 。。 ）

登記の申請書には，定款の変更に係る普通出資者総会の特別決議の議事録

を添付しなければならない（優先出資法施行令第１２条第１項，信用金庫法

第４８条の３第１号 。）

この場合の登記の登記記録例は，別紙記録例３の( )による。1

イ 優先出資証券を発行する旨の定めの廃止

(ｱ) 廃止の手続

優先出資証券を発行する旨の定款の定めを廃止するには，普通出資者総会

の特別決議により定款を変更しなければならないほか，優先出資の全部につ

いて優先出資証券を発行していない場合を除き，定款変更の効力発生日に優

先出資証券が無効となる旨を当該日の２週間前までに公告し，かつ，優先出

資者及び登録優先出資質権者に対し各別に通知しなければならないとされた

（優先出資法第３１条，会社法第２１８条 。）

(ｲ) 登記の手続

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならないとされた。

（ ）ａ 普通出資者総会の特別決議の議事録 優先出資法施行令第１２条第１項

ｂ (ｱ)の公告をしたことを証する書面（優先出資の全部について優先出資

証券を発行していない場合にあっては，優先出資者名簿その他の当該場合

に該当することを証する書面。優先出資法施行令第１７条）

この場合の登記の登記記録例は，別紙記録例３の( )による。2

( ) 優先出資の発行2

ア 優先出資の発行の手続

(ｱ) 募集事項

募集優先出資の募集事項は，おおむね改正前と同様であるが，金銭の払込

みの期日に代えて，その期間を定めることができるとされた（優先出資法第

６条第１項第３号。平成６年４月１５日付け法務省民四第２９１５号当職通

達参照 。）
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優先出資引受権の譲渡及び優先出資引受権証書の制度（旧優先出資法第６

条第２項第２号，第３号参照）は，廃止された。

なお，金庫は，株式会社の自己株式に関する規律と異なり，改正前と同様

に，優先出資の消却のためにする場合又は権利の実行に当たりその目的を達

成するために必要な場合等を除き，自己優先出資を取得することができず，

その場合には，優先出資の消却又は処分の手続をしなければならない（優先

出資法第２８条）ため，これらの手続と優先出資の発行の手続とは，全く別

個のものと整理されている。

(ｲ) 優先出資者総会の承認

募集優先出資の払込金額が優先出資者以外の者に対して特に有利な金額で

ある場合には，優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与えるときを

除き，募集優先出資の内容，口数及び最低払込金額について，優先出資者総

（ ，会の特別決議による承認を受けなければならない 優先出資法第６条第３項

第３４条，第８条第４項 。）

また，優先出資の割当てを受ける権利を与える場合において，全部又は一

部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとするときは，当該優先

出資者による優先出資者総会の承認を受けなければならない（優先出資法第

３２条第２号 。）

(ｳ) 払込金保管証明の義務の廃止

募集優先出資の引受人による金銭の払込みは，改正前と同様に，払込取扱

， ，機関にしなければならないが 当該払込取扱機関の払込金保管証明の義務は

廃止された（優先出資法第１２条第１項，旧優先出資法第１４条，旧商法第

１８９条参照 。）

(ｴ) 優先出資者となる時期

募集事項において，募集優先出資と引換えにする金銭の払込みの期間を定

めた場合には，引受人は，その払込金額の全額の払込みを行った日に優先出

資者となるとされた（優先出資法第１３条第２号 。）

(ｵ) 優先出資の総口数の上限

優先出資の総口数は，普通出資の総口数の２分の１を超える場合もあると

され，その場合には，金庫は，直ちに，優先出資の総口数を普通出資の総口

数の２分の１以下にするために必要な措置をとらなければならないとされた

（優先出資法第４条第２項 。）

イ 優先出資の発行の登記の手続

優先出資を発行したときは，その日から２週間以内に，主たる事務所の所在

地において登記をしなければならないが，一定の払込みの期間を定めた場合に
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あっては，当該期間の末日現在により，当該末日から２週間以内にすれば足り

るとされた（優先出資法施行令第１１条第３項 。）

優先出資の発行による登記（変更の登記を含む ）の申請書には，次の書面。

を添付しなければならないとされた（優先出資法施行令第１４条 。）

(ｱ) 募集優先出資の引受けの申込み又は総口数の引受けを行う契約を証する書

面

(ｲ) 払込みがあったことを証する書面

(ｳ) 募集優先出資の払込金額の総額のうち資本金に計上しない額を証する書面

改正前と同様に，資本金に計上しない額について主務大臣が認可した優先

出資法第６条第１項の認可書又はその謄本がこれに当たる（平成６年４月１

５日付け法務省民四第２９１６号法務省民事局第四課長依命通知参照 。）

(ｴ) アの(ｲ)により優先出資者総会の決議を要するときは，その議事録（優先

出資法施行令第１２条第１項）

( ) 優先出資者総会3

ア 優先出資者総会を開催した場合

優先出資者総会の議事録につき，議長並びに出席した理事及び経営管理委員

の署名又は記名押印の法律上の義務（旧優先出資法第３５条，旧商法第２４４

条第３項参照）は，廃止された。

イ 決議の省略の制度の創設

（ ，優先出資者総会の決議の省略の制度が創設され 優先出資法第４０条第３項

会社法第３１９条第１項 ，この場合には，決議があったものとみなされた事）

項の内容等を内容とする議事録を作成するとされた（信用金庫及び信用金庫連

合会の優先出資に関する内閣府令（平成６年大蔵省令第１６号）第１８条第４

項第１号 。）

( ) 優先出資の消却4

ア 優先出資の消却の手続

金庫は，次の場合には，普通出資者総会の特別決議によって，資本金の額を

変更することなく，自己優先出資の消却を行うことができるとされ，優先出資

者の有する優先出資を直接消却する制度は，廃止された（優先出資法第１５条

第１項，第４項 。）

(ｱ) 剰余金の配当の限度額からその事業年度の優先的配当の額を控除して得た

額の全部又は一部をもって自己優先出資を取得して消却を行う場合

(ｲ) 普通出資の増加によって得た資金をもって自己優先出資を取得して消却を

行う場合

金庫が消却のために自己優先出資を取得する場合には，消却のために取得す
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る優先出資の全部について優先出資証券を発行していない場合を除き，定款変

更の効力発生日までに当該優先出資に係る優先出資証券を提出しなければなら

ない旨を当該日の１か月前までに公告し，かつ，当該優先出資の優先出資者及

び登録優先出資質権者に各別に通知しなければならないとされた（優先出資法

第１５条第５項，会社法第２１９条 。）

イ 優先出資の消却の登記の手続

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならないとされた（優先出資

法施行令第１５条 。）

(ｱ) 普通出資者総会の特別決議の議事録（優先出資法施行令第１２条第１項）

(ｲ) 優先出資法第３２条により優先出資者総会の承認を要する場合には，その

議事録（優先出資法施行令第１２条第１項）

(ｳ) アの(ｱ)の場合には，剰余金の存在を証する書面

(ｴ) アの(ｲ)の場合には，普通出資の増加によって得た資金の存在を証する書

面

(ｵ) 優先出資証券発行協同組織金融機関にあっては，アの優先出資証券提供公

告をしたことを証する書面（消却のために取得する優先出資の全部について

優先出資証券を発行していない場合にあっては，優先出資者名簿その他の当

該場合に該当することを証する書面）

( ) 優先出資の分割5

優先出資の分割をするには，普通出資者総会の特別決議を得なければならない

が，優先出資の分割により優先出資証券の提出を必要とする場合における優先出

資証券提供公告等の手続は，廃止された（優先出資法第１６条第２項，第５項，

旧優先出資法第１６条第５項，旧商法第２１５条参照 。）

優先出資の分割による変更の登記の申請書には，普通出資者総会の特別決議の

議事録（優先出資法第３２条により優先出資者総会の承認を要する場合には，そ

の議事録を含む ）を添付すれば足り，優先出資証券提供公告をしたことを証す。

る書面の添付を要しないとされた（優先出資法施行令第１２条第１項 。）

６ 合併

( ) 合併の手続1

ア 当事者

金庫は，他の金庫と合併をすることができる（信用金庫法第５９条 。）

なお，金庫と銀行又は他の種類の協同組織金融機関との合併については，第

３部の第１のとおりである。

イ 合併契約

合併契約には，次に掲げる区分に応じ，次の事項を定めなければならないと
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された。

(ｱ) 吸収合併（信用金庫法第６０条）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 吸収合併存続金庫の地区及び出資１口の金額

ｃ 吸収合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項

ｄ 吸収合併消滅金庫の会員に対して交付する金銭の額を定めたときは，そ

の定め

ｅ 効力発生日

ｆ その他内閣府令で定める事項

(ｲ) 新設合併（信用金庫法第６１条）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 新設合併設立金庫の地区及び出資１口の金額

ｃ 新設合併設立金庫が信用金庫法第３８条の２第３項の特定金庫である場

合の会計監査人の氏名又は名称

ｄ 新設合併設立金庫の準備金の額に関する事項

ｅ 新設合併消滅金庫の会員に対する出資の割当てに関する事項

ｆ 新設合併設立金庫の定款で定める事項

ｇ その他内閣府令で定める事項

ウ 合併契約の承認

(ｱ) 吸収合併

吸収合併をする金庫は，効力発生日の前日までに，総会の特別決議によっ

て，合併契約の承認を受けなければならない（信用金庫法第６１条の２第３

項，第６１条の３第３項本文，第４８条の３第２号 。）

ただし，簡易合併の要件（旧金融機関等の組織再編成の促進に関する特別

措置法（平成１４年法律第１９０号。以下「組織再編成促進特別措置法」と

いう ）第１６条参照）が緩和され，吸収合併消滅金庫の総会員の数が吸収。

合併存続金庫の総会員の数の５分の１を超えない場合であって，かつ，吸収

合併消滅金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続金

庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の５分の１を超えない場合に

は，吸収合併存続金庫における総会の決議を要しないとされた（信用金庫法

第６１条の３第３項ただし書 。）

なお，吸収合併存続金庫の総会員の６分の１以上の会員が合併に反対する

旨を吸収合併存続金庫に対し通知したときは，総会の決議を省略することは

できない（信用金庫法第６１条の３第５項 。）

(ｲ) 新設合併
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新設合併をする金庫は，総会の特別決議によって，合併契約の承認を受け

（ ， ）。なければならない 信用金庫法第６１条の４第３項 第４８条の３第２号

エ 新設合併設立金庫の手続

合併によって金庫を設立するには，各金庫がそれぞれ総会の特別決議により

会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し，役員を選任し，そ

の他設立に必要な行為をしなければならず，理事会は，理事の中から代表理事

を選定しなければならない（信用金庫法第６１条の５第２項，第４項，第３６

条第４項 。）

なお，設立委員によって選任された理事及び監事の任期は，合併後最初の通

常総会の日までである（信用金庫法第６１条の５第３項 。）

オ 債権者保護手続

合併をする金庫がしなければならない債権者保護手続については，改正後の

出資１口の金額の減少の手続（４参照）と同様である（信用金庫法第６１条の

２第４項，第６１条の３第６項，第６１条の４第４項 。）

カ 合併の効力

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日に生ずるとされた（信用

金庫法第６１条の６第１項 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（信用金庫法第６１

条の６第３項 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

主たる事務所の所在地における吸収合併による変更の登記の申請書には，次

の書面を添付しなければならない（信用金庫法第８３条 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（信用金庫法第６１条の６第４項，

第８５条，商登法第１９条）

(ｲ) 吸収合併契約書

(ｳ) 吸収合併存続金庫の手続に関する次に掲げる書面

ａ 総会の議事録

ｂ 簡易合併の場合には，ａに代えて，理事会の議事録及び簡易合併の要件

を満たすことを証する書面

ｃ 債権者保護手続に関する書面

(ｴ) 吸収合併消滅金庫の手続に関する次に掲げる書面

ａ 吸収合併消滅金庫の登記事項証明書

ｂ 総会の議事録

ｃ 債権者保護手続に関する書面
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イ 新設合併による設立の登記

主たる事務所の所在地における新設合併による設立の登記の申請書には，次

の書面を添付しなければならない（信用金庫法第８４条 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（信用金庫法第６１条の６第４項，

第８５条，商登法第１９条）

(ｲ) 新設合併契約書

(ｳ) 新設合併設立金庫に関する次に掲げる書面

ａ 定款

ｂ 代表権を有する者の資格を証する書面

具体的には，設立委員による理事の選任に関する書面，理事会の議事録

及び代表理事の就任承諾書がこれに当たる。

(ｴ) 新設合併消滅金庫の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅金庫の登記事項証明書

ｂ 総会の議事録

ｃ 債権者保護手続に関する書面

７ 経過措置

( ) 職権による登記1

整備法の施行の際現に優先出資を発行している金庫の定款には，その優先出資

に係る優先出資証券を発行する旨の定めがあるものとみなすとされた（整備法第

２１４条第８項 。当該金庫については，施行日に優先出資証券発行協同組織金）

融機関である旨の登記がされたものとみなされ，登記官が職権でその登記をしな

ければならないとされた（整備法第２１４条第２２項，第２３項，改正省令附則

第７条第４項 。）

また 信用金庫法又は優先出資法において登記すべき事項でなくなった事項 優， （

先出資に係る登録機関の名称等）については，登記官が職権で抹消しなければな

らないとされた（改正省令附則第７条第１項第３号。平成１８年１月１９日付け

法務省民商第１０３号当職通達参照 。）

( ) その他2

次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の例による

とされ，その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお

従前の例によるとされた（整備法第１９４条第２７項，第２１４条第２４項 。）

ア 施行日前に認証を受けた定款に係る金庫の設立（整備法第１９４条第１項）

イ 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要

する出資１口の金額の減少（整備法第１９４条第７項）

ウ 施行日前に募集事項を定めた場合におけるその優先出資の発行（整備法第２
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１４条第１項）

エ 施行日前に公告がされた場合におけるその優先出資の消却（整備法第２１４

条第３項）

オ 施行日前に普通出資者総会の招集の手続が開始された場合におけるその普通

出資者総会の議決を要する優先出資の消却（整備法第２１４条第４項）

カ 施行日前に普通出資者総会の議決を経た場合におけるその優先出資の分割

（整備法第２１４条第５項）

キ 施行日前に合併の決議等があった場合におけるその合併（整備法第１９４条

第９項，第２４１条）

ク 施行日前に生じた事由により解散した場合における解散及び清算等（整備法

第１９４条第１３項，第１６項）

ケ 上記のほか，施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその決

議した事項（整備法第１９４条第６項）

第６ 労働金庫等の登記

労働金庫及び労働金庫連合会の登記に関する改正は，信用金庫等（第５参照）と同

様である（労働金庫法（昭和２８年法律第２２７号 ，優先出資法等 。） ）

第７ 相互会社等の登記

１ 設立

( ) 設立の手続1

ア 定款の絶対的記載事項

相互会社の定款の絶対的記載事項は，改正前と同様である（保険業法第２３

条第１項 。）

ただし，相互会社の公告方法は，官報によることができず，時事に関する事

項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかとするとされ

た（保険業法第２３条第２項 。）

イ 検査役の調査を要しない財産引受けの範囲の拡大

会社法と同様に，財産引受けに係る財産について定款に記載された価額の総

額が５００万円を超えない場合には，その基金の総額に対する割合を問わず，

検査役の調査を要しないとされた（保険業法第２４条第２項，会社法第３３条

第１０項第１号 。）

また，財産引受けに係る財産のうち，市場価格のある有価証券について定款

に記載された価額が当該有価証券の市場価格を超えない場合には，取引所の相

場のあるものでなくても，検査役の調査を要しないとされた（保険業法第２４

条第２項，会社法第３３条第１０項第２号 。）

ウ 基金の募集
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発起人は，改正前と同様に，相互会社の設立に際して基金の総額を募集しな

ければならず，発起人による現物出資の制度はない（保険業法第２７条，第２

４条第１項参照 。）

払込取扱機関の払込金保管証明の義務についても，改正前と同様である（保

険業法第３０条の４ 。）

エ 社員の募集

発起人は，相互会社の設立に際して，保険契約者である社員（１００人以上

であることを要する ）を募集しなければならない（保険業法第３０条の６，。

第２条第５項 。）

オ 創立総会

創立総会の議事録につき，議長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法

律上の義務（旧保険業法第２６条第４項，旧商法第１８０条第３項，第２４４

条第３項参照）は，廃止された。

カ 設立時役員等の選任

設立時取締役，設立時会計参与，設立時監査役又は設立時会計監査人の選任

は，創立総会の決議によって，設立時代表取締役又は設立時委員，設立時執行

役及び設立時代表執行役の選任又は選定は，設立時取締役の過半数の決定によ

って，それぞれ行わなければならないとされた（保険業法第３０条の１０ 。）

キ 相互会社の成立前における定款の変更

公証人の認証を受けた定款は，おおむね会社法と同様に，相互会社の成立前

は，裁判所が財産引受け等についての定款の記載事項を不当と認め，これを変

更する決定をした場合等を除き，変更することができないとされた（保険業法

第２３条第４項，第３０条の１２，会社法第３０条第２項 。）

ク 設立時取締役及び発起人の権限の見直し

設立中の相互会社における業務執行の決定は，原則として発起人が行うこと

とされる等，会社法と同様に，設立時取締役及び発起人の権限の見直しがされ

た。

( ) 設立の登記の手続2

ア 登記すべき事項

主たる事務所の所在地において登記すべき事項は，おおむね株式会社と同様

に，次のとおりとされた（保険業法第６４条第２項 。）

(ｱ) 目的

(ｲ) 名称

(ｳ) 基金（基金償却積立金を含む ）の総額。

(ｴ) 基金の拠出者の権利に関する定め
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(ｵ) 基金の償却の方法

(ｶ) 剰余金の分配の方法

(ｷ) 事務所の所在場所

(ｸ) 取締役の氏名

(ｹ) 代表取締役の氏名及び住所（委員会設置会社である場合を除く ）。

(ｺ) 会計参与設置会社であるときは，その旨並びに会計参与の氏名又は名称及

び計算書類等の備置き場所

(ｻ) 監査役設置会社であるときは，その旨及び監査役の氏名

(ｼ) 監査役会設置会社であるときは，その旨及び監査役のうち社外監査役であ

るものについて社外監査役である旨

(ｽ) 会計監査人設置会社であるときは，その旨及び会計監査人の氏名又は名称

(ｾ) 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは，その氏名又は名称

(ｿ) 特別取締役による議決の定めがあるときは，その旨，特別取締役の氏名及

び取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨

， ， ， ，会社法と同様に 社外取締役である旨は (ｿ) (ﾀ)及び(ﾃ)の場合に限り

登記すべき事項とされた。

(ﾀ) 委員会設置会社であるときは，その旨，取締役のうち社外取締役であるも

のについて社外取締役である旨，各委員会の委員及び執行役の氏名並びに代

表執行役の氏名及び住所

(ﾁ) 取締役，執行役，会計参与，監査役又は会計監査人の責任の免除について

の定款の定めがあるときは，その定め

(ﾂ) 社外取締役，会計参与，社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関

する契約の締結についての定款の定めがあるときは，その定め

(ﾃ) (ﾂ)の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは，取締役のうち

社外取締役であるものについて，社外取締役である旨

(ﾄ) (ﾂ)の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは，監査役のうち

社外監査役であるものについて，社外監査役である旨

(ﾅ) 貸借対照表を電磁的方法により開示するときは，貸借対照表の内容である

情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって

内閣府令で定めるもの（保険業法施行規則第３５条の２第１項第１号。具体

的には，当該情報が掲載されているウェブページのアドレス）

(ﾆ) 公告方法についての定款の定め

(ﾇ) 電子公告を公告方法とするときは，次に掲げる事項

ａ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がそ

の提供を受けるために必要な事項（保険業法施行規則第３５条の２第１項
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。 ， ）第２号 具体的には 当該情報が掲載されているウェブページのアドレス

ｂ 事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすること

ができない場合の公告方法について定款の定めがあるときは，その定め

(ﾈ) 成立後の最初の５事業年度の事業費に係る金額等の償却に関する定款の定

めがあるときは，その定め

イ 添付書面

本店の所在地における設立の登記の申請書には，次の書面を添付しなければ

ならないとされた（保険業法第６５条 。）

(ｱ) 定款

(ｲ) 基金の拠出の申込み又はその総額の拠出を行う契約を証する書面

(ｳ) 社員になろうとする者の名簿

(ｴ) 社員を募集したときは，各社員の入社の申込みを証する書面

(ｵ) 定款に財産引受けその他の変態設立事項についての記載があるときは，次

に掲げる書面

ａ 検査役又は設立時取締役（設立しようとする相互会社が監査役設置会社

である場合にあっては，設立時取締役及び設立時監査役）の調査報告を記

載した書面及びその附属書類

これらの書面は，定款に変態設立事項の定めがある場合に限り，添付し

なければならないとされた。

ｂ 保険業法第２４条第２項において準用する会社法第３３条第１０項第２

号に掲げる場合には，有価証券の市場価格を証する書面

ｃ 保険業法第２４条第２項において準用する会社法第３３条第１０項第３

号に掲げる場合には，弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書類

(ｶ) 検査役の報告に関する裁判があったときは，その謄本

(ｷ) 払込取扱機関の払込金の保管に関する証明書

(ｸ) 設立時取締役による設立時代表取締役の選定に関する書面

(ｹ) 設立しようとする相互会社が委員会設置会社であるときは，設立時執行役

の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面

(ｺ) 創立総会の議事録

(ｻ) 設立時取締役，設立時監査役及び設立時代表取締役（設立しようとする相

， ， ，互会社が委員会設置会社である場合にあっては 設立時取締役 設立時委員

設立時執行役及び設立時代表執行役）が就任を承諾したことを証する書面

改正前と同様に，法登規第７条は商登規第６１条第３項を準用していない

ため，設立時代表取締役又は設立時代表執行役の就任承諾書の印鑑につき市

区町村長の作成した証明書を添付することは，要しない。



- 49 -

(ｼ) 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは，次に掲げる書面

（以下「会計参与等就任関係書面」という ）。

ａ 就任を承諾したことを証する書面

ｂ これらの者が法人であるときは，当該法人の登記事項証明書

ｃ これらの者が法人でないときは，会計参与にあっては公認会計士又は税

理士であることを，会計監査人にあっては公認会計士であることを証する

書面

(ｽ) 特別取締役による議決の定めがあるときは，特別取締役の選定及びその選

定された者が就任を承諾したことを証する書面

(ｾ) 登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要すると

きは，その同意又は一致があったことを証する書面（保険業法第６５条，商

登法第４７条第３項）

発起人が事務所の所在場所等を定めた場合は，その過半数の一致があった

ことを証する書面を添付しなければならない。

ウ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき，主たる事務所の所在地においては３０万

円，従たる事務所の所在地においては９０００円である（登税法別表第一第２

４号（一）リ （二）イ 。， ）

２ 機関

( ) 機関に関する改正1

ア 相互会社の機関

相互会社は，社員総会以外の機関として，次に掲げる区分に応じ，次の機関

を置くものでなければならないとされた（保険業法第５１条 。）

(ｱ) 保険会社である相互会社（保険業法第５条の２）

取締役会，監査役会又は委員会及び会計監査人

（ ，(ｲ) 少額短期保険業者である相互会社 保険業法第２７２条の４第１項第１号

保険業法施行令（平成７年政令第４２５号）第３８条の２）

ａ 基金（基金償却積立金を含む ）の総額が３億円以上である場合。

取締役会，監査役会又は委員会及び会計監査人

ｂ ａの額が３億円に満たない場合

取締役会及び監査役又は委員会

このほか，相互会社は，株式会社と同様の機関設計の規律の下に，定款の定

めによって，会計参与，監査役会又は会計監査人を置くことができるとされた

（保険業法第５１条第２項，第４項，第５項 。）

イ 社員総会等
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(ｱ) 社員総会等を開催した場合

社員総会（総代会を含む。以下第７において同じ ）の議事録につき，議。

長及び出席した取締役の署名又は記名押印の法律上の義務（旧保険業法第４

１条，第４９条，旧商法第２４４条第３項参照）は，廃止された。

(ｲ) 社員総会の決議を省略した場合

社員総会の決議があったものとみなされる場合（保険業法第４１条，会社

法第３１９条）についても，決議があったものとみなされた事項の内容等を

内容とする議事録を作成するとされた（保険業法施行規則第２０条の２６第

４項第１号 。）

ウ 役員等

取締役，会計参与，監査役及び会計監査人の任期及びこれらの補欠者の予選

については，公開会社である株式会社と同様とされた（保険業法第５３条の３

から第５３条の７まで 。）

ただし，相互会社の役員及び会計監査人は，いつでも社員総会の決議によっ

て解任することができるところ，その決議は，監査役の解任の場合を含め，特

別決議ではなく，普通決議で足りるとされた（保険業法第５３条の１０，第３

７条の３第１項 。）

エ 取締役会

定款の定めに基づく取締役会の決議の省略の制度が創設され（保険業法第５

３条の１６，会社法第３７０条 ，この場合には，決議があったものとみなさ）

れた事項の内容等を内容とする議事録を作成するとされた（保険業法施行規則

第２３条の９第４項第１号 。）

オ 委員会及び執行役

委員会及び執行役についても，株式会社と同様とされた（保険業法第５３条

の２４から第５３条の３２まで 。）

カ 役員等の損害賠償責任

(ｱ) 定款の定めに基づく取締役会による一部免除

相互会社は，取締役又は監査役のほか，会計参与又は会計監査人の相互会

社に対する任務懈怠責任についても，これらの者が職務を行うにつき善意で

かつ重大な過失がない場合において，特に必要と認めるときは，一定の最低

責任限度額を控除して得た額を限度として取締役会の決議によって免除する

ことができる旨を定款で定めることができるとされた（保険業法第５３条の

３６，会社法第４２６条 。）

(ｲ) 定款の定めに基づく会計参与等の責任の制限

相互会社は，社外取締役のほか，会計参与，社外監査役又は会計監査人の



- 51 -

相互会社に対する任務懈怠責任についても，これらの者が職務を行うにつき

善意でかつ重大な過失がないときは，定款で定めた額の範囲内であらかじめ

相互会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の

契約をこれらの者と締結することができる旨を定款で定めることができると

された（保険業法第５３条の３６，会社法第４２７条 。）

( ) 機関の登記の手続に関する改正2

ア 役員等の変更の登記

役員等の就任又は退任による変更の登記の添付書面は，株式会社についてと

同様である（保険業法第６７条，商登法第４６条第１項，第２項，第５４条，

第５５条 。）

イ 役員等の責任の免除又は制限に関する規定の登記

( )のカの役員等の責任の免除又は制限に関する規定の設定又は廃止による1

変更の登記の申請書には，定款の変更に係る社員総会の議事録を添付しなけれ

ばならない（保険業法第６７条，商登法第４６条第２項 。）

ウ 登録免許税額

ア又はイの登記の登録免許税額は，株式会社についてと同様である。

３ 計算書類の公告

証券取引法第２４条第１項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出し

なければならない相互会社（保険業法第５４条の７第４項参照）がする１の( )の2

アの(ﾅ)の事項（具体的には，ウェブページのアドレス）の廃止による変更の登記

について，当該相互会社に該当することを証する書面の添付を要しないことは，株

式会社についてと同様である。

４ 基金償却積立金の取崩し

( ) 基金償却積立金の取崩しの手続1

相互会社は，社員総会の特別決議により，基金償却積立金を取り崩すことがで

きる（保険業法第５７条第１項，第２項 。）

この場合には，保険業を営む株式会社の資本金の額の減少の場合（第１部の第

２の２参照）と同様に，その内容等を官報及び定款で定めた公告方法により公告

しなければならず，保険契約者その他の債権者は異議を述べることができるとさ

れた（保険業法第５７条第４項，第１７条第１項本文，第２項 。）

なお，異議を述べた保険契約者等の権利が公告の時において既に保険事故の発

生その他の事由により生じている保険金請求権等でない場合には，当該保険契約

者等に対する弁済又は相当の担保の提供等の措置をとる必要はないが，異議を述

べた保険契約者（既に保険金請求権等が生じている保険契約に係る保険契約者を

除く。以下( )及び( )のアの(ｳ)において同じ ）の数が保険契約者の総数の５分1 2 。
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の１を超え，かつ，当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権（保険金

請求権等を除く ）の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約。

者の当該金額の総額の５分の１を超えるときは，基金償却積立金の取崩しの決議

は，効力を有しない（保険業法第５７条第４項，第１７条第５項，第６項，保険

業法施行規則第３０条の１２ 。）

( ) 基金償却積立金の取崩しによる変更の登記の手続2

ア 添付書面

， （ ）登記の申請書には 官庁の許可書又はその認証がある謄本 商登法第１９条

及び社員総会の議事録等（商登法第４６条）のほか，保険業を営む株式会社の

資本金の額の減少の場合（第１部の第２の２参照）と同様に，次の書面を添付

しなければならないとされた（保険業法第５７条第３項 。）

(ｱ) ( )の公告をしたことを証する書面1

， ，(ｲ) 異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは 当該債権者に対し

弁済し，相当の担保を供し，若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを

目的として相当の財産を信託したこと又は当該債権者を害するおそれがない

ことを証する書面

(ｳ) ( )のなお書きの異議を述べた保険契約者の数が保険契約者の総数の５分1

の１を超えなかったことを証する書面又はその者の保険契約に係る内閣府令

で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の５分の１を超えなかったこと

を証する書面

イ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき３万円である（登税法別表第一第２４号

（一）ネ 。）

５ 基金の募集

( ) 基金の募集の手続に関する改正1

募集をする基金の引受人による金銭の払込みは，改正前と同様に，払込取扱機

関にしなければならないが，当該払込取扱機関の払込金保管証明の義務は，廃止

された（保険業法第６０条の２第４項，第３０条の３第１項，旧保険業法第６０

条第５項，旧商法第１８９条参照 。）

( ) 基金の募集による変更の登記に関する改正2

ア 添付書面

基金の募集による変更の登記の申請書には，次の書面を添付しなければなら

ないとされた（保険業法第６０条の２第３項 。）

(ｱ) 社員総会の議事録

(ｲ) 基金の拠出の申込み又はその総額の拠出を行う契約を証する書面
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(ｳ) 基金の払込みがあったことを証する書面

イ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき３万円である（登税法別表第一第２４号

（一）ネ 。）

６ 合併

( ) 合併の手続1

ア 当事者

相互会社は，改正前と同様に，他の相互会社と合併をすることができ，その

場合には，合併後存続する会社又は合併により設立する会社は，相互会社でな

ければならない（保険業法第１５９条 。）

なお，相互会社と株式会社との合併については，第３部の第３のとおりであ

る。

イ 合併契約の作成及び承認

相互会社は，他の相互会社と合併をするには，次に掲げる区分に応じ，合併

契約において次の事項を定め，社員総会の特別決議によって，その承認を受け

なければならない（保険業法第１６５条の１６，第１６５条の２０ 。）

(ｱ) 吸収合併（保険業法第１６０条）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたとき

は，その定め

ｃ 吸収合併消滅相互会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する

事項

ｄ 効力発生日

ｅ その他内閣府令で定める事項

(ｲ) 新設合併（保険業法第１６１条）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 新設合併設立相互会社の目的，名称及び主たる事務所の所在地

ｃ ｂのほか，新設合併設立相互会社の定款で定める事項

ｄ 新設合併設立相互会社の設立時取締役の氏名

ｅ 新設合併設立相互会社が会計参与設置会社，監査役設置会社又は会計監

査人設置会社である場合には，設立時会計参与，設立時監査役又は設立時

会計監査人の氏名又は名称

ｆ 新設合併消滅相互会社の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたとき

は，その定め

ｇ 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項
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ｈ その他内閣府令で定める事項

ウ 新設合併設立相互会社の手続

合併契約において定められた新設合併設立相互会社の設立時取締役は，その

過半数の決定をもって，設立時代表取締役又は設立時委員，設立時執行役及び

設立時代表執行役を選定しなければならない（保険業法第１６５条の２２第１

項，第３０条の１０第６項，会社法第４７条，第４８条 。）

エ 債権者保護手続

合併をする相互会社がしなければならない債権者保護手続については，改正

後の基金償却積立金の取崩しの手続（４参照）と同様である（保険業法第１６

５条の１７，第１６５条の２０ 。）

オ 合併の効力

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日に生ずるとされた（保険

業法第１６９条 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（保険業法第１６９

条の２ 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

主たる事務所の所在地における吸収合併存続相互会社の変更の登記の申請書

には，次の書面を添付しなければならない（保険業法第１７０条第１項，第３

項，商登法第８０条 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（保険業法第６７条，商登法第１９

条）

(ｲ) 吸収合併契約書

(ｳ) 吸収合併存続相互会社の手続に関する次に掲げる書面

ａ 社員総会の議事録（保険業法第６７条，商登法第４６条）

ｂ 保険業法の債権者保護手続に関する書面（保険業法第１７０条第１項第

１号，第３号，第３項，商登法第８０条第３号，保険業法施行令第１７条

の１６。４の( )のアの(ｱ)から(ｳ)まで参照）2

ｃ 合併契約において，保険契約（特定契約を除く ）について契約条件の。

変更を定める場合には，保険業法第２５４条第３項の公告をしたことを証

する書面（同法第１７０条第１項第５号）

(ｴ) 吸収合併消滅相互会社の手続に関する次に掲げる書面

ａ 吸収合併消滅相互会社の登記事項証明書

ｂ 社員総会の議事録

ｃ 保険業法の債権者保護手続に関する書面（保険業法第１７０条第１項第
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１号，第３号，第３項，商登法第８０条第８号，保険業法施行令第１７条

の１６。４の( )のアの(ｱ)から(ｳ)まで参照）2

イ 新設合併による設立の登記

主たる事務所の所在地における新設合併設立相互会社の設立の登記の申請書

には，次の書面を添付しなければならない（保険業法第１７０条第２項，第３

項，商登法第８１条 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（保険業法第６７条，商登法第１９

条）

(ｲ) 新設合併契約書

(ｳ) 新設合併設立相互会社に関する次に掲げる書面

ａ 定款

ｂ 設立時取締役による設立時代表取締役の選定に関する書面

ｃ 設立しようとする相互会社が委員会設置会社であるときは，設立時執行

役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面

ｄ 設立時取締役，設立時監査役及び設立時代表取締役（設立しようとする

相互会社が委員会設置会社である場合にあっては，設立時取締役，設立時

委員，設立時執行役及び設立時代表執行役）が就任を承諾したことを証す

る書面

ｅ 設立時会計参与または設立時会計監査人を選任したときは，会計参与等

就任関係書面

ｆ 特別取締役による議決の定めがあるときは，特別取締役の選定及びその

選定された者が就任を承諾したことを証する書面

(ｴ) 新設合併消滅相互会社の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅相互会社の登記事項証明書

ｂ 社員総会の議事録

ｃ 保険業法の債権者保護手続に関する書面（保険業法第１７０条第１項第

１号，第３号，第３項，商登法第８１条第８号，保険業法施行令第１７条

の１６。４の( )のアの(ｱ)から(ｳ)まで参照）2

７ 清算

清算相互会社の機関，清算人となる者，清算人会の決議の省略の制度の創設，監

査役の任期の上限の廃止その他の事項について，おおむね清算株式会社と同様とさ

れた（保険業法第１８０条から第１８３条まで 。）

８ 外国相互会社

外国相互会社については，日本における代表者の１人以上が日本に住所を有して

いれば足りること，その登記すべき事項等につき，会社法の外国会社と同様とされ
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た（保険業法第１９３条，第２１５条 。）

ただし，外国相互会社の公告方法は，時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に

掲載する方法又は電子公告のいずれかを定めなければならないとされた（保険業法

第２１７条第１項 。）

９ 経過措置

( ) 相互会社に関する経過措置1

ア 職権による登記

整備法の施行の際現に存する相互会社（委員会設置会社を除く ）は，監査。

役を置いているため，施行日に監査役設置会社である旨の登記がされたものと

みなされ，登記官が職権でその登記をしなければならないとされた（整備法第

２１６条第４２項，第６１項，改正省令附則第７条第４項 。）

また，登記すべき事項でなくなった事項（重要財産委員会を置く旨等）につ

いては，登記官が職権で抹消しなければならないとされた（改正省令附則第７

条第１項第４号，第５号。平成１８年１月１９日付け法務省民商第１０３号当

職通達参照 。）

イ 大会社又はみなし大会社（委員会設置会社を除く ）による登記の申請。

(ｱ) 監査役会設置会社及び会計監査人設置会社の定め

（ 。）整備法の施行の際現に大会社又はみなし大会社 委員会設置会社を除く

である相互会社の定款には，監査役会及び会計監査人を置く旨の定款の定め

があるものとみなすとされた（整備法第２１６条第１７項 。）

また，事業年度の途中に大会社又はみなし大会社に該当しなくなった相互

会社であって，整備法の施行の際現に大会社特例規定の適用があるものにつ

いても，同様とされたが，これによりみなされた定款の定めは，施行日後最

初に終結する定時社員総会の終結の時に，その効力を失うとされた（金融庁

関係整備政令第４５条による改正後の経過措置政令第２０条第３項，第５

項 。）

(ｲ) 登記の手続

ａ 登記すべき事項

(ｱ)の定款の定めがあるものとみなされた場合には，当該相互会社は，

施行日から６か月以内（最初に登記をすべき時が先であるときは，その時

まで）に，主たる事務所の所在地において，次に掲げる事項の登記をしな

ければならない（整備法第２１６条第４５項 。）

( ) 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものにa

ついて社外監査役である旨

( ) 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称b
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ｂ 添付書面等

添付書面及び登録免許税額については，大会社又はみなし大会社（委員

会設置会社を除く ）である株式会社による監査役会設置会社等の登記の。

申請の場合と同様である（保険業法第６７条，商登法第４６条，第５４条

第２項，整備法第２１６条第６３項 。）

ウ 委員会設置会社による登記の申請

(ｱ) 委員会等に関する定め

整備法の施行の際現に委員会等設置相互会社であった相互会社の定款に

は，取締役会，委員会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなすと

された（整備法第２１６条第１９項 。）

また，事業年度の途中に委員会等設置相互会社の定款の定めを廃止した相

互会社であって，整備法の施行の際現に旧保険業法第５２条の５の規定の適

用があるものについても，同様とされたが，これによりみなされた定款の定

めは，施行日後最初に終結する定時社員総会の終結の時に，その効力を失う

とされた（金融庁関係整備政令第４５条による改正後の経過措置政令第２０

条第４項，第５項 。）

(ｲ) 登記の手続

ａ 登記すべき事項

(ｱ)の定款の定めがあるものとみなされた場合には，当該相互会社は，

施行日から６か月以内（最初に登記をすべき時が先であるときは，その時

まで）に，主たる事務所の所在地において，会計監査人設置会社である旨

及び会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならないとされた（整

備法第２１６条第４５項第２号 。）

ｂ 添付書面等

添付書面及び登録免許税額については，委員会設置会社である株式会社

による会計監査人設置会社等の登記の申請の場合と同様である（保険業法

第６７条，商登法第４６条，第５４条第２項 。）

エ 公告方法

整備法の施行の際現に存する相互会社については，施行日以後最初に終結す

る定時社員総会の終結の時まで，官報に掲載する方法を公告方法とすることが

できるとされた（金融庁関係整備政令第４５条による改正後の経過措置政令第

２０条第１３項 。）

オ 社外取締役の登記の抹消の猶予

社外取締役の登記をしている相互会社は，保険業法の規定により当該登記の

必要がなくなる場合であっても，当該社外取締役の任期中に限り，当該登記の
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抹消をすることを要しないとされた（整備法第２１６条第４３項 。）

カ その他

次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の例によ

るとされ，その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，

（ ， ， ，なお従前の例によるとされた 整備法第２１６条第９項 第１１項 第２０項

第２３項，第３２項，第３８項，第６２項 。）

(ｱ) 施行日前に認証を受けた定款に係る相互会社の設立

(ｲ) 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会

の決議を要する基金償却積立金の取崩し

(ｳ) 施行日前に基金の募集の決議があった場合におけるその基金の募集の手続

(ｴ) 施行日前に生じた事由により解散した場合における相互会社の清算等

(ｵ) 施行日前に合併契約書が作成された合併

(ｶ) 上記のほか，施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における

その決議した事項

( ) 外国相互会社に関する経過措置2

外国相互会社に関する経過措置については，施行日から６か月以内（最初に登

記をすべき時が先であるときは，その時まで）に公告方法の登記及び支配人の登

記をしなければならないこと等，会社法の外国会社に関する経過措置と同様であ

る（整備法第２１６条第４９項から第５１項まで 。）

第８ 特定目的会社の登記

１ 設立

( ) 設立の手続1

ア 定款の絶対的記載事項

定款の絶対的記載事項は，目的，商号，本店の所在地，特定資本金の額，発

起人の氏名又は名称及び住所並びに存続期間又は解散の事由に限定され，特定

出資１口の金額及び公告方法は，これに当たらないとされた（資産の流動化に

関する法律（平成１０年法律第１０５号。以下「資産流動化法」という ）第。

１６条第２項 。）

イ 公告方法

特定目的会社は，公告方法として，官報に掲載する方法又は時事に関する事

項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法のほか，電子公告とする旨を定款で定

， ，めることもできるとされたが これらの定めがない特定目的会社の公告方法は

官報に掲載する方法とするとされた（資産流動化法第１９４条 。）

ウ 最低資本金制度の廃止等

特定目的会社の特定資本の額は１０万円を下回ってはならないとする最低資
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本金制度（旧資産流動化法第１９条第２項参照）は，廃止された。

特定資本金の額は，資産流動化法に別段の定めがある場合を除き，特定出資

の発行に際して特定社員となる者が払込み又は給付をした財産の額とされ（資

産流動化法第１６条第２項第４号 ，特定出資１口の金額に特定出資の総口数）

を乗じて得た数という関係はないものとされた（旧資産流動化法第２８条参

照 。）

エ 設立時発行特定出資の口数等の決定方法

発起人は，次に掲げる事項の定めが定款にないときは，その全員の同意によ

り，これを定めなければならないとされた（資産流動化法第１７条第１項 。）

(ｱ) 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数

(ｲ) 設立時発行特定出資と引換えに払い込む金銭の額

なお，特定目的会社の設立手続は，改正前と同様に，株式会社における発起

設立に相当するものに限られ，発起人は，設立時発行特定出資の全部を引き受

けなければならない（資産流動化法第１７条第２項。平成１０年８月３１日付

け法務省民四第１６０６号当職通達，平成１２年１１月２９日付け法務省民四

第２６７９号法務省民事局第四課長通知参照 。）

オ 検査役の調査を要しない現物出資財産等の範囲の拡大

会社法と同様に，現物出資財産等について定款に記載された価額の総額が５

００万円を超えない場合には，その特定資本の額に対する割合を問わず，検査

役の調査を要しないとされた（資産流動化法第１８条第２項，会社法第３３条

第１０項第１号 。）

ただし，改正前と同様に，現物出資財産等が一定の有価証券である場合につ

き検査役の調査を要しないとする制度（会社法第３３条第１０項第２号参照）

は，存しない（資産流動化法第１８条第２項 。）

カ 払込金保管証明の義務

払込取扱機関の払込金保管証明の義務については，改正前と同様である（資

産流動化法第２４条第３項，会社法第６４条 。）

キ 設立時役員等の選任

発起人は，その議決権の過半数により，設立時取締役及び設立時監査役を選

任し，設立しようとする特定目的会社が会計参与設置会社又は会計監査人設置

会社であるときは，それぞれ設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任しな

ければならないとされた（資産流動化法第２１条 。）

ク 特定目的会社の成立前における定款の変更

公証人の認証を受けた定款は，おおむね会社法と同様に，特定目的会社の成

立前は，裁判所が現物出資財産等についての定款の記載事項を不当と認め，こ
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れを変更する決定をした場合等を除き，変更することができないとされた（資

産流動化法第１６条第６項，会社法第３０条第２項 。）

ケ 設立時取締役及び発起人の権限の見直し

設立中の特定目的会社における業務執行の決定は，原則として発起人が行う

こととされる等，会社法と同様に，設立時取締役及び発起人の権限の見直しが

された。

コ 特定社員名簿管理人の制度の創設

特定目的会社は，株式会社の株主名簿管理人に相当するものとして，特定社

員名簿管理人を置く旨を定款で定め，特定社員名簿に関する事務を行うことを

委託することができるとされた（資産流動化法第２８条第３項，会社法第１２

３条 。）

( ) 設立の登記の手続2

ア 登記すべき事項

特定目的会社は，本店の所在地において，次の事項も登記しなければならな

いとされた（資産流動化法第２２条第２項第６号，第７号，第１０号から第１

２号まで 。）

(ｱ) 発行した特定出資の総口数

(ｱ)の登記の登記記録例は，別紙記録例４の( )による。1

(ｲ) 特定社員名簿管理人を置いたときは，その氏名又は名称及び住所並びに営

業所

(ｳ) 会計参与設置会社であるときは，その旨並びに会計参与の氏名又は名称及

び計算書類等の備置き場所

(ｴ) 会計監査人設置会社であるときは，その旨及び会計監査人の氏名又は名称

(ｵ) 一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは，その氏名又は名称

なお，特定出資１口の金額は，登記すべき事項ではないとされた（旧資産流

動化法第２４条第２項第１号，第１８条第２項第５号参照 。）

イ 添付書面

本店の所在地における設立の登記の申請書には，次の書面を添付しなければ

ならないとされた（資産流動化法第１８４条 。）

(ｱ) 定款

(ｲ) 定款に資産流動化法第１６条第３項各号に掲げる事項（変態設立事項）に

ついての記載があるときは，次に掲げる事項

ａ 検査役又は設立時取締役及び設立時監査役の調査報告を記載した書面並

びにその附属書類

これらの書面は，定款に変態設立事項の定めがある場合に限り，添付し
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なければならないとされた。

ｂ 資産流動化法第１８条第２項において準用する会社法第３３条第１０項

第３号に掲げる場合には，弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書

類

(ｳ) 検査役の報告に関する裁判があったときは，その謄本

(ｴ) 払込取扱機関の払込金の保管に関する証明書

(ｵ) 特定社員名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面

(ｶ) 設立時取締役，設立時監査役及び設立時代表取締役が就任を承諾したこと

を証する書面

(ｷ) (ｶ)の書面の設立時取締役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書（特

（ 。 「 」 。）定目的会社登記規則 平成１０年法務省令第３７号 以下 特登規 という

第３条，商登規第６１条第２項）

(ｸ) 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは，会計参与等就任

関係書面

(ｹ) 登記すべき事項につき発起人全員の同意又はある発起人の一致を要すると

きは，その同意又は一致があったことを証する書面

発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数を定めた場合（( )の1

エ参照）は，その全員の同意があったことを証する書面を，発起人が本店の

所在場所，設立時役員，特定社員名簿管理人等を定めた場合は，その過半数

の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。

ウ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき，本店の所在地においては３万円，支店の

（ （ ） ，（ ）所在地においては６０００円である 登税法別表第一第２５号 一 イ 二

イ 。）

２ 特定出資の発行

( ) 募集特定出資の発行の手続1

ア 募集事項等の決定

特定目的会社は，特定出資を引き受ける者の募集をしようとするときは，社

員総会の特殊決議により，次の募集事項を定めなければならないとされた（資

産流動化法第３６条第１項，第２項，第６０条第４項第２号 。）

(ｱ) 募集特定出資の口数

(ｲ) 募集特定出資の払込金額又はその算定方法

(ｳ) 金銭以外の財産を出資の目的とするときは，その旨並びに当該財産の内容

及びその価額

(ｴ) 募集特定出資と引換えにする金銭の払込み又は(ｳ)の財産の給付の期日又
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はその期間

また，特定目的会社は，特定社員に特定出資の割当てを受ける権利を与える

ときは，社員総会の決議により，募集事項のほか，その旨及び募集特定出資の

引受けの申込みの期日を定めなければならないとされた（資産流動化法第３６

条第５項，会社法第２０２条第１項 。）

なお，特定目的会社は，株式会社の自己株式に関する規律と異なり，改正前

， ，と同様に 権利の実行に当たりその目的を達成するために必要な場合等を除き

自己の特定出資を取得することができず，その場合には，相当の時期にこれを

処分しなければならない（資産流動化法第３４条）ため，この手続と募集特定

出資の発行の手続とは，全く別個のものと整理されている。

イ 募集特定出資の割当て

特定目的会社は，募集特定出資の総口数の引受けを行う契約を締結する場合

以外の場合には，社員総会の特殊決議により，募集特定出資の割当てを受ける

者及び割り当てる募集特定出資の口数を決定しなければならないとされた（資

産流動化法第３６条第５項，会社法第２０４条，第２０５条，第６０条第４項

第２号 。）

ウ 検査役の調査を要しない現物出資財産の範囲の拡大

現物出資財産を給付する募集特定出資の引受人に割り当てる募集特定出資の

総口数が特定出資の総口数の１０分の１を超えない場合には，増加する特定資

本金の額に対する割合を問わず，検査役の調査を要しないとされた（資産流動

化法第３６条第５項，会社法第２０７条第９項第１号 。）

ただし，改正前と同様に，現物出資財産が一定の有価証券である場合又は特

定目的会社に対する金銭債権である場合につき検査役の調査を要しないとする

制度（会社法第２０７条第９項第３号，第５号参照）は，存しない（資産流動

化法第３６条第５項 。）

エ 払込金保管証明の義務

払込取扱機関の払込金保管証明の義務については，改正前と同様である（資

産流動化法第３６条第７項，会社法第６４条 。）

オ 効力の発生

(ｱ) 特定社員となる時期

募集事項において，募集特定出資と引換えにする金銭の払込み又は現物出

資財産の給付の期間を定めた場合には，引受人は，出資の履行をした日に，

特定社員となるとされた（資産流動化法第３６条第５項，会社法第２０９条

第１項第２号 。）

(ｲ) 定款変更の時期
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特定目的会社は，募集事項において定めた金銭の払込み又は現物出資財産

の給付の期日（一定の期間を定めた場合にあっては，当該期間の末日）に，

払込み又は給付がされた財産の額に相当する額の特定資本金の額を増加する

定款の変更をしたものとみなすとされた（資産流動化法第３６条第６項 。）

したがって，改正前と異なり，登記は，特定資本金の額の増加の効力発生

要件ではない（旧資産流動化法第１１６条第３項，旧有限会社法第５３条ノ

２参照 。）

( ) 募集特定出資の発行による変更の登記の手続2

ア 登記期間

募集特定出資の発行により登記事項に変更があったときは，募集特定出資と

引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日（一定の期間を定め

た場合にあっては，当該期間の末日）から２週間以内に，本店の所在地におい

て，変更の登記をしなければならない（資産流動化法第２２条第３項，会社法

第９１５条第１項，第２項 。）

イ 登記すべき事項

登記すべき事項は，特定資本金の額，発行した特定出資の総口数及び変更年

月日である。

ウ 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない（資産流動化法第１

８５条）とされ，取締役及び監査役の調査報告を記載した書面は，添付書面で

はないとされた（旧資産流動化法第１３８条第２号参照 。）

(ｱ) 社員総会の議事録（資産流動化法第１８３条，商登法第４６条）

(ｲ) 募集特定出資の引受けの申込み又は総口数の引受けを行う契約を証する書

面

(ｳ) 検査役の報告に関する裁判があったときは，その謄本

(ｴ) 金銭を出資の目的とするときは，払込取扱機関の払込金の保管に関する証

明書

(ｵ) 金銭以外の財産を出資の目的とするときは，次の書面

ａ 検査役が選任されたときは，検査役の調査報告を記載した書面及びその

附属書類

ｂ 資産流動化法第３６条第５項において準用する会社法第２０７条第９項

第４号に掲げる場合には，弁護士等の証明を記載した書面及びその附属書

類

エ 登録免許税額

登録免許税額は 改正前と同様に 申請１件につき１万５０００円である 登， ， （
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税法別表第一第２５号（一）ロ 。）

３ 特定出資の併合

( ) 特定出資の併合の手続1

特定目的会社は，社員総会の特殊決議により，併合の割合及び特定出資の併合

の効力発生日を定め，特定出資の併合をすることができるとされた（資産流動化

法第３８条，第６０条第４項第３号，会社法第１８０条 。）

特定出資の併合の効力は，効力発生日に生ずる（資産流動化法第３８条，会社

法第１８２条 。）

( ) 特定出資の併合による変更の登記の手続2

ア 登記すべき事項

登記すべき事項は，発行した特定出資の総口数及び変更年月日である。

イ 添付書面

登記の申請書には，社員総会の議事録を添付しなければならない（資産流動

化法第１８３条，商登法第４６条 。）

ウ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第

２５号（一）ロ 。）

４ 優先出資の発行

( ) 募集優先出資の発行の手続1

ア 資産流動化計画の記載

資産流動化計画には，改正前と同様に，優先出資については，総口数の最高

限度，優先出資の内容（利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容

を含む ）その他の発行及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項を。

記載しなければならない。

イ 優先出資を引き受ける者の募集等

特定目的会社は，改正前と同様に，資産流動化計画の定めるところに従い，

取締役の過半数の決定により，優先出資を引き受ける者の募集をすることがで

きる（資産流動化法第３９条第１項 。）

， （ 。ただし 第二種特定目的会社 優先出資社員が存在する特定目的会社をいう

資産流動化法第５１条第１項参照）において，募集優先出資の払込金額が当該

募集優先出資を引き受ける者に特に有利な金額である場合には，特定社員及び

優先出資社員を構成員とする社員総会の特別決議によって，当該募集優先出資

の種類，口数及び払込金額を定めなければならない（資産流動化法第３９条第

２項，第３項，第６０条第３項第２号 。）

なお，優先出資の額面金額の制度は廃止され，優先出資の発行価額が額面金
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額を下回ってはならないとする規律も廃止された（旧資産流動化法第３７条第

２項，第３項参照 。）

ウ 払込金保管証明の義務等

現物出資の禁止及び払込取扱機関の払込金保管証明の義務については，改正

前と同様である（資産流動化法第４０条第１０項，第４１条第６項，会社法第

６４条 。）

エ 効力の発生

募集優先出資の引受人は，改正前と同様に，( )の優先出資の発行の登記の2

日に，払込みをした募集優先出資の優先出資社員となる（資産流動化法第４２

条第２項 。）

( ) 募集優先出資の発行の登記の手続2

ア 登記すべき事項

登記すべき事項は，次のとおりとされ，改正前の優先出資に係る名義書換代

理人に相当するものとして，(ｳ)の事項が定められた（資産流動化法第４２条

第１項 。）

(ｱ) 優先資本金の額（資産流動化法に別段の定めがある場合を除き，優先出資

の発行に際して優先出資社員となる者が特定目的会社に対し払込みをした財

産の額をいう ）。

(ｲ) 内容の異なる２以上の種類の優先出資を発行するときは，優先出資の総口

数並びに当該優先出資の種類ごとの口数並びに利益の配当又は残余財産の分

配についての優先的内容及び消却に関する規定

(ｳ) 優先出資社員名簿管理人を置いたときは，その氏名又は名称及び住所並び

に営業所

イ 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない（資産流動化法第１

８６条 。）

(ｱ) 資産流動化計画（特登規第３条，商登規第６１条第１項）

(ｲ) 取締役の過半数の一致があったことを証する書面（( )のイのただし書の1

場合には，社員総会の議事録を含む。資産流動化法第１８３条，商登法第４

６条）

(ｳ) 募集優先出資の引受けの申込み又は総口数の引受けを行う契約を証する書

面

(ｴ) 優先出資社員名簿管理人を置いたときは，定款及びその者との契約を証す

る書面

(ｵ) 払込取扱機関の払込金の保管に関する証明書
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ウ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第

２５号（一）ロ 。）

５ 優先出資の併合

( ) 優先出資の併合の手続1

特定目的会社は，社員総会の特殊決議により，併合の割合，優先出資の併合の

効力発生日及び併合する優先出資の種類を定め，優先出資の併合をすることがで

きるとされた（資産流動化法第５０条第１項，第６０条第４項第３号，会社法第

１８０条 。）

特定目的会社は，併合する優先出資の全部について優先出資証券を発行してい

ない場合を除き，当該優先出資に係る優先出資証券提供公告等の手続を行わなけ

（ ， ）。ればならない 資産流動化法第５０条第２項 会社法第２１９条第１項第２号

， （ ，優先出資の併合の効力は 効力発生日に生ずる 資産流動化法第５０条第１項

会社法第１８２条 。）

( ) 優先出資の併合による変更の登記の手続2

ア 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない。

(ｱ) 社員総会の議事録（資産流動化法第１８３条，商登法第４６条）

(ｲ) 優先出資証券提供公告をしたことを証する書面（併合する優先出資の全部

について優先出資証券を発行していない場合には，優先出資社員名簿その他

の当該場合に該当することを証する書面）

イ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第

２５号（一）ロ 。）

６ 優先出資の消却

( ) 配当可能利益による優先出資の消却の手続1

特定目的会社は，改正前と同様に，優先資本金の額の減少をする場合（資産流

動化法第１０９条，第１１０条，第１５９条第１項。１０参照）以外には，資産

流動化計画の定めるところにより優先出資社員に配当すべき利益をもって優先出

資を買い受ける場合に限り，優先出資の消却をすることができる（資産流動化法

第４７条第１項 。この場合には，取締役は，当該消却の効力発生日を定めなけ）

ればならない（同条第２項 。）

特定目的会社は，消却する優先出資の全部について優先出資証券を発行してい

ない場合を除き，当該優先出資に係る優先出資証券提供公告等の手続を行わなけ

ればならない（資産流動化法第４７条第３項，第４項 。）
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， （ ，優先出資の消却の効力は 効力発生日に生ずる 資産流動化法第４７条第６項

会社法第２１９条第３項 。）

( ) ( )の優先出資の消却の登記の手続2 1

ア 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない（資産流動化法第１

８７条 。）

(ｱ) 資産流動化計画（特登規第３条，商登規第６１条第１項）

(ｲ) 取締役の過半数の一致があったことを証する書面（資産流動化法第１８３

条，商登法第４６条）

(ｳ) 利益の存在を証する書面

(ｴ) 優先出資証券提供公告をしたことを証する書面（消却する優先出資の全部

について優先出資証券を発行していない場合には，優先出資社員名簿その他

の当該場合に該当することを証する書面）

イ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第

２５号（一）ロ 。）

７ 機関

( ) 機関に関する改正1

ア 特定目的会社の機関

特定目的会社には，改正前と同様に，社員総会以外の機関として，次の機関

を置かなければならない（資産流動化法第６７条第１項 。）

(ｱ) 取締役

(ｲ) 監査役

(ｳ) 会計監査人（ただし，資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目

的会社であって，資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定目

的借入れの総額との合計額が２００億円に満たないものにあっては，これを

置く必要はない。資産の流動化に関する法律施行令（平成１２年政令第４７

９号）第２４条 。）

また，特定目的会社は，定款の定めによって，会計参与を置くことができる

とされた（資産流動化法第６７条第２項 。）

イ 社員総会

(ｱ) 議決権

改正前と同様に，優先出資を発行しない特定目的会社の社員は特定社員で

あり，優先出資を発行する特定目的会社の社員は特定社員及び優先出資社員

であるが，優先出資社員は，定款又は資産流動化法に別段の定めがある場合
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を除き，社員総会における議決権を有しない（資産流動化法第２６条，第２

７条第４項 。）

(ｲ) 社員総会の議事録

ａ 社員総会を開催した場合

社員総会の議事録につき，議長及び出席した取締役の署名又は記名押印

（ ， ）の法律上の義務 旧資産流動化法第６２条 旧商法第２４４条第３項参照

は，廃止された。

ただし，社員総会の決議によって特定目的会社を代表する取締役を選任

した場合における当該社員総会の議事録については，改正前と同様に，議

長及び出席した取締役の記名押印を要する場合がある（特登規第３条，商

登規第６１条第４項第１号 。）

ｂ 決議の省略の制度の創設

無議決権事項（社員総会が会議の目的とすべき事項のうち，優先出資社

員が議決権を有しないものをいう。資産流動化法第５１条第１項第３号参

照）について，社員総会の決議の省略の制度が創設された（資産流動化法

第６３条 。）

ウ 取締役

取締役は，改正前と同様に，社員総会の普通決議によって選任し，その任期

の上限は，定められていない（資産流動化法第６８条第１項 。）

補欠者の予選については，株式会社の役員と同様とされた（資産流動化法第

６８条第２項 。）

取締役は，累積投票により選任されたものを除き，社員総会の特別決議では

なく，普通決議によって解任することができるとされた（資産流動化法第７４

条第１項，第６０条第３項第３号 。）

エ 代表取締役

取締役は，改正前と同様に，原則として，各自特定目的会社を代表する（資

産流動化法第７９条第１項本文 。）

ただし，特定目的会社は，定款，定款の定めに基づく取締役の互選又は社員

総会の決議によって，取締役の中から代表取締役を定めることができ，その場

合には，その余の取締役は，代表権を有しないとされた（資産流動化法第７９

条 。）

オ 会計参与

会計参与は，社員総会の普通決議によって選任し，その任期の上限は，定め

られていない（資産流動化法第６８条第１項 。）

， （ ）。補欠者の予選については ウと同様である 資産流動化法第６８条第２項
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会計参与は，社員総会の普通決議によって解任することができる（資産流動

化法第７４条第１項 。）

カ 監査役

監査役は，改正前と同様に，社員総会の普通決議によって選任し，その任期

の上限は，定められていない（資産流動化法第６８条第１項 。）

， （ ）。補欠者の予選については ウと同様である 資産流動化法第６８条第２項

監査役は，改正前と同様に，社員総会の特別決議によって解任することがで

きる（資産流動化法第７４条第１項，第６０条第３項第３号 。）

キ 会計監査人

会計監査人は，社員総会の普通決議によって選任するが，その任期は，就任

日ではなく選任日を起算点とし，選任後１年以内に終了する事業年度のうち最

終のものに関する定時社員総会の終結の時までとされた（資産流動化法第６８

条第１項，第７３条第４項，会社法第３３８条第１項 。なお，当該社員総会）

において別段の決議がされなかったときは，当該社員総会において再任された

（ ， ）。ものとみなされる 資産流動化法第７３条第４項 会社法第３３８条第２項

会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合に

おいて，遅滞なく会計監査人が選任されないときは，改正前と同様に，監査役

は，一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない（資産流動

化法第７６条第４項 。）

会計監査人は，改正前と同様に，社員総会の普通決議によって解任すること

ができるほか，職務上の義務に違反した場合等には，監査役の全員の同意によ

って解任することもできる（資産流動化法第７４条第１項，第７５条 。）

( ) 機関の登記の手続に関する改正2

役員等の就任又は退任による変更の登記の添付書面については，取締役会設置

会社以外の株式会社の役員等とおおむね同様である（資産流動化法第１８３条，

商登法第４６条第１項，第２項，第５４条，第５５条，特登規第３条，商登規第

６１条 。）

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第２

５号（一）ロ 。）

８ 計算書類の公告

証券取引法第２４条第３項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出し

なければならない特定目的会社（資産流動化法第１０４条第８項参照）がする資産

流動化法第２２条第２項第１３号に掲げる事項（具体的には，ウェブページのアド

レス）の廃止による変更の登記について，当該特定目的会社に該当することを証す

る書面の添付を要しないことは，株式会社についてと同様である。
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９ 特定資本金の額の減少

( ) 特定資本金の額の減少の手続1

ア 社員総会の特殊決議

特定目的会社は，損失のてん補のためにのみ，定款を変更することにより，

特定資本金の額の減少をすることができ，その場合に限り，特定出資を消却す

ることができるとされた（資産流動化法第１０８条第１項，第３５条 。）

この場合には，社員総会の特殊決議により，次の事項を定めなければならな

いとされた（資産流動化法第１０８条第２項 。）

(ｱ) 減少する特定資本金の額

(ｲ) 特定資本金の額の減少の効力発生日

なお，(ｱ)の額は，損失の額として内閣府令で定める方法により算定される

額を超えることができないとされた（資産流動化法第１０８条第４項，資産の

流動化に関する法律施行規則（平成１２年総理府令第１２８号。以下「資産流

動化法施行規則」という ）第５６条 。。 ）

イ 債権者保護手続

特定目的会社が特定資本金の額を減少する場合には，減少する特定資本金の

額等を官報に公告し，かつ，知れている債権者に対し各別に催告する等の債権

者保護手続を行わなければならない（資産流動化法第１１１条 。）

( ) 特定資本金の額の減少による変更の登記の手続2

ア 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない。

(ｱ) 社員総会の議事録（資産流動化法第１８３条，商登法第４６条）

(ｲ) 債権者保護手続に関する書面（資産流動化法第１８８条）

イ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第

２５号（一）ロ 。）

１０ 優先資本金の額の減少

( ) 優先資本金の額の減少の手続1

特定目的会社は，アからウまでの場合に，優先資本金の額の減少をすることが

できる（資産流動化法第１０９条第１項 。）

ア 社員総会の決議による場合

(ｱ) 決議機関

特定目的会社は，特定社員及び優先出資社員を構成員とする社員総会の特

別決議によって，次に掲げる事項を定めなければならないとされた（資産流

動化法第１０９条第２項，第５項，第６０条第３項第４号 。）
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ａ 減少する優先資本金の額

ａの額は，損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を

超えることができない（資産流動化法第１０９条第４項，資産流動化法施

行規則第５７条 。）

ｂ 優先資本金の額の減少の効力発生日

ｃ 優先出資の消却をするときは，消却する優先出資の種類及び口数，消却

の方法並びに消却に要する額

ｄ 損失のてん補に充てるときは，てん補に充てる額

ただし，優先資本金の額の減少を定時社員総会において決議する場合にお

いて，ａの額が定時社員総会の日における欠損の額として内閣府令で定める

方法により算定される額を超えないときは，その決議要件は，普通決議で足

りるとされた（資産流動化法第６０条第３項第４号，資産流動化法施行規則

第５０条 。）

(ｲ) 債権者保護手続

特定目的会社が優先資本金の額を減少する場合には，減少する優先資本金

の額等を官報に公告し，かつ，知れている債権者（特定社債権者，特定約束

手形の所持人及び特定目的借入れに係る債権者を除く ）に対し各別に催告。

する等の債権者保護手続を行わなければならない（資産流動化法第１１１

条 。）

イ 資産流動化計画に基づく取締役の決定による場合

特定目的会社は，おおむね改正前と同様に，優先資本金の額の減少をする目

的その他の一定の事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り，取締

役の過半数の決定をもって優先資本金の額の減少をすることができる（資産流

動化法第１１０条第１項 。）

この場合には，特定目的会社は，取締役の決定の２週間前に，当該一定の事

項を公告しなければならない（資産流動化法第１１０条第２項 。）

債権者保護手続については，アの(ｲ)と同様である（資産流動化法第１１１

条 。）

ウ 資産流動化計画に基づく業務を終了した場合

特定目的会社は，改正前と同様に，資産流動化計画の定めによる特定資産の

管理及び処分を終了し，かつ，発行した特定社債の償還等を完了した場合にお

いて，新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは，

当該特定目的会社の貸借対照表を作成して，社員総会の承認を受けなければな

らないところ，これに伴い，資産流動化計画の定めるところに従い優先出資を

消却して，優先資本金の額の減少をすることができる（資産流動化法第１５９
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条，第１０９条第１項 。）

なお，貸借対照表上の純資産の額が当該優先出資の消却をするために必要と

なる金額に満たない場合には，当該貸借対照表の承認は，特定社員及び優先出

資社員を構成員とする社員総会によらなければならない（資産流動化法第１５

９条第３項 。）

( ) 優先資本金の額の減少による変更の登記の手続2

ア 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない。

(ｱ) 決議機関に応じ，社員総会の議事録又は取締役の過半数の一致があったこ

とを証する書面（資産流動化法第１８３条，商登法第４６条）

(ｲ) 優先出資の消却をする場合には，優先出資証券提供公告をしたことを証す

る書面（消却する優先出資の全部について優先出資証券を発行していない場

合には，優先出資社員名簿その他の当該場合に該当することを証する書面。

資産流動化法第１８７条第１項）

(ｳ) 次に掲げる区分に応じ，次の書面（資産流動化法第１８９条）

ａ 社員総会の決議による場合

( )のアの(ｲ)の債権者保護手続に関する書面1

ｂ 資産流動化計画に基づく取締役の決定による場合

( ) 資産流動化計画（特登規第３条，商登規第６１条第１項）a

( ) ( )のイの公告をしたことを証する書面b 1

( ) ( )のイの債権者保護手続に関する書面c 1

ｃ 資産流動化計画に基づく業務を終了した場合

( ) 資産流動化計画a

( ) 特定社債の償還，特定約束手形の支払及び特定目的借入れの弁済を証b

する書面

イ 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第

２５号（一）ロ 。）

１１ 清算

( ) 清算会社の機関1

清算特定目的会社には，社員総会のほか，清算人及び監査役を置かなければな

らないが，解散前の特定目的会社におけるその余の機関に関する規律の適用はな

い（資産流動化法第１６６条 。）

( ) 清算の登記の手続2

清算人の登記の登記すべき事項は，清算人の氏名並びに代表清算人の氏名及び
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住所とされた（資産流動化法第１７９条第１項，会社法第９２８条第１項 。）

清算人の登記等の添付書面については，株式会社と同様とされた（資産流動化

法第１８３条，商登法第４６条，第７３条から第７５条まで 。）

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一第２

５号（一）ロ 。）

１２ 経過措置

( ) 職権による登記1

特定目的会社の施行日における発行した特定出資の総口数は，特例有限会社に

ついてと同様に，特定目的会社の特定資本の額を特定出資１口の金額で除して得

た数とするとされた（整備法第２２１条第２項 。当該発行した特定出資の総口）

数については，施行日にその登記がされたものとみなされ，登記官が職権でその

登記をしなければならないとされた（同条第３９項，第５２項，改正省令附則第

７条第４項 。）

また，登記すべき事項でなくなった事項（特定出資１口の金額，優先出資に係

る登録機関の名称等）については，登記官が職権で抹消しなければならないとさ

れた（改正省令附則第７条第１項第３号，第６号。平成１８年１月１９日付け法

務省民商第１０３号当職通達参照 。）

( ) 会計監査人に関する登記の申請2

ア 会計監査人を置く旨の定め

整備法の施行の際現に旧資産流動化法第９０条の会計監査人存置会社である

特定目的会社の定款には，会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみな

すとされた（整備法第２２１条第１８項 。）

イ 会計監査人に関する登記の手続

(ｱ) 登記すべき事項

特定目的会社は，会計監査人設置会社である場合には，施行日から６か月

以内（最初に登記をすべき時が先であるときは，その時まで）に，本店の所

在地において，会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称

の登記をしなければならないとされた（整備法第２２１条第４０項から第４

２項まで 。）

(ｲ) 添付書面

登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない（整備法第２２１

， ， ， ）。条第５４項 資産流動化法第１８３条 商登法第４６条 第５４条第２項

ａ 旧資産流動化法第９０条第１項の会計監査人存置会社であることを証す

る書面

具体的には，旧資産流動化法第８５条第４項の規定により会計監査人を
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置かなければならない特定目的会社にあっては資産流動化計画等が，定款

の定めにより会計監査人を置く特定目的会社にあっては定款が，これに該

当する。

ｂ 会計監査人を選任した社員総会の議事録等

ｃ 会計監査人が就任を承諾したことを証する書面

ｄ 監査法人であるときは，当該監査法人の登記事項証明書

ｅ 監査法人でないときは，公認会計士であることを証する書面

(ｳ) 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき１万５０００円である（登税法別表第一

第２５号（一）ロ 。）

( ) その他3

次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の例による

とされ，その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお

従前の例によるとされた（整備法第２２１条第１項，第７項，第１２項，第２５

， ， ， ， ， ， ， ）。項 第２７項 第２９項 第３１項 第３２項 第３５項 第５１項 第５３項

ア 施行日前に認証を受けた定款に係る特定目的会社の設立

イ 施行日前に優先出資の発行の決議があった場合におけるその優先出資の発行

ウ 施行日前に募集の決定があった転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社

債の発行

エ 施行日前に特定資本の増加の決議があった場合におけるその特定資本の増加

オ 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の

決議を要する特定資本の減少

カ 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の

決議を要する優先資本の減少又は施行日前に旧資産流動化法第１１８条の９第

１項の決定があった場合における優先資本の減少

キ 施行日前に生じた事由により解散した場合における清算等

ク 上記のほか，施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるそ

の決議した事項

第９ 旧特定目的会社の登記

１ 特例旧特定目的会社の存続

特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律（平

成１２年法律第９７号）の施行日（同年１１月３０日）前に成立した特定目的会社

については，同法による改正後の規律（同月２９日付け法務省民四第２６７９号法

務省民事局第四課長通知参照）の適用はなく，同法による改正前の規律（平成１０

年８月３１日付け法務省民四第１６０６号当職通達）がなお効力を有するとされて
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いたが，当該特定目的会社であって整備法の施行の際現に存するものは，整備法に

よる改正後の資産流動化法の規定による特定目的会社として存続するとされた（整

備法第２２９条 。）

２ 資産流動化法の規定の特則

１により存続する特定目的会社のうち通常の特定目的会社への移行の登記（３参

照）をしていないもの（以下「特例旧特定目的会社」という。整備法第２３０条第

１項参照）については，資産流動化法の規定の適用があるが，次のような特則が定

められた。

( ) 特定資産の流動化に係る業務の登録制1

特例旧特定目的会社には，内閣総理大臣への届出により資産の流動化に係る業

務を行うことができるとする規律の適用がなく，内閣総理大臣の登録を受けなけ

れば，特定資産の流動化に係る業務を行ってはならないとされた（整備法第２３

０条第１項，第２項 。）

( ) 資産流動化計画2

特例旧特定目的会社は，資産流動化計画において，資産対応証券に関する事項

として，転換特定社債，新優先出資引受権付特定社債及び特定目的借入れに係る

事項を定めることができないとされた（整備法第２３０条第１２項 。）

( ) 定款3

特例旧特定目的会社の定款には，資産流動化法第１６条第２項の事項のほか，

（ ）。資産流動化計画を記載しなければならないとされた 整備法第２３１条第４項

( ) 社員総会の議決権4

特例旧特定目的会社の社員総会について，特定目的会社がその総株主の議決権

の４分の１以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実

質的に支配することが可能な関係にある社員は議決権を有しないとする規律（資

産流動化法第５９条第１項）は，適用されないとされた（整備法第２３１条第３

０項 。）

( ) 役員の選任及び解任についての議決権5

特例旧特定目的会社において，優先出資社員は，原則として，取締役，代表取

締役，会計参与及び監査役の選任及び解任について議決権を有するとされた（整

備法第２３１条第３８項，第４４項，第４５項 。）

( ) 転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債6

特例旧特定目的会社は，転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債を発行

することができないとされた（整備法第２３２条第２７項 。）

( ) 定款の変更の手続7

特例旧特定目的会社の定款の変更は，資産流動化計画に係る変更であってその
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内容が内閣府令で定める軽微なものに該当する場合を除き，社員総会の決議によ

らなければならないとされた（整備法第２３２条第２８項 。）

当該社員総会の決議は，総特定社員の半数以上であって，総特定社員の議決権

の４分の３以上に当たる多数をもって行わなければならず，議決権を行使するこ

とのできない特定社員がある場合には，これを算入しない（整備法第２３２条第

２９項 。）

なお，次に掲げる事項に係る定款の変更は，次の場合を除き，することができ

ないとされた（整備法第２３２条第３０項 。）

ア 資産流動化計画 変更の内容が内閣府令で定める軽微なものに該当する場合

又は変更の内容が一般投資者の保護に反しないことが明らかなものとして内閣

府令で定めるものに該当する場合（あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたと

きに限る ）。

イ 存続期間又は解散の事由 アの変更と同時に変更をする場合

( ) 特例旧特定目的会社の登記8

特例旧特定目的会社の登記の手続については，転換特定社債及び新優先出資引

受権付特定社債の登記がないこと（( )参照）を除き，特定目的会社の登記の手6

続と同様である。

３ 通常の特定目的会社への移行

( ) 移行の手続1

特例旧特定目的会社は，定款に記載された資産流動化計画に従って，優先出資

の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を

完了したときは，その旨を内閣総理大臣に届け出なければならず，当該届出をし

たときは，社員総会の特殊決議をもって，新たな資産流動化計画に基づく資産の

流動化に係る業務を行う旨の決議をすることができるとされた（整備法第２３４

条第１項，第２項 。）

特例旧特定目的会社は，当該社員総会の決議をしたときは，定款における資産

流動化計画の記載を削除する定款の変更をしたものとみなすとされ（整備法第２

３４条第３項 ，これによって，通常の特定目的会社に移行することとなる。）

( ) 移行の登記の手続2

ア 登記期間等

特例旧特定目的会社が( )の社員総会の決議をしたときは，本店の所在地に1

おいては２週間以内に，支店の所在地においては３週間以内に，当該特例旧特

定目的会社について解散の登記をし，新たに特定目的会社としての設立の登記

をしなければならない（整備法第２３４条第４項 。）

これらの登記の申請は，特例有限会社の通常の株式会社への移行の場合と同
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様に，同時にしなければならず，いずれかにつき却下事由があるときは，共に

却下しなければならない（整備法第２３４条第７項，第９項 。）

イ 特定目的会社としての設立の登記

(ｱ) 登記すべき事項

， ，登記すべき事項は 通常の特定目的会社の設立の登記と同一の事項のほか

特定目的会社の成立の年月日並びに新たな資産流動化計画に基づく資産の流

（ ）。動化に係る業務を行う旨及びその年月日である 整備法第２３４条第５項

この場合の登記の登記記録例は，別紙記録例４の( )による。2

なお，特定目的会社の役員については任期の上限がないため，特例有限会

社の移行による設立の登記とは異なり，現に存する役員の就任年月日を職権

で記録する必要はない。

(ｲ) 添付書面

本店の所在地における特定目的会社としての設立の登記の申請書には ( )，1

の社員総会の議事録及び定款を添付しなければならない（資産流動化法第１

８３条，商登法第４６条，整備法第２３４条第６項 。）

(ｳ) 登録免許税額

特定目的会社としての設立の登記の登録免許税額は，申請１件につき，本

店の所在地においては３万円 支店の所在地においては６０００円である 登， （

税法別表第一第２５号（一）イ （二）イ 。， ）

ウ 特例旧特定目的会社についてする解散の登記

(ｱ) 登記すべき事項

登記すべき事項は，解散の旨並びにその事由及び年月日であり，この登記

をしたときは，その登記記録を閉鎖しなければならないとされた（資産流動

化法第１８３条，商登法第７１条第１項，改正省令第８条 。）

この場合の登記の登記記録例は，別紙記録例４の( )による。2

(ｲ) 添付書面

添付書面を要しないとされた（整備法第２３４条第８項 。）

(ｳ) 登録免許税額

登録免許税額は，申請１件につき，本店の所在地においては１万５０００

円，支店の所在地においては６０００円である（登税法別表第一第２５号

（一）ロ （二）イ 。， ）

４ 経過措置

特例旧特定目的会社に係る経過措置に関しては，職権による登記（発行した特定

出資の総口数の登記等。整備法第２３３条第７項，第１９項等 ，会計監査人に関）

する登記の申請（同条第８項から第１０項まで，第２１項）その他の事項につき，
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特定目的会社に係る経過措置（第８の１２参照）と同様である。

第１０ 農業協同組合等の登記

１ 農業協同組合及び農業協同組合連合会

(1) 公告方法

農業協同組合及び農業協同組合連合会（以下第１０において「組合」と総称す

る ）の公告方法が法定され，組合は，公告方法として，事務所の掲示場に掲示。

する方法を定款で定めなければならず，そのほか，次のいずれかを定款で定める

ことができるとされた（農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号。以下「農

協法」という ）第９２条第１項，第２項本文 。。 ）

ア 官報に掲載する方法

イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

ウ 電子公告

ただし，組合員の貯金若しくは定期積金の受入れ又は共済に関する施設に係る

事業を行う組合にあっては，イ又はウのいずれかを定款で定めなければならない

とされた（農協法第９２条第２項ただし書 。）

( ) 総会等の議事録2

創立総会又は総会（総代会を含む。以下第１０において同じ ）の議事録につ。

き，議長並びに出席した理事及び経営管理委員の署名又は記名押印の法律上の義

務（旧農協法第４７条，第５８条第７項，旧商法第２４４条第３項参照）は，廃

止された。

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少3

出資組合（組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。農協法第１０条第２項

参照）が出資１口の金額を減少する場合の債権者保護手続につき各別の催告の省

略の制度が創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項

を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないと

された（農協法第４９条第３項 。）

この場合には，出資組合の出資１口の金額の減少による変更の登記の申請書に

は，公告及び催告をしたことを証する書面に代えて，これらの方法による公告を

したことを証する書面を添付すれば足りる（農協法第８８条第２項，第８７条第

３項参照 。）

( ) 優先出資4

組合員の貯金又は定期積金の受入れに係る事業を行う組合の発行する優先出資

については，信用金庫と同様とされた（優先出資法第２条第１項第６号。第５の

５参照 。）

( ) 合併5
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ア 簡易合併の要件の緩和

出資組合か否かを問わず，合併によって消滅する組合の総組合員（准組合員

を除く。以下アにおいて同じ ）の数が合併後存続する組合の総組合員の数の。

５分の１（これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあっ

ては，その割合。以下アにおいて同じ ）を超えない場合であって，かつ，合。

併によって消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後

存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の５分の１を超えな

い場合には，合併後存続する組合において，総会に代えて，理事会（経営管理

委員を置く組合にあっては，経営管理委員会）の議決を経ることで足りるとさ

れた（農協法第６５条の２第１項 。）

ただし，合併後存続する組合の総組合員の６分の１以上の組合員（准組合員

を除く ）が合併に反対する旨を当該組合に対し通知したときは，総会の議決。

を省略することはできない（農協法第６５条の２第４項 。）

イ 債権者保護手続

合併をする出資組合がしなければならない債権者保護手続については，改正

後の出資１口の金額の減少の手続（( )参照）と同様である（農協法第６５条3

第４項，第４９条第３項 。）

( ) 農業協同組合連合会の権利義務の承継6

会員が１人になった農業協同組合連合会の会員である組合は，当該農業協同組

合連合会の権利義務を承継することができるが，その場合に出資組合である当事

， （ ）者がしなければならない債権者保護手続については 合併の手続 ( )のイ参照5

と同様である（農協法第７０条第２項，第６５条第４項 。）

２ 農事組合法人

次の事項について，組合と同様とされた。

( ) 公告方法（農協法第９２条。１の( )のうち，ただし書以外の部分参照）1 1

( ) 総会等の議事録（旧農協法第７３条第２項，旧商法第２４４条第３項。創立総2

会及び経営管理委員に係る部分を除き，１の( )参照）2

ただし，総会の決議によって農事組合法人の理事を選任した場合における当該

総会の議事録については，改正前と同様に，議長及び出席した理事の記名押印を

要する場合がある（法登規第７条，商登規第６１条第４項第１号 。）

( ) 出資農事組合法人の出資１口の金額の減少（農協法第７３条第２項，第４９条3

第３項。１の(3)参照）

( ) 合併の場合の債権者保護手続（農協法第７３条第４項，第６５条第４項。１の4

( )のイ参照）5

なお，出資農事組合法人の株式会社への組織変更については，第３部の第７のと
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おりである。

３ 農業協同組合中央会

農業協同組合中央会の公告方法及び総会等の議事録については 農事組合法人 ２， （

参照）と同様とされた。

４ 経過措置

優先出資に関する経過措置は，信用金庫についてと同様である（整備法第２１４

条。第５の７参照 。）

このほか，次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の

， ，例によるとされ その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても

なお従前の例によるとされた（整備法第３５０条第６項，第７項，第１１項，第１

２項，第２７項 。）

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要す1

る組合又は農事組合法人の出資１口の金額の減少

（ 。）( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合 ( )の簡易合併の場合を除く2 3

におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の合併

( ) 施行日前に合併契約書が作成された総会の議決を経ないで行われる組合又は農3

事組合法人の合併

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要す4

る農業協同組合連合会の権利義務の承継

( ) 上記のほか，施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその決議5

した事項

第１１ 漁業協同組合等の登記

１ 漁業協同組合

( ) 公告方法1

漁業協同組合（以下１において「組合」という ）の公告方法が法定され，組。

合は，公告方法として，事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければな

らず，そのほか，次のいずれかを定款で定めることができるとされた（水産業協

同組合法（昭和２３年法律第２４２号。以下「水協法」という ）第１２１条第。

１項，第２項本文 。）

ア 官報に掲載する方法

イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

ウ 電子公告

ただし，組合員の貯金又は定期積金の受入れの事業を行う組合にあっては，イ

又はウのいずれかを定款で定めなければならないとされた（水協法第１２１条第

２項ただし書 。）
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(2) 総会等の議事録

創立総会又は総会（総代会を含む。漁業生産組合を除き，以下第１１において

同じ ）の議事録につき，議長並びに出席した理事及び経営管理委員の署名又は。

記名押印の法律上の義務（旧水協法第５１条，第６２条第６項，旧商法第２４４

条第３項参照）は，廃止された。

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少3

出資組合（組合員に出資をさせる組合をいう。水協法第１９条第２項参照）が

出資１口の金額を減少する場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の制度

が創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載す

る日刊新聞紙又は電子公告によりするときは 各別の催告を要しないとされた 水， （

協法第５３条第３項 。）

この場合には，出資組合の出資１口の金額の減少による変更の登記の申請書に

は，公告及び催告をしたことを証する書面に代えて，これらの方法による公告を

したことを証する書面を添付すれば足りる（水協法第１１６条第２項，第１１５

条第３項参照 。）

( ) 優先出資4

組合員の貯金又は定期積金の受入れの事業を行う組合の発行する優先出資につ

いては，信用金庫と同様とされた（優先出資法第２条第１項第７号。第５の５参

照 。）

( ) 合併5

ア 簡易合併の制度の創設

合併によって消滅する組合の総組合員（准組合員を除く。以下アにおいて同

じ ）の数が合併後存続する組合の総組合員の数の５分の１（これを下回る割。

合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあっては，その割合。以下アに

おいて同じ ）を超えない場合であって，かつ，合併によって消滅する組合の。

最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借

対照表により現存する資産の額の５分の１を超えない場合には，合併後存続す

， ， （ ，る組合において 総会に代えて 理事会 経営管理委員を置く組合にあっては

経営管理委員会）の議決を経ることで足りるとされた（水協法第６９条の２第

１項 。）

ただし，合併後存続する組合の総組合員の６分の１以上の組合員（准組合員

を除く ）が合併に反対する旨を当該組合に対し通知したときは，総会の議決。

を省略することはできない（水協法第６９条の２第４項 。）

イ 債権者保護手続

合併をする出資組合がしなければならない債権者保護手続については，改正
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後の出資１口の金額の減少の手続（( )参照）と同様である（水協法第６９条3

第４項，第５３条第３項 。）

( ) 漁業協同組合連合会の権利義務の承継6

会員が１人になった漁業協同組合連合会の会員である組合は，当該漁業協同組

合連合会の権利義務を承継することができるが，その場合に出資組合である当事

， （ ）者がしなければならない債権者保護手続については 合併の手続 ( )のイ参照5

と同様である（水協法第９１条の３第２項，第６９条第４項 。）

２ 漁業生産組合

次の事項について，漁業協同組合と同様とされた。

( ) 公告方法（水協法第１２１条。１の( )のうち，ただし書以外の部分参照）1 1

（ ， ， 。( ) 総会等の議事録 旧水協法第８６条第２項 第４項 旧商法第２４４条第３項2

経営管理委員に係る部分を除き，１の( )参照）2

ただし，総会の決議によって漁業生産組合の理事を選任した場合における当該

総会の議事録については，改正前と同様に，議長及び出席した理事の記名押印を

要する場合がある（法登規第７条，商登規第６１条第４項第１号 。）

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少（水協法第８６条第２項，第５３条第３項。3

１の(3)参照）

( ) 合併の場合の債権者保護手続（水協法第８６条第４項，第６９条第４項。１の4

( )のイ参照）5

( ) 漁業協同組合連合会の権利義務の承継（水協法第９１条の３。１の( )参照）5 6

３ 漁業協同組合連合会

次のすべての事項について，漁業協同組合と同様とされた。

( ) 公告方法（水協法第１２１条。１の( )参照）1 1

( ) 総会等の議事録（旧水協法第９２条第３項，第４項，第６２条第６項，第５１2

条，旧商法第２４４条第３項。１の( )参照）2

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少（水協法第９２条第３項，第５３条第３項。3

１の(3)参照）

( ) 優先出資（優先出資法第２条第１項第７号。１の( )参照）4 4

所属員の貯金又は定期積金の受入れの事業を行う漁業協同組合連合会の発行す

る優先出資については，漁業協同組合と同様である。

（ ， ， 。 ）( ) 合併 水協法第９２条第５項 第６９条第４項 第６９条の２ １の( )参照5 5

漁業協同組合連合会の簡易合併については，旧組織再編成促進特別措置法第２

２条第１項の要件が緩和された。

( ) 漁業協同組合連合会の権利義務の承継（水協法第９１条の３。１の( )参照）6 6

４ 水産加工業協同組合
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次のすべての事項について，漁業協同組合と同様とされた。

( ) 公告方法（水協法第１２１条。１の( )参照）1 1

( ) 総会等の議事録（旧水協法第９６条第３項，第４項，第６２条第６項，第５１2

条，旧商法第２４４条第３項。経営管理委員に係る部分を除き，１の( )参照）2

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少（水協法第９６条第３項，第５３条第３項。3

１の(3)参照）

( ) 優先出資（優先出資法第２条第１項第７号。１の( )参照）4 4

組合員の貯金又は定期積金の受入れの事業を行う水産加工業協同組合の発行す

る優先出資については，漁業協同組合と同様である。

（ ， ， 。 ）( ) 合併 水協法第９６条第５項 第６９条第４項 第６９条の２ １の( )参照5 5

( ) 水産加工業協同組合連合会の権利義務の承継（水協法第１００条第５項，第９6

１条の３。１の( )参照）6

５ 水産加工業協同組合連合会

次のすべての事項について，漁業協同組合と同様とされた。

( ) 公告方法（水協法第１２１条。１の( )参照）1 1

( ) 総会等の議事録（旧水協法第１００条第３項，第４項，第６２条第６項，第５2

， 。 ， ）１条 旧商法第２４４条第３項 経営管理委員に係る部分を除き １の( )参照2

（ ， 。( ) 出資組合の出資１口の金額の減少 水協法第１００条第３項 第５３条第３項3

１の(3)参照）

( ) 優先出資（優先出資法第２条第１項第７号。１の( )参照）4 4

所属員の貯金又は定期積金の受入れの事業を行う水産加工業協同組合連合会の

発行する優先出資については，漁業協同組合と同様である。

( ) 合併（水協法第１００条第５項，第６９条第４項，第６９条の２。１の( )参5 5

照）

水産加工業協同組合連合会の簡易合併については，旧組織再編成促進特別措置

法第２３条第１項の要件が緩和された。

( ) 水産加工業協同組合連合会の権利義務の承継（水協法第１００条第５項，第９6

１条の３。１の( )参照）6

６ 共済水産業協同組合連合会

次の事項について，漁業協同組合と同様とされた。

( ) 公告方法（水協法第１２１条。１の( )のうち，ただし書以外の部分参照）1 1

( ) 総会等の議事録（旧水協法第１００条の６第３項，第４項，第６２条第６項，2

第５１条，旧商法第２４４条第３項。１の( )参照）2

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少（水協法第１００条の６第３項，第５３条第3

３項。１の(3)参照）
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( ) 合併 水協法第１００条の６第５項 第６９条第４項 第６９条の２ １の( )4 5（ ， ， 。

参照）

７ 経過措置

優先出資に関する経過措置は，信用金庫についてと同様である（整備法第２１４

条。第５の７参照 。）

このほか，次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の

， ，例によるとされ その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても

なお従前の例によるとされた（整備法第３５４条第６項，第８項，第１２項，第１

３項，第２６項 。）

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要す1

る水産業協同組合の出資１口の金額の減少

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要す2

る水産業協同組合の合併

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要す3

る漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の権利義務の承継

( ) 上記のほか，施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその決議4

した事項

第１２ 漁業信用基金協会の登記

１ 公告方法の登記

， （ ）。公告方法の定めは 漁業信用基金協会の登記すべき事項とされた 組登令別表一

２ 合併

漁業信用基金協会が合併をする場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の

制度が創設され，公告を，官報のほか，公告方法として定款に定めた時事に関する

事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってするときは，各別の催告を要しな

（ （ ） ）。いとされた 中小漁業融資保証法 昭和２７年法律第３４６号 第５５条第４項

この場合には，合併による変更又は設立の登記の申請書には，公告及び催告をし

たことを証する書面に代えて，これらの方法による公告をしたことを証する書面を

添付すれば足りる（組登令第１９条第３項，第２０条 。）

３ 経過措置（公告方法の登記の申請）

( ) 登記期間1

施行日に現に存する漁業信用基金協会は，施行日から６か月以内（最初に登記

をすべき時が先であるときは，その時まで）に，公告方法の登記をしなければな

らないとされた（法務省関係整備政令第１１条第７項から第９項まで 。）

( ) 添付書面2

登記の申請書には，定款を添付しなければならないとされた（法務省関係整備
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政令第１１条第１１項 。）

第１３ 農業信用基金協会の登記

農業信用基金協会の登記に関する改正は，漁業信用基金協会（第１２参照）と同様

である（農業信用保証保険法（昭和３６年法律第２０４号）第４８条の３第４項，組

登令別表一，法務省関係整備政令第１１条第７項から第１１項まで 。）

第１４ 森林組合等の登記

１ 森林組合

( ) 公告方法1

（ 「 」 。） ， ，森林組合 以下１において 組合 という の公告方法が法定され 組合は

公告方法として，事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならず，

そのほか，次のいずれかを定款で定めることができるとされた（森林組合法（昭

和５３年法律第３６号）第８条の２第１項，第２項 。）

ア 官報に掲載する方法

イ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

ウ 電子公告

(2) 総会等の議事録

創立総会又は総会（総代会を含む。森林組合連合会を除き，以下第１４におい

て同じ ）の議事録につき，議長及び出席した理事の署名又は記名押印の法律上。

（ ， ， ）の義務 旧森林組合法第６４条 第７７条第８項 旧商法第２４４条第３項参照

は，廃止された。

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少3

出資組合（組合員に出資をさせる組合をいう。森林組合法第９条第３項参照）

が出資１口の金額を減少する場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の制

度が創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載

する日刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないとされた

（森林組合法第６６条第３項 。）

この場合には，出資組合の出資１口の金額の減少による変更の登記の申請書に

は，公告及び催告をしたことを証する書面に代えて，これらの方法による公告を

したことを証する書面を添付すれば足りる（組登令第１７条第３項 。）

( ) 合併4

ア 簡易合併の制度の創設

合併によって消滅する組合の総組合員（准組合員を除く。以下アにおいて同

じ ）の数が合併後存続する組合の総組合員の数の５分の１（これを下回る割。

合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあっては，その割合。以下アに

おいて同じ ）を超えない場合であって，かつ，合併によって消滅する組合の。
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最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借

対照表により現存する資産の額の５分の１を超えない場合には，合併後存続す

る組合において 総会に代えて 理事会の議決を経ることで足りるとされた 森， ， （

林組合法第８４条の２第１項 。）

ただし，合併後存続する組合の総組合員の６分の１以上の組合員（准組合員

を除く ）が合併に反対する旨を当該組合に対し通知したときは，総会の議決。

を省略することはできない（森林組合法第８４条の２第４項 。）

イ 債権者保護手続

合併をする出資組合がしなければならない債権者保護手続については，改正

後の出資１口の金額の減少の手続（( )参照）と同様とされた（森林組合法第3

８４条第４項，第６６条第３項，組登令第１９条第３項，第２０条 。）

( ) 森林組合連合会の権利義務の承継5

会員が１人になった森林組合連合会の会員である組合は，当該森林組合連合会

の権利義務を承継することができるが，その場合に出資組合である当事者がしな

ければならない債権者保護手続については，合併の手続（( )のイ参照）と同様4

とされた（森林組合法第１０８条の３第２項，第８４条第４項，組登令第２６条

第３項，第１９条第３項 。）

２ 生産森林組合

次の事項について，森林組合と同様とされた。

( ) 公告方法（森林組合法第８条の２。１の( )参照）1 1

( ) 総会等の議事録（旧森林組合法第１００条第２項，第３項，旧商法第２４４条2

第３項。１の( )参照）2

ただし，総会の決議によって生産森林組合の理事を選任した場合における当該

総会の議事録については，改正前と同様に，議長及び出席した理事の記名押印を

要する場合がある（法登規第７条，商登規第６１条第４項第１号 。）

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少（森林組合法第１００条第２項，第６６条第3

３項。１の(3)参照）

（ ， 。( ) 合併の場合の債権者保護手続 森林組合法第１００条第４項 第８４条第４項4

１の( )のイ参照）4

３ 森林組合連合会

次のすべての事項について，森林組合と同様とされた。

( ) 公告方法（森林組合法第８条の２。１の( )参照）1 1

( ) 総会等の議事録（旧森林組合法第１０９条第３項，第４項，第６４条，第７７2

条第８項，旧商法第２４４条第３項。１の( )参照）2

( ) 出資組合の出資１口の金額の減少（森林組合法第１０９条第３項，第６６条第3
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３項。１の(3)参照）

( ) 合併 森林組合法第１０９条第５項 第８４条第４項 第８４条の２ １の( )4 4（ ， ， 。

参照）

（ 。 ）( ) 森林組合連合会の権利義務の承継 森林組合法第１０８条の３ １の( )参照5 5

４ 経過措置

次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の例によると

され，その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお従前

の例によるとされた（整備法第３８１条第５項，第６項，第８項，第９項，法務省

関係整備政令第１１条第６項 。）

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要す1

る森林組合，生産森林組合又は森林組合連合会の出資１口の金額の減少

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における森林組合，生産森林組2

合又は森林組合連合会の合併

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要す3

る森林組合連合会の権利義務の承継

( ) 上記のほか，施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその決議4

した事項

第１５ 農林中央金庫の登記

１ 公告方法

農林中央金庫の公告方法が法定され，農林中央金庫は，公告方法として，時事に

関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告のいずれかを定款で

定めなければならないとされた（農林中央金庫法（平成１３年法律第９３号）第９

６条の２ 。）

また，公告方法の定めは，農林中央金庫の登記すべき事項とされた（組登令別表

一 。）

２ 総会

総会（総代会を含む。以下第１５において同じ ）の議事録につき，議長並びに。

出席した理事及び経営管理委員の署名又は記名押印の法律上の義務（旧農林中央金

庫法第５０条，旧商法第２４４条第３項参照）は，廃止された。

３ 出資１口の金額の減少

農林中央金庫が出資１口の金額を減少する場合の債権者保護手続につき各別の催

告の省略の制度が創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する

事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しない

とされた（農林中央金庫法第５２条第３項 。）

この場合には，農林中央金庫の出資１口の金額の減少による変更の登記の申請書
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には，公告及び催告をしたことを証する書面に代えて，これらの方法による公告を

したことを証する書面を添付すれば足りる（組登令第１７条第３項 。）

４ 優先出資

農林中央金庫の発行する優先出資については，信用金庫と同様とされた（優先出

資法第２条第１項第１号。第５の５参照 。）

ただし，農林中央金庫の従たる事務所の所在地において登記すべき事項は簡略化

されていないため，優先出資に関する登記は，従たる事務所の所在地においてもし

なければならない（優先出資法施行令第１１条第５項 。）

５ 合併

農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併については，第３部の第２

のとおりである。

６ 経過措置

( ) 公告方法の登記の申請1

ア 登記期間

農林中央金庫は，施行日から６か月以内（最初に登記をすべき時が先である

ときは，その時まで）に，公告方法の登記をしなければならないとされた（法

務省関係整備政令第１１条第７項から第９項まで 。）

イ 添付書面

登記の申請書には，定款を添付しなければならないとされた（法務省関係整

備政令第１１条第１１項 。）

( ) 優先出資に関する経過措置2

優先出資に関する経過措置は，信用金庫についてと同様である（整備法第２１

４条。第５の７参照 。）

( ) その他3

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその決議した事項につ

いては，その登記の登記事項を除き，なお従前の例によるとされ，その場合にお

ける添付書面その他の登記に関する手続についても，なお従前の例によるとされ

た（整備法第３８９条第５項，法務省関係整備政令第１１条第６項 。）

第１６ 商工組合中央金庫の登記

商工組合中央金庫の発行する優先出資及びこれに関する経過措置については，信用

金庫（第５の５及び７参照）と同様とされた（優先出資法第２条第１項第２号，整備

法第２１４条 。）

第１７ 中小企業等協同組合の登記

１ 公告方法

中小企業等協同組合（以下第１７において「組合」という ）の公告方法が法定。
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され，組合は，公告方法として，当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか，

官報に掲載する方法，時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は

電子公告のいずれかを定款で定めることができるとされた（中小企業等協同組合法

（昭和２４年法律第１８１号。以下第１７において「協同組合法」という ）第３。

３条第４項 。）

２ 総会等の議事録

（ 。 。） ，創立総会又は総会 総代会を含む 以下第１７において同じ の議事録につき

議長及び出席した理事の署名又は記名押印の法律上の義務（旧協同組合法第２７条

第６項，第５４条，旧商法第２４４条第３項参照）は，廃止された。

３ 理事会等の決議の省略の制度の創設

定款の定めに基づく理事会又は清算人会の決議の省略の制度が創設され（協同組

合法第３６条の６第４項，第６９条 ，この場合には，決議があったものとみなさ）

れた事項の内容等を内容とする議事録を作成するとされた（中小企業等協同組合法

施行規則（昭和３０年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第

１号）第３条の２第４項第１号 。）

４ 出資１口の金額の減少

出資１口の金額の減少の場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の制度が

創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日

刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないとされた（協同組

合法第５６条の２第３項 。）

この場合には，出資１口の金額の減少による変更の登記の申請書には，公告及び

催告をしたことを証する書面に代えて，これらの方法による公告をしたことを証す

る書面を添付すれば足りる（協同組合法第９９条第２項 。）

５ 優先出資

信用協同組合又は協同組合連合会（会員の預金又は定期積金の受入れの事業を行

うものに限る ）の発行する優先出資については，信用金庫と同様とされた（優先。

出資法第２条第１項第３号。第５の５参照 。）

６ 合併

( ) 合併の手続1

ア 当事者

組合は，他の組合と合併をすることができる（協同組合法第６３条 。）

なお，信用協同組合と銀行又は他の種類の協同組織金融機関との合併につい

ては，第３部の第１のとおりである。

イ 合併契約

合併契約には，次に掲げる区分に応じ，次の事項を定めなければならないと
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された。

(ｱ) 吸収合併（協同組合法第６３条の２）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 吸収合併存続組合の地区及び出資１口の金額（企業組合にあっては，地

区を除く ）。

ｃ 吸収合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項

ｄ 吸収合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは，そ

の定め

ｅ 効力発生日

ｆ その他主務省令で定める事項

(ｲ) 新設合併（協同組合法第６３条の３）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 新設合併設立組合の事業，名称，地区，主たる事務所の所在地及び出資

１口の金額（企業組合にあっては，地区を除く ）。

ｃ 新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項

ｄ 新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは，そ

の定め

ｅ その他主務省令で定める事項

ウ 合併契約の承認

(ｱ) 吸収合併

吸収合併をする組合は，効力発生日の前日までに，総会の特別決議によっ

て，合併契約の承認を受けなければならない（協同組合法第６３条の４第３

項，第６３条の５第３項本文，第５３条第２号 。）

ただし，簡易合併の対象法人が拡大し，その要件も緩和され（旧組織再編

成促進特別措置法第１７条参照 ，吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収）

合併存続組合の総組合員の数の５分の１を超えない場合であって，かつ，吸

収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続

組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の５分の１を超えない場合

には，吸収合併存続組合における総会の決議を要しないとされた（協同組合

法第６３条の５第３項ただし書 。）

なお，吸収合併存続組合の総組合員の６分の１以上の組合員が合併に反対

する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは，総会の決議を省略するこ

とはできない（協同組合法第６３条の５第４項 。）

(ｲ) 新設合併

新設合併をする組合は，総会の特別決議によって，合併契約の承認を受け
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なければならない（協同組合法第６３条の６第４項，第５３条第２号 。）

エ 新設合併設立組合の手続

合併によって組合を設立するには，各組合がそれぞれ総会の特別決議により

組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し，役員を選任し，

その他設立に必要な行為をしなければならず，理事会は，理事の中から代表理

事を選定しなければならない（協同組合法第６４条第２項，第４項，第３６条

の８第１項 。）

なお，設立委員によって選任された理事及び監事の任期は，合併後最初の通

常総会の日までである（協同組合法第６４条第３項 。）

オ 債権者保護手続

合併をする組合がしなければならない債権者保護手続については，改正後の

出資１口の金額の減少の手続（４参照）と同様とされた（協同組合法第６３条

の４第４項，第６３条の５第６項，第６３条の６第４項 。）

カ 合併の効力

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日又は行政庁の認可を受け

た日のいずれか遅い日に生ずるとされた（協同組合法第６５条第１項 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（協同組合法第６５

条第２項 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

主たる事務所の所在地における吸収合併による変更の登記の申請書には，次

の書面を添付しなければならない（協同組合法第１０２条 。）

(ｱ) 行政庁の認可書又はその認証がある謄本（協同組合法第６６条，第１０３

条，商登法第１９条）

(ｲ) 登記すべき事項の変更を証する書面

具体的には，次の書面等がこれに当たる。

ａ 吸収合併契約書

ｂ 吸収合併存続組合の総会の議事録（簡易合併の場合には，理事会の議事

録及び簡易合併の要件を満たすことを証する書面）

ｃ 吸収合併存続組合の出資の総口数及び払込済出資総額の変更を証する書

面

ｄ 吸収合併消滅組合の総会の議事録

(ｳ) 吸収合併存続組合及び吸収合併消滅組合における債権者保護手続に関する

書面

(ｴ) 吸収合併消滅組合の登記事項証明書
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イ 新設合併による設立の登記

主たる事務所の所在地における新設合併による設立の登記の申請書には，次

の書面を添付しなければならない（協同組合法第１０２条の２ 。）

(ｱ) 行政庁の認可書又はその認証がある謄本（協同組合法第６６条，第１０３

条，商登法第１９条）

(ｲ) 新設合併設立組合に関する次に掲げる書面

ａ 定款

ｂ 代表権を有する者の資格を証する書面

具体的には，設立委員による理事の選任に関する書面，理事会の議事録

及び代表理事の就任承諾書がこれに当たる。

ｃ 出資の総口数及び出資の払込みのあったことを証する書面

(ｳ) 新設合併消滅組合の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅組合の登記事項証明書

ｂ 債権者保護手続に関する書面

なお，当該登記の申請書には，新設合併契約書及び総会の議事録も添付する

ものとする。

７ 組織変更

事業協同組合又は企業組合の株式会社への組織変更については，第３部の第８の

とおりである。

８ 経過措置

優先出資に関する経過措置は，信用金庫についてと同様である（整備法第２１４

条。第５の７参照 。）

このほか，次に掲げる行為については，その登記の登記事項を除き，なお従前の

， ，例によるとされ その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても

なお従前の例によるとされた（整備法第３９７条第２項，第６項，第２０項 。）

( ) 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における出資１口の金額の減少1

( ) 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併2

第１８ 中小企業等協同組合法の規定を準用する法人の登記

１ 輸出水産業組合

輸出水産業組合については，優先出資及び組織変更に関する部分を除き，中小企

業等協同組合（第１７参照）と同様とされた（輸出水産業の振興に関する法律（昭

和２９年法律第１５４号）第２０条，整備法第３７０条 。）

２ 輸出組合又は輸入組合

( ) 非出資組合への移行1

出資輸出組合が定款を変更して非出資輸出組合に移行し，又は出資輸入組合が
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定款を変更して非出資輸入組合に移行する場合の債権者保護手続につき，各別の

催告の省略の制度が創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関

する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要

しないとされた（輸出入取引法（昭和２７年法律第２９９号）第１７条第２項，

第１９条の６ 。）

( ) その他2

輸出組合又は輸入組合について，１と同様とされた（輸出入取引法第１５条第

３項，第１９条，第１９条の６，整備法第４０６条 。）

ただし，出資１口の金額の減少の手続並びに合併の場合における簡易合併の手

続及び債権者保護手続に関する改正は，出資輸出組合又は出資輸入組合に限って

妥当するものとされた（輸出入取引法第１９条第２項，第１９条の６ 。）

３ 協業組合，商工組合又は商工組合連合会

( ) 協業組合1

協業組合について，１と同様とされた（中小企業団体の組織に関する法律（昭

和３２年法律第１８５号。以下「団体組織法」という ）第５条の２３，整備法。

第４１４条 。）

なお，協業組合の株式会社への組織変更については，第３部の第８のとおりで

ある。

( ) 商工組合又は商工組合連合会2

ア 非出資組合への移行

出資組合が定款を変更して非出資組合に移行する場合の債権者保護手続につ

き各別の催告の省略の制度が創設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従

い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各

別の催告を要しないとされた（団体組織法第４６条第３項 。）

イ その他

商工組合及び商工組合連合会について，１と同様とされた（団体組織法第４

７条，整備法第４１４条 。）

ただし，出資１口の金額の減少の手続及び合併の場合の債権者保護手続に関

する改正は，出資組合に限って妥当するものとされた（団体組織法第４７条第

２項，第３項 。）

４ 鉱工業技術研究組合

鉱工業技術研究組合については，出資１口の金額の減少，優先出資，合併の場合

における簡易合併及び債権者保護手続並びに組織変更に関する部分を除き，中小企

業等協同組合（第１７参照）と同様とされた（鉱工業技術研究組合法（昭和３６年

法律第８１号）第９条第４項，第１６条，整備法第４１８条 。）



- 94 -

第１９ 会員商品取引所の登記

１ 公告方法

会員商品取引所は，公告方法として，当該会員商品取引所の事務所の店頭に掲示

する方法のほか，官報に掲載する方法，時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に

掲載する方法又は電子公告のいずれかを定款で定めることができるとされた（商品

取引所法（昭和２５年法律第２３９号）第１１条第６項 。）

２ 会員総会等の議事録

創立総会又は会員総会の議事録につき，議長及び出席した理事の署名又は記名押

印の法律上の義務（旧商品取引所法第１３条第６項，第６３条，旧商法第２４４条

第３項参照）は，廃止された。

ただし，会員総会の決議によって理事長を選任した場合における当該会員総会の

議事録については，改正前と同様に，議長及び出席した理事の記名押印を要する場

合がある（法登規第７条，商登規第６１条第４項第１号 。）

３ 代表権の範囲又は制限に関する定めの登記

代表権の範囲又は制限に関する定めは，登記すべき事項でなくなり，代表者の権

限に加えた制限は，善意の第三者に対抗することができないとされた（旧商品取引

所法第２０条第２項第８号，商品取引所法第５８条，会社法第３４９条第５項 。）

施行日に現にされている会員商品取引所の代表者の代表権の範囲又は制限に関す

る定めの登記は，登記官が職権で抹消しなければならないとされた（改正省令附則

第７条第１項第７号。平成１８年１月１９日付け法務省民商第１０３号当職通達参

照 。）

４ 合併

( ) 合併の手続1

ア 当事者

会員商品取引所は，改正前と同様に，他の会員商品取引所と合併をすること

ができ，その場合には，吸収合併存続商品取引所又は新設合併設立商品取引所

は，会員商品取引所でなければならない（商品取引所法第１３９条 。）

なお，会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併については，第３部の

第５のとおりである。

イ 合併契約の作成及び承認

会員商品取引所は，他の会員商品取引所と合併をするには，次に掲げる区分

に応じ，合併契約において次の事項を定め，会員総会の特別決議を得なければ

ならないとされた（商品取引所法第１４４条第４項，第１４４条の２第２項，

第１４４条の３第４項，第６１条 。）

(ｱ) 吸収合併（商品取引所法第１４０条）
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ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 効力発生日その他主務省令で定める事項

(ｲ) 新設合併（商品取引所法第１４１条）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 新設合併設立会員商品取引所の目的，名称及び主たる事務所の所在地

ｃ ｂのほか，新設合併設立会員商品取引所の定款で定める事項

ｄ 新設合併設立会員商品取引所の理事長，理事及び監事となる者の氏名そ

の他主務省令で定める事項

ウ 債権者保護手続

合併をする会員商品取引所がしなければならない債権者保護手続について

は，株式会社同士の合併の場合（会社法第７８９条等）と同様である（商品取

引所法第１４４条第５項，第１４４条の２第３項，第１４４条の３第５項 。）

エ 合併の効力

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日又は主務大臣の合併の認

可を受けた日のいずれか遅い日に生ずるとされた（商品取引所法第１４８条第

１項 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（商品取引所法第１

４８条第３項 。）

オ 合併後の出資金の額

合併後の出資金の額その他の計算に関する事項は 商品取引所法施行規則 平， （

成１７年農林水産省・経済産業省令第３号）第６０条の５から第６０条の１２

までに定めるところによる（商品取引所法第１５４条第２項 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

主たる事務所の所在地における吸収合併存続会員商品取引所の変更の登記の

申請書には，次の書面を添付しなければならない（商品取引所法第１５２条第

１項，商登法第８０条，商品取引所法施行令（昭和２５年政令第２８０号）第

９条の３ 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商品取引所法第２９条，商登法第

１９条）

(ｲ) 吸収合併契約書

(ｳ) 吸収合併存続会員商品取引所の手続に関する次に掲げる書面

ａ 合併会員総会の議事録

ｂ 債権者保護手続に関する書面

ｃ 出資金の額が商品取引所法第１５４条第２項の規定に従って計上された
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ことを証する書面

(ｴ) 吸収合併消滅会員商品取引所の手続に関する次に掲げる書面

ａ 吸収合併消滅会員商品取引所の登記事項証明書

ｂ 合併会員総会の議事録

ｃ 債権者保護手続に関する書面

イ 新設合併による設立の登記

主たる事務所の所在地における新設合併設立会員商品取引所の設立の登記の

申請書には，次の書面を添付しなければならない（商品取引所法第１５２条第

１項，商登法第８１条，商品取引所法施行令第９条の３ 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商品取引所法第２９条，商登法第

１９条）

(ｲ) 新設合併契約書

(ｳ) 新設合併設立会員商品取引所に関する次に掲げる書面

ａ 定款

ｂ 代表権を有する者の資格を証する書面

具体的には，新設合併契約において定められた設立に際して理事長とな

る者の就任承諾書がこれに当たる。

ｃ 出資金の額が商品取引所法第１５４条第２項の規定に従って計上された

ことを証する書面

(ｴ) 新設合併消滅会員商品取引所の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅会員商品取引所の登記事項証明書

ｂ 新設合併消滅会員商品取引所の合併会員総会の議事録

ｃ 債権者保護手続に関する書面

( ) 経過措置3

施行日前に合併契約書が作成された合併については，なお従前の例によるとさ

れ，その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお従前

の例によるとされた（整備法第４０２条第４項，第１８項 。）

第２０ 有限責任事業組合契約の登記

有限責任事業組合契約（有限責任事業組合契約に関する法律（平成１７年法律第４

０号）第３条第１項参照）における１の法人である組合員につき，その職務を行うべ

き者が複数ある場合には，持分会社の法人である代表社員について（平成１８年４月

２６日付け法務省民商第１１１０号法務省民事局商事課長依命通知参照）と同様に，

当該職務を行うべき者ごとに，各別に，組合員の名称及び住所並びに当該職務を行う

べき者の氏名及び住所を記録するものとする。

この場合の登記の登記記録例は，別紙記録例５によるものとし，これに抵触する従
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前の登記記録例（平成１７年７月２９日付け法務省民商第１７１３号当職通達の別紙

記録例３の( )のイ及びウ並びに４）は，変更するものとする。1

第３部 異種の法人（会社を含む ）の合併等の登記。

第１ 金融機関の合併及び転換の登記

１ 合併

( ) 合併の手続1

ア 当事者

改正前と同様に，次に掲げる異種の金融機関は，合併をすることができると

された（金融機関の合併及び転換に関する法律（昭和４３年法律第８６号。以

下「合併転換法」という ）第３条第１項 。。 ）

(ｱ) 普通銀行及び長期信用銀行

(ｲ) 普通銀行及び協同組織金融機関（信用金庫，労働金庫又は信用協同組合を

いう。以下第１において同じ ）。

(ｳ) 長期信用銀行及び協同組織金融機関

(ｴ) 信用金庫及び労働金庫

(ｵ) 信用金庫及び信用協同組合

(ｶ) 労働金庫及び信用協同組合

なお，改正前と同様に，(ｲ)又は(ｳ)の場合には，吸収合併存続金融機関又は

新設合併設立金融機関は，当該合併に係る銀行（普通銀行及び信用金庫の合併

にあっては，普通銀行又は信用金庫）に限られるとされた（合併転換法第３条

第２項 。）

イ 合併契約

， ， ，アの(ｲ)から(ｶ)までの場合において 合併契約には 次に掲げる区分に応じ

次の事項を定めなければならないとされた。

(ｱ) 銀行と協同組織金融機関との吸収合併であって，吸収合併存続金融機関が

銀行であるもの（合併転換法第９条。アの(ｲ)又は(ｳ)参照）

ａ 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに当事者の商号又は名称及び

住所

ｂ 吸収合併存続銀行が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等に対してそ

の出資に代わる株式等（株式又は金銭をいう ）を交付するときは，当該。

株式等についての次の事項

( ) 当該株式等が吸収合併存続銀行の株式であるときは，当該株式の数又a

はその数の算定方法並びに吸収合併存続銀行の資本金及び準備金の額に

関する事項

( ) 当該株式等が金銭であるときは，当該金銭の額又はその算定方法b
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ｃ ｂの場合には，当該株式等の割当てに関する事項

ｄ 効力発生日

(ｲ) 普通銀行と信用金庫との吸収合併であって，吸収合併存続金融機関が信用

金庫であるもの（合併転換法第１１条。アの(ｲ)参照）

ａ 吸収合併存続金融機関が信用金庫である旨並びに当事者の商号又は名称

及び住所

ｂ 吸収合併存続信用金庫が吸収合併消滅銀行の株主に対してその株式に代

わる出資等（出資又は金銭をいう ）を交付するときは，当該出資等につ。

いての次の事項

( ) 当該出資等が吸収合併存続信用金庫の出資であるときは，当該出資のa

口数又はその算定方法並びに吸収合併存続信用金庫の資本金及び準備金

の額に関する事項

( ) 当該出資等が金銭であるときは，当該金銭の額又はその算定方法b

ｃ ｂの場合には，当該出資等の割当てに関する事項

ｄ 吸収合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは，吸収合併存続信

用金庫が新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額

又はその算定方法

ｅ ｄの場合には，当該金銭の割当てに関する事項

ｆ 効力発生日

(ｳ) 銀行と協同組織金融機関との新設合併であって，新設合併設立金融機関が

銀行であるもの（合併転換法第１３条。アの(ｲ)又は(ｳ)参照）

ａ 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに当事者の商号又は名称及び

住所

ｂ 新設合併設立銀行の目的，商号，本店の所在地及び発行可能株式総数

ｃ ｂのほか，新設合併設立銀行の定款で定める事項

ｄ 新設合併設立銀行の設立時取締役又は設立時会計監査人の氏名又は名称

ｅ 新設合併設立銀行が会計参与設置会社又は監査役設置会社である場合に

は，設立時会計参与又は設立時監査役の氏名又は名称

ｆ 新設合併設立銀行が新設合併消滅金融機関の株主又は会員等に対して交

付するその株式又は出資に代わる新設合併設立銀行の株式の数又はその数

の算定方法並びに新設合併設立銀行の資本金及び準備金の額に関する事項

ｇ ｆの株式の割当てに関する事項

ｈ 新設合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは，新設合併設立銀

行が新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる新設合併設立

銀行の新株予約権又は金銭の内容等
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ｉ ｈの場合には，当該新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

(ｴ) 普通銀行と信用金庫との新設合併であって，新設合併設立金融機関が信用

金庫であるもの（合併転換法第１５条。アの(ｲ)参照）

ａ 新設合併設立金融機関が信用金庫である旨並びに当事者の商号又は名称

及び住所

ｂ 新設合併設立信用金庫の事業，名称及び地区並びに事務所の名称及び所

在地

ｃ ｂのほか，新設合併設立信用金庫の定款で定める事項

ｄ 新設合併消滅金融機関において選任した設立委員の氏名

ｅ 新設合併設立信用金庫が新設合併消滅金融機関の株主又は会員等に対し

てその株式又は出資に代わる新設合併設立信用金庫の出資を交付するとき

は，当該出資の口数又はその算定方法並びに新設合併設立信用金庫の資本

金及び準備金の額に関する事項

ｆ ｅの場合には，当該出資の割当てに関する事項

ｇ 新設合併消滅銀行が新株予約権を発行しているときは，新設合併設立信

用金庫が新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額

又はその算定方法

ｈ ｇの場合には，当該金銭の割当てに関する事項

(ｵ) 協同組織金融機関の吸収合併（合併転換法第１７条。アの(ｴ)から(ｶ)まで

参照）

ａ 吸収合併存続協同組織金融機関の種類並びに名称及び住所並びに吸収合

併消滅協同組織金融機関の名称及び住所

ｂ 吸収合併存続協同組織金融機関が吸収合併消滅協同組織金融機関の会員

等に対してその出資に代わる出資等を交付するときは，当該出資等につい

ての次の事項

( ) 当該出資等が吸収合併存続協同組織金融機関の出資であるときは，当a

該出資の口数又はその算定方法並びに吸収合併存続協同組織金融機関の

資本金及び準備金の額に関する事項

( ) 当該出資等が金銭であるときは，当該金銭の額又はその算定方法b

ｃ ｂの場合には，当該出資等の割当てに関する事項

ｄ 効力発生日

(ｶ) 協同組織金融機関の新設合併（合併転換法第１９条。アの(ｴ)から(ｶ)まで

参照）

ａ 当事者の名称及び住所

ｂ 新設合併設立協同組織金融機関の種類並びにその事業，名称及び地区並
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びに事務所の名称及び所在地

ｃ ｂのほか，新設合併設立協同組織金融機関の定款で定める事項

ｄ 新設合併消滅金融機関において選任した設立委員の氏名

ｅ 新設合併設立協同組織金融機関が新設合併消滅協同組織金融機関の会員

等に対してその出資に代わる新設合併設立協同組織金融機関の出資を交付

するときは，当該出資の口数又はその算定方法並びに新設合併設立協同組

織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項

ｆ ｅの場合には，当該出資の割当てに関する事項

ウ 銀行における合併契約の承認

(ｱ) 消滅銀行における承認

ａ 株主総会の特別決議

， ， ，消滅銀行は 効力発生日等の前日までに 株主総会の特別決議によって

吸収合併契約又は新設合併契約の承認を受けなければならない（合併転換

法第２２条第１項，第２項 。）

ｂ 株主総会又は種類株主総会の特殊決議

次のいずれかの場合には，消滅銀行は，株主総会の特殊決議を得なけれ

ばならないとされた（合併転換法第２２条第３項 。）

( ) 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が信用金庫である場a

合

( ) 消滅銀行が種類株式発行会社以外の公開会社である場合において，合b

併対価が譲渡制限株式であるとき

また，消滅銀行が種類株式発行会社である場合において，合併対価が譲

渡制限株式等であるときは，当該合併は，当該譲渡制限株式等の割当てを

受ける種類の株式（譲渡制限株式を除く ）の種類株主総会の特殊決議が。

なければ，その効力を生じないとされた（合併転換法第２２条第４項 。）

ｃ 特定株主を構成員とする株主総会の特殊決議

吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が信用金庫である場合

において，消滅銀行の株主のうち，当該信用金庫の会員となる資格を有し

ないもの（以下第１において「特定株主」という ）があるときは，当該。

合併は，当該特定株主を構成員とする株主総会の特殊決議がなければ，そ

の効力を生じない（合併転換法第２２条第６項，第７項 。）

(ｲ) 吸収合併存続銀行における承認

ａ 株主総会の特別決議

吸収合併存続銀行は，効力発生日の前日までに，株主総会の特別決議に

よって，吸収合併契約の承認を受けなければならない（合併転換法第２９
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条第１項，第４項 。）

ｂ 種類株主総会の特別決議

合併対価として吸収合併存続銀行の譲渡制限株式を交付する場合には，

吸収合併は，当該譲渡制限株式の種類株主総会の特別決議がなければ，そ

の効力を生じないとされた（合併転換法第２９条第３項，第５項 。）

ｃ 株主総会の決議を要しない場合

簡易合併の要件（旧合併転換法第７条第２項参照）が緩和され，吸収合

併消滅協同組織金融機関の会員等に対して交付する株式及び金銭の額の合

計額が吸収合併存続銀行の純資産額として内閣府令により定まる額の５分

の１（これを下回る割合を当該会社の定款で定めた場合にあっては，その

割合）を超えない場合には，株主総会の決議を要しないとされた（合併転

換法第３０条第１項本文，金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣

府令（昭和４３年大蔵省令第２７号。以下「合併転換令」という ）第６。

条，第７条 。）

ただし，合併対価として吸収合併存続銀行の譲渡制限株式を交付する場

合であって，吸収合併存続銀行が公開会社でないときは，株主総会の決議

を省略することはできないとされた（合併転換法第３０条第１項ただし

書 。）

なお，内閣府令で定める数の株式を有する株主が合併に反対する旨を吸

収合併存続銀行に対し通知したときも，株主総会の決議を省略することは

できない（合併転換法第３０条第２項，合併転換令第８条 。）

エ 協同組織金融機関における合併契約の承認

(ｱ) 消滅協同組織金融機関における承認

消滅協同組織金融機関は，効力発生日等の前日までに，総会（総代会を含

む。以下第１において同じ ）の特別決議によって，吸収合併契約又は新設。

合併契約の承認を受けなければならない（合併転換法第３５条第１項 。）

(ｲ) 吸収合併存続協同組織金融機関における承認

吸収合併存続協同組織金融機関における合併契約の承認については，(ｱ)

と同様である（合併転換法第４１条）ほか，簡易合併の要件（旧組織再編成

促進特別措置法第１９条参照）が緩和され，消滅金融機関の総株主又は総会

員等（労働金庫にあっては，個人会員を除く ）の数が吸収合併存続協同組。

織金融機関の総会員等の数の５分の１を超えない場合であって，かつ，消滅

金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続協同組

織金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額の５分の１を超えな

， （ ）。い場合には 総会の決議を要しないとされた 合併転換法第４２条第１項
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ただし，吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の６分の１以上の会員

等（労働金庫にあっては，個人会員を除く ）が合併に反対する旨を吸収合。

併存続協同組織金融機関に対し通知したときは，総会の決議を省略すること

はできない（合併転換法第４２条第２項 。）

オ 新設合併設立金融機関の手続

(ｱ) 新設合併設立銀行の手続

合併契約において定められた新設合併設立銀行の設立時取締役は，その過

半数の決定をもって，設立時代表取締役又は設立時委員，設立時執行役及び

設立時代表執行役を選定しなければならない（会社法第４７条，第４８条，

合併転換法第３３条第１項 。）

(ｲ) 新設合併設立協同組織金融機関の手続

合併契約において定められた新設合併設立協同組織金融機関の設立委員

は，共同して，定款の作成その他設立に関する行為を行い，理事及び監事を

選任しなければならない（合併転換法第４６条第１項 。また，理事会は，）

理事の中から代表理事を選定しなければならない（信用金庫法第３６条第４

項，労働金庫法第３８条第４項，中小企業等協同組合法第３６条の８ 。）

なお，設立委員によって選任された理事及び監事の任期は，合併後最初の

通常総会の日までである（合併転換法第４６条第２項 。）

カ 株券提供公告及び新株予約権証券提供公告

消滅銀行は，会社法の規定による合併の場合と同様に，株券提供公告等の手

続及び新株予約権証券提供公告等の手続をしなければならないとされた（合併

転換法第５３条第２項，会社法第２１９条第１項第６号，第２９３条第１項第

３号 。）

キ 債権者保護手続

(ｱ) 銀行における債権者保護手続

合併をする銀行は，合併をする旨等を官報に公告し，かつ，預金者，定期

積金の積金者等以外の知れている債権者（社債管理者がある場合には，当該

社債管理者を含む ）には，各別にこれを催告しなければならないが，公告。

を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しない（合併転換法第２６

条，第３１条 。）

(ｲ) 協同組織金融機関における債権者保護手続

協同組織金融機関がしなければならない債権者保護手続も，(ｱ)とおおむ

ね同様である（合併転換法第３８条，第４３条 。）

ク 合併の効力
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吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日に生ずるとされた（合併

転換法第１０条，第１２条，第１８条 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（合併転換法第１４

条，第１６条，第２０条 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

本店又は主たる事務所の所在地における吸収合併存続金融機関の変更の登記

の申請書には，商登法第４６条第３項及び第４項の書面のほか，次の書面を添

付しなければならない（金融機関の合併及び転換に関する法律施行令（昭和４

３年政令第１４３号。以下「合併転換法施行令」という ）第３２条第１項，。

第３項 。）

(ｱ) 金融庁長官（吸収合併存続金融機関が労働金庫である場合には，金融庁長

官及び厚生労働大臣）の認可書又はその認証がある謄本

(ｲ) 吸収合併契約書

(ｳ) 吸収合併存続金融機関の手続に関する次に掲げる書面

ａ 合併契約の承認に関する書面

合併契約の承認機関（( )のウの(ｲ)及びエの(ｲ)参照）に応じ，株主総1

会，種類株主総会又は総会の議事録を添付しなければならない。

ただし，簡易合併の場合には，次の書面を添付すれば足りる。

( ) 取締役会又は理事会の決議があったことを証する書面（委員会設置会a

社において，会社法第４１６条第４項の取締役会の決議による委任に基

づく執行役の決定があったときは，当該取締役会の決議及び当該決定が

あったことを証する書面）

( ) 簡易合併の要件を満たすことを証する書面（簡易合併に反対する旨をb

通知した株主又は会員等がある場合にあっては，株主総会の特別決議に

より承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を

含む ）。

ｂ 債権者保護手続に関する書面

ｃ 吸収合併存続金融機関が銀行であるときは，資本金の額が合併転換法第

５０条の規定に従って計上されたことを証する書面

銀行は，会社計算規則の規定に従って資本金の額を計上しなければなら

ないため，これを証する書面（商登法第８０条第４号と同様の書面）を添

付すれば足りる。

ｄ 吸収合併存続金融機関が協同組織金融機関であるときは，出資の総口数

及び総額（信用協同組合にあっては，払込済出資総額）の変更を証する書
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面

(ｴ) 吸収合併消滅金融機関の手続に関する次に掲げる書面

ａ 吸収合併消滅金融機関の登記事項証明書

ｂ 合併契約の承認に関する書面

合併契約の承認機関（( )のウの(ｱ)及びエの(ｱ)参照）に応じ，株主総1

会，種類株主総会，特定株主を構成員とする株主総会又は総会の議事録を

添付しなければならない。

ｃ 債権者保護手続に関する書面

ｄ 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において，当該銀行が株券発行

会社であるときは，株券提供公告をしたことを証する書面（当該株式の全

部について株券を発行していない場合にあっては，株主名簿その他の当該

場合に該当することを証する書面。以下「株券提供公告等関係書面」とい

う ）。

ｅ 吸収合併消滅金融機関が銀行である場合において，当該銀行が新株予約

権を発行しているときは，新株予約権証券提供公告をしたことを証する書

面（当該新株予約権について新株予約権証券を発行していない場合にあっ

ては，新株予約権原簿その他の当該場合に該当することを証する書面。以

下「新株予約権証券提供公告等関係書面」という ）。

イ 新設合併による設立の登記

本店又は主たる事務所の所在地における新設合併設立金融機関の設立の登記

の申請書には，次の書面を添付しなければならない（合併転換法施行令第３２

条第２項 。）

(ｱ) 金融庁長官（新設合併設立金融機関が労働金庫である場合には，金融庁長

官及び厚生労働大臣）の認可書又はその認証がある謄本

(ｲ) 新設合併契約書

(ｳ) 新設合併設立金融機関に関する次に掲げる書面

ａ 定款

ｂ 新設合併設立金融機関が銀行であるときは，次に掲げる書面

( ) 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面a

( ) 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは，これに関する書b

面

( ) 新設合併設立金融機関が委員会設置会社であるときは，設立時執行役c

の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面

( ) 設立時取締役，設立時監査役及び設立時代表取締役（委員会設置会社d

にあっては，設立時取締役，設立時委員，設立時執行役及び設立時代表
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執行役）が就任を承諾したことを証する書面

( ) 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは，会計参与等e

就任関係書面

(f) 特別取締役による議決の定めがあるときは，特別取締役の選定及びそ

の選定された者が就任を承諾したことを証する書面

(g) 資本金の額が合併転換法第５０条の規定に従って計上されたことを証

する書面

銀行は，会社計算規則の規定に従って資本金の額を計上しなければな

らないため，これを証する書面（商登法第８１条第４号と同様の書面）

を添付すれば足りる。

ｃ 新設合併設立金融機関が協同組織金融機関である場合には，次に掲げる

書面

( ) 代表権を有する者の資格を証する書面a

具体的には，設立委員による理事の選任に関する書面，理事会の議事

録及び代表理事の就任承諾書がこれに当たる。

( ) 出資の総口数及び総額（信用協同組合にあっては，払込済出資総額）b

を証する書面

(ｴ) 新設合併消滅金融機関の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅金融機関の登記事項証明書

ｂ 合併契約の承認に関する書面

合併契約の承認機関（( )のウの(ｱ)及びエの(ｱ)参照）に応じ，株主総1

会，種類株主総会，特定株主を構成員とする株主総会又は総会の議事録

を添付しなければならない。

ｃ 債権者保護手続に関する書面

ｄ 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において，当該銀行が株券発行

会社であるときは，株券提供公告等関係書面

ｅ 新設合併消滅金融機関が銀行である場合において，当該銀行が新株予約

権を発行しているときは，新株予約権証券提供公告等関係書面

２ 転換

( ) 転換の手続1

ア 当事者

改正前と同様に，金融機関は，次に定めるところにより異種の金融機関にな

ることができる（合併転換法第４条 。）

(ｱ) 長期信用銀行が普通銀行となること。

(ｲ) 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。
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(ｳ) 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。

(ｴ) 協同組織金融機関がその組織を変更して他の種類の協同組織金融機関とな

ること。

イ 普通銀行が信用金庫となる転換（アの(ｲ)参照）

(ｱ) 転換計画

転換計画には，次の事項を定めなければならないとされた（合併転換法第

５６条 。）

ａ 転換後信用金庫の名称，業務及び地区

ｂ ａのほか，転換後信用金庫の定款で定める事項

ｃ 転換後信用金庫の理事及び監事の氏名

なお，当該理事及び監事の任期は，転換後最初の通常総会の日までであ

る（合併転換法第５６条第６項 。）

ｄ 転換後信用金庫が信用金庫法第３８条の２第３項の特定金庫である場合

には，会計監査人の氏名又は名称

ｅ 転換をする普通銀行の株主が取得する転換後信用金庫の出資の口数又は

その算定方法等及び当該出資の割当てに関する事項

ｆ 転換をする普通銀行の株主に金銭を交付するときは，その額又はその算

定方法及び当該金銭の割当てに関する事項

ｇ 転換をする普通銀行が新株予約権を発行しているときは，転換後信用金

庫が新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又は

その算定方法

ｈ ｇの場合には，当該金銭等の割当てに関する事項

ｉ 効力発生日

(ｲ) 転換計画の承認

ａ 株主総会の特殊決議

転換をする普通銀行は，効力発生日の前日までに，株主総会の特殊決議

， （ ，によって 転換計画の承認を受けなければならない 合併転換法第５８条

第２２条第１項，第３項各号列記以外の部分 。）

ｂ 特定株主を構成員とする株主総会の特殊決議

転換をする普通銀行の株主のうち特定株主があるときは，当該転換は，

当該特定株主を構成員とする株主総会の特殊決議がなければ，その効力を

生じない（合併転換法第５８条，第２２条第６項，第７項 。）

(ｳ) その他の手続

転換をする普通銀行において株券提供公告等の手続，新株予約権証券提供

公告等の手続及び債権者保護手続をしなければならないことは，合併転換法
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の規定による合併消滅銀行についてと同様である（合併転換法第６５条第２

項，第５８条，第２６条 。）

(ｴ) 転換の効力

転換の効力は，効力発生日に生ずる（合併転換法第５７条第１項 。）

ウ 協同組織金融機関が普通銀行となる転換（アの(ｳ)参照）

(ｱ) 転換計画

転換計画には，次の事項を定めなければならないとされた（合併転換法第

５９条 。）

ａ 転換後銀行の業務

ｂ 転換後銀行の目的，商号，本店の所在地及び発行可能株式総数

ｃ ｂのほか，転換後銀行の定款で定める事項

ｄ 転換後銀行の取締役及び会計監査人の氏名又は名称

ｅ 転換後銀行が会計参与設置会社又は監査役設置会社である場合には，会

計参与又は監査役の氏名又は名称

ｆ 転換をする協同組織金融機関の会員等が取得する転換後銀行の株式の数

又はその数の算定方法等

ｇ ｆの株式の割当てに関する事項

ｈ 転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは，

その額又はその算定方法

ｉ ｈの金銭の割当てに関する事項

ｊ 効力発生日

(ｲ) 転換計画の承認その他の手続

転換計画の承認機関及び転換をする協同組織金融機関において債権者保護

手続をしなければならないことは，合併転換法の規定による合併消滅協同組

織金融機関についてと同様である（合併転換法第６３条，第３５条，第３８

条 。）

(ｳ) 転換の効力

転換の効力は，効力発生日に生ずる（合併転換法第６０条第１項 。）

（ ）エ 協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換 アの(ｴ)参照

(ｱ) 転換計画

転換計画には，次の事項を定めなければならないとされた（合併転換法第

６１条 。）

ａ 転換後協同組織金融機関の種類，名称，業務及び地区

ｂ ａのほか，転換後協同組織金融機関の定款で定める事項

ｃ 転換後協同組織金融機関の理事及び監事の氏名



- 108 -

なお，当該理事及び監事の任期は，転換後最初の通常総会の日までであ

る（合併転換法第６１条第４項 。）

ｄ 転換後協同組織金融機関が信用金庫法第３８条の２第３項若しくは労働

金庫法第４１条の２第３項の特定金庫又は協同組合による金融事業に関す

る法律（昭和２４年法律第１８３号）第５条の８第３項の特定信用協同組

合等である場合には，会計監査人の氏名又は名称

ｅ 転換をする協同組織金融機関の会員等が取得する転換後協同組織金融機

関の出資の口数又はその算定方法等

ｆ ｅの出資の割当てに関する事項

ｇ 転換をする協同組織金融機関の会員等に対して金銭を交付するときは，

その額又はその算定方法

ｈ ｇの金銭の割当てに関する事項

ｉ 効力発生日

(ｲ) 転換計画の承認その他の手続

転換計画の承認その他の手続については，ウの(ｲ)と同様である（合併転

換法第６３条)。

(ｳ) 転換の効力

転換の効力は，効力発生日に生ずる（合併転換法第６ 条第１項 。2 ）

( ) 転換の登記の手続2

本店又は主たる事務所の所在地における転換後金融機関についてする登記の申

請書には，商登法第４６条第３項の書面のほか，次の書面を添付しなければなら

ない（合併転換法施行令第３５条 。）

ア 金融庁長官（転換後金融機関が労働金庫である場合には，金融庁長官及び厚

生労働大臣）の認可書又はその認証がある謄本

イ 転換計画書

ウ 定款

エ 転換計画の承認に関する書面

転換計画の承認機関（( )のイの(ｲ)，ウの(ｲ)及びエの(ｲ)参照）に応じ，株1

主総会，特定株主を構成員とする株主総会又は総会の議事録を添付しなければ

ならない。

オ 債権者保護手続に関する書面

カ 転換をする金融機関が株券発行会社であるときは，株券提供公告等関係書面

キ 転換をする金融機関が新株予約権を発行しているときは，新株予約権証券提

供公告等関係書面

ク 転換後金融機関が普通銀行であるときは，次に掲げる書面
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（ ， ）(ｱ) 転換後金融機関の取締役 監査役設置会社にあっては 取締役及び監査役

が就任を承諾したことを証する書面

(ｲ) 転換後金融機関の会計参与又は会計監査人を定めたときは，会計参与等就

任関係書面

(ｳ) 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面

ケ 転換後金融機関が協同組織金融機関であるときは，次に掲げる書面

(ｱ) 代表権を有する者の資格を証する書面

具体的には，設立委員による理事の選任に関する書面，理事会の議事録及

び代表理事の就任承諾書がこれに当たる。

(ｲ) 出資の総口数及び総額（信用協同組合にあっては，払込済出資総額）を証

する書面

３ 経過措置

施行日前に合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換については，そ

の登記の登記事項を除き，なお従前の例によるとされ，その場合における添付書面

その他の登記に関する手続についても，なお従前の例によるとされた（整備法第２

００条第１項，第５項 。）

第２ 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併の登記

１ 合併の手続に関する改正

( ) 当事者1

， ， ，改正前と同様に 農林中央金庫は 合併後存続する法人を農林中央金庫として

次の法人と吸収合併をすることができる（農林中央金庫及び特定農水産業協同組

合等による信用事業の再編及び強化に関する法律（平成８年法律第１１８号。以

下「再編強化法」という ）第８条 。。 ）

ア 信用農業協同組合連合会（農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会で

あって，農協法第１０条第１項第２号及び第３号の事業を併せ行うもの）

イ 信用漁業協同組合連合会（農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会で

あって，水協法第８７条第１項第３号及び第４号の事業を併せ行うもの）

ウ 信用水産加工業協同組合連合会（農林中央金庫の会員である水産加工業協同

組合連合会であって，水協法第９７条第１項第１号及び第２号の事業を併せ行

うもの）

( ) 簡易合併の要件の緩和2

合併をする農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会（( )のアからウま1

での法人をいう ）は，総会の特別決議によって，合併契約の承認を受けなけれ。

ばならない（再編強化法第９条 。）

ただし，簡易合併の要件（旧組織再編成促進特別措置法第２０条参照）が緩和
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され，信用農水産業協同組合連合会の総会員（准会員等を除く ）の数が農林中。

央金庫の総会員の数の５分の１を超えない場合であって，かつ，信用農水産業協

同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終

の貸借対照表により現存する総資産額の５分の１を超えない場合には，農林中央

金庫における総会の決議を要せず，経営管理委員会の承認を受ければ足りるとさ

れた（再編強化法第９条の２第１項 。）

なお，農林中央金庫の総会員の６分の１以上の会員が合併に反対する旨を農林

中央金庫に対し通知したときは，総会の決議を省略することはできない（再編強

化法第９条の２第４項 。）

( ) 債権者保護手続3

合併をする農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の債権者保護手続に

ついて，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日

刊新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないとされた（再編

強化法第１２条第２項 。）

２ 合併の登記に関する改正

１の( )の簡易合併の場合には，合併による変更の登記の申請書に，農林中央金2

庫の合併総会の議事録に代えて，次の書面を添付しなければならないとされた（農

林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法

律施行令（平成９年政令第８号）第５条第１項第３号，第２項 。）

( ) 経営管理委員会の議事録1

( ) 再編強化法第９条の２第１項の規定により総会の承認を要しないことを証する2

書面（合併に反対する旨を通知した会員がある場合にあっては，同条第４項の規

定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面

を含む ）。

具体的には，改正前（旧金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施

行令（平成１４年政令第３９４号）第７条参照）と同様に，次の書面がこれに当

たる。

ア 農林中央金庫及び合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の合併契

約書の作成の日における総会員（准会員等を除く ）の数を証する書面。

イ 農林中央金庫及び合併により消滅する信用農水産業協同組合連合会の最終の

貸借対照表

ウ 反対の意思を通知した会員があるときは，その会員の数を証する書面

３ 経過措置

， ，施行日前に合併契約書が作成された合併については なお従前の例によるとされ

その場合における添付書面その他の登記に関する手続についても，なお従前の例に
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よるとされた（整備法第３８６条第１項，第６項 。）

第３ 保険業を営む株式会社等の組織変更及び合併の登記

１ 組織変更

( ) 株式会社から相互会社への組織変更1

ア 組織変更の手続

(ｱ) 組織変更計画の作成及び承認

保険業を営む株式会社は，相互会社となる組織変更をするには，おおむね

改正前と同様に，組織変更計画を作成して次の事項を定め，株主総会の特別

決議を得なければならない（保険業法第６９条第１項から第４項まで 。）

ａ 組織変更後相互会社の基金の総額

ｂ 組織変更時に積み立てる準備金及び損失てん補準備金の額

ｃ 株主及び新株予約権者に対する補償に関する事項

ｄ 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

ｅ 効力発生日その他内閣府令で定める事項

(ｲ) 株券提供公告及び新株予約権証券提供公告

組織変更をする保険業を営む株式会社がしなければならない株券提供公告

等の手続及び新株予約権証券提供公告等の手続については，株式会社から持

分会社への組織変更の場合と同様とされた（保険業法第６９条第６項，会社

法第２１９条第１項第５号，第２９３条第１項第２号 。）

(ｳ) 債権者保護手続

組織変更をする保険業を営む株式会社がしなければならない債権者保護手

続については，当該株式会社の資本金の額の減少の場合と同様とされた（保

険業法第７０条。第１部の第２の２の( )参照 。1 ）

(ｴ) 保険契約者総会

(ｳ)の手続において，異議を述べた保険契約者の数又はその者の保険契約

に係る内閣府令で定める金額が一定の割合を超えなかったときは，改正前と

おおむね同様に，組織変更をする保険業を営む株式会社の取締役は，保険契

約者総会を招集しなければならず，保険契約者総会においては，組織変更後

相互会社の定款その他組織に必要な事項を定めるとともに，取締役等を選任

しなければならない（保険業法第７３条から第７６条まで 。）

また，組織変更をする保険業を営む株式会社は，(ｱ)の決議により，保険

契約者総会に代わるべき機関として，保険契約者総代会を置くことができる

（保険業法第７７条 。）

(ｵ) 組織変更における基金の募集

組織変更後相互会社の基金について募集を要する場合には，組織変更をす
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る保険業を営む株式会社は，改正前と同様に，その要する額について保険契

約者総会又は保険契約者総代会が終結した後（これらの決議により(ｱ)の決

議を変更した場合において，当該変更が株主に損害を及ぼすおそれがあると

きは，株主総会の特別決議による同意が得られた後 ，遅滞なく，基金の募）

集をしなければならない（保険業法第７８条 。この場合において，募集に）

係る基金の総額の払込みがあったときは，組織変更をする保険業を営む株式

会社の取締役は，第２回の保険契約者総会又は保険契約者総代会を招集しな

ければならず，組織変更後相互会社の取締役等は，当該基金の総額について

その引受け及び払込みがあったかどうかを調査し，これを報告しなければな

らない（同法第７９条 。）

なお，当該募集に係る基金の払込みについて，払込取扱機関の払込金保管

証明の義務は，廃止された（保険業法第７８条第３項，旧保険業法第７７条

第３項，第２３条第４項，旧商法第１８９条参照 。）

(ｶ) 組織変更の効力

組織変更の効力は，効力発生日に生ずる（保険業法第８１条 。）

イ 組織変更の登記の手続

主たる事務所の所在地における組織変更後相互会社についてする登記の申請

書には，商登法第４６条の書面のほか，次の書面を添付しなければならないと

された（保険業法第８４条第２項 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

(ｲ) 組織変更計画書

(ｳ) 定款

(ｴ) 株主総会及び保険契約者総会（保険契約者総代会を設けたときは，保険契

約者総代会）の議事録

(ｵ) 保険業法の債権者保護手続に関する書面（同法第８４条第２項第３号，第

５号，第６号）

(ｶ) 組織変更をする保険業を営む株式会社が株券発行会社であるときは，株券

提供公告等関係書面

(ｷ) 組織変更をする保険業を営む株式会社が新株予約権を発行しているとき

は，新株予約権証券提供公告等関係書面

(ｸ) 組織変更後相互会社の取締役（監査役設置会社にあっては，取締役及び監

査役）が就任を承諾したことを証する書面

(ｹ) 組織変更後の会計参与又は会計監査人を選任したときは，会計参与等就任

関係書面

(ｺ) 基金の募集をしたときは，次に掲げる書面
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ａ 基金の拠出の申込み又はその総額の拠出を行う契約を証する書面

ｂ 基金の払込みがあったことを証する書面

( ) 相互会社から株式会社への組織変更2

ア 組織変更の手続

(ｱ) 組織変更計画の作成及び承認

相互会社は，保険業を営む株式会社となる組織変更をするには，組織変更

計画を作成して次の事項を定め，社員総会（総代会を設けているときは，総

代会 以下( )において同じ の特別決議を得なければならないとされた 保。 。） （2

険業法第８６条 。）

ａ 組織変更後株式会社の目的，商号，本店の所在地及び発行可能株式総数

ｂ ａのほか，組織変更後株式会社の定款で定める事項

ｃ 組織変更後株式会社の取締役の氏名

ｄ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社，監査役設置会社又は会計監査

人設置会社である場合には，会計参与，監査役又は会計監査人の氏名又は

名称

ｅ 組織変更をする相互会社の社員が取得する組織変更後株式会社の株式の

数又はその数の算定方法並びに組織変更後株式会社の資本金及び準備金に

関する事項

ｆ ｅの株式の割当てに関する事項

ｇ 組織変更をする相互会社の社員に対して金銭を交付するときは，その額

又はその算定方法

ｈ ｇの金銭の割当てに関する事項

ｉ 株式の割当てにより生ずる１株に満たない端数に係る部分につき新たに

発行する株式の売却の方法等

ｊ ｉの株式を買い受けるときは，買受けの方法等

ｋ 組織変更後における保険契約者の権利に関する事項

ｌ 効力発生日その他内閣府令で定める事項

(ｲ) 債権者保護手続

組織変更をする相互会社がしなければならない債権者保護手続について

は，相互会社の基金償却積立金の取崩しの場合と同様とされた（保険業法第

８８条。第２部の第７の４参照 。）

(ｳ) 組織変更における株式の発行

組織変更をする相互会社は，(ｱ)のｅの株式の割当てを行うほか，組織変

更に際して，組織変更後株式会社の株式を発行することができる（保険業法

第９２条 。）
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この場合の手続については，会社法と同様に，検査役の調査を要しない現

物出資財産の範囲の拡大，払込取扱機関の払込金保管証明の義務の廃止等の

改正が行われた（保険業法第９６条の４，会社法第２０７条，旧保険業法第

９２条の２第２項，旧商法第１８９条参照 。）

(ｴ) 組織変更株式交換

組織変更をする相互会社は，改正前とおおむね同様に，組織変更に際して

組織変更株式交換を行い，組織変更と同時に組織変更後株式会社の株式の全

部を他の株式会社（以下「組織変更株式交換完全親会社」という ）に取得。

させることができる（保険業法第９６条の５第１項 。）

この場合には，組織変更計画及び組織変更株式交換契約において，次の事

項も定めなければならないとされた（保険業法第９６条の７ 。）

ａ 組織変更をする相互会社及び組織変更株式交換完全親会社の名称及び商

号並びに住所

ｂ 組織変更株式交換完全親会社が組織変更をする相互会社の社員に対して

株式等を交付するときは，当該株式等についての次の事項

( ) 当該株式等が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは，当該a

株式の数又はその数の算定方法並びに当該組織変更株式交換完全親会社

の資本金及び準備金の額に関する事項

( ) 当該株式等が金銭であるときは，その額又はその算定方法b

ｃ ｂの場合には，当該株式等の割当てに関する事項

ｄ (ｱ)のｉ及びｊに掲げる事項

ｅ 効力発生日

なお，組織変更株式交換完全親会社がしなければならない株式交換契約の

承認及び債権者保護手続については，会社法の株式交換の場合と同様である

（保険業法第９６条の５第３項 。）

(ｵ) 組織変更株式移転

組織変更をする相互会社は，改正前とおおむね同様に，組織変更に際して

組織変更株式移転を行い，組織変更と同時に組織変更後株式会社の発行する

株式の全部を新たに設立する株式会社（以下「組織変更株式移転設立完全親

」 。） （ ）。会社 という に取得させることができる 保険業法第９６条の８第１項

この場合には，組織変更計画において，次の事項も定めなければならない

とされた（保険業法第９６条の９第１項 。）

ａ 組織変更株式移転設立完全親会社の組織に関する(ｱ)のａからｄまでの

事項

ｂ 組織変更をする相互会社の社員等に対して交付する組織変更株式移転設
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立完全親会社の株式の数又はその数の算定方法並びに組織変更株式移転設

立完全親会社の資本金及び準備金の額に関する事項

ｃ ｂの株式の割当てに関する事項

ｄ 組織変更をする相互会社の社員に対して金銭を交付するときは，その額

又はその算定方法

ｅ ｄの場合には，当該金銭の割当てに関する事項

ｆ 他の組織変更をする相互会社又は株式会社と共同して組織変更株式移転

により組織変更株式移転設立完全親会社を設立する場合には，その旨（当

該株式会社の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる組織変更株式

， 。）移転設立完全親会社の新株予約権を交付するときは その内容等を含む

なお，ｆの株式会社は，株券提供公告等の手続及び新株予約権証券提供公

告等の手続をしなければならないとされた（保険業法第９６条の９第４項，

会社法第２１９条第１項第８号，第２９３条第１項第７号 。）

(ｶ) 組織変更等の効力

組織変更及び組織変更株式交換の効力は，効力発生日に生ずる（保険業法

第９６条の１１，第９６条の１２ 。）

ただし，組織変更株式移転をする場合には，組織変更及び組織変更株式移

転の効力は，登記の日に生ずる（保険業法第９６条の１１第１項，第９６条

の１３ 。）

イ 組織変更の登記の手続

(ｱ) 組織変更後株式会社の登記

本店の所在地における組織変更後株式会社についてする設立の登記の申請

書には，商登法第４６条の書面のほか，次の書面を添付しなければならない

とされた（保険業法第９６条の１４第３項 。）

ａ 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

ｂ 組織変更計画書

ｃ 定款

ｄ 相互会社の社員総会の議事録

ｅ 組織変更後株式会社の取締役（監査役設置会社にあっては，取締役及び

監査役）が就任を承諾したことを証する書面

ｆ 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは，会計参

与等就任関係書面

ｇ 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面

ｈ 保険業法の債権者保護手続に関する書面（保険業法第９６条の１４第３

項第７号から第９号まで）
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ｉ 組織変更に際して株式を発行したときは，株式会社の募集株式の発行の

場合に関する商登法第５６条と同様の書面

(ｲ) 組織変更株式交換完全親会社の登記

本店の所在地における組織変更株式交換完全親会社がする組織変更株式交

換による変更の登記の申請書には，次の書面を添付しなければならないとさ

れた（保険業法第９６条の１４第４項 。）

ａ 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

ｂ 株式交換契約書

ｃ 組織変更株式交換完全親会社の手続に関する次に掲げる書面

( ) 商登法第４６条の書面a

( ) 略式株式交換又は簡易株式交換の場合には，その要件を満たすことをb

証する書面

( ) 債権者保護手続に関する書面c

( ) 資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面d

ｄ 組織変更株式交換をする相互会社の手続に関する次に掲げる書面

( ) 当該相互会社の登記事項証明書a

( ) (ｱ)のａからｉまでの書面b

(ｳ) 組織変更株式移転設立完全親会社の登記

本店の所在地における組織変更株式移転設立完全親会社がする組織変更株

式移転による設立の登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない

とされた（保険業法第９６条の１４第５項 。）

ａ 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

ｂ 株式移転計画書

ｃ 組織変更株式移転設立完全親会社に関する次に掲げる書面

( ) 定款a

( ) 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面b

( ) 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは，これに関する書c

面

( ) 組織変更株式移転設立完全親会社が委員会設置会社であるときは，設d

立時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関す

る書面

( ) 設立時取締役，設立時監査役及び設立時代表取締役（委員会設置会社e

にあっては，設立時取締役，設立時委員，設立時執行役及び設立時代表

執行役）が就任を承諾したことを証する書面

( ) 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは，会計参与等f
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就任関係書面

(g) 特別取締役による議決の定めがあるときは，特別取締役の選定及びそ

の選定された者が就任を承諾したことを証する書面

(h) 資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面

ｄ 組織変更株式移転をする相互会社等の手続に関する次に掲げる書面（保

険業法施行令第１２条の５第３項）

( ) 組織変更株式移転をする相互会社又は株式会社の登記事項証明書a

( ) (ｱ)のａからｉまでの書面b

( ) ( )の相互会社又は株式会社における組織変更計画の承認に関する書c a

面

( ) ( )の相互会社又は株式会社における債権者保護手続に関する書面d a

( ) ( )の株式会社が株券発行会社であるときは，株券提供公告等関係書e a

面

( ) ( )の株式会社が新株予約権を発行している場合であって，その新株f a

予約権者に対して当該新株予約権に代わる組織変更株式移転設立完全親

会社の新株予約権を交付するときは，新株予約権証券提供公告等関係書

面

２ 合併

( ) 合併の手続1

ア 当事者

改正前と同様に，相互会社は，保険業を営む株式会社と合併をすることがで

き，相互会社又は保険業を営む株式会社を吸収合併存続会社又は新設合併設立

会社とすることができる（保険業法第１５９条 。）

イ 合併契約

合併契約には，次に掲げる区分に応じ，次の事項を定めなければならないと

された。

(ｱ) 相互会社が存続する吸収合併（保険業法第１６２条第１項）

ａ 当事者の商号及び名称並びに住所

ｂ 吸収合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償の方法

ｃ 吸収合併存続相互会社の準備金に関する事項

ｄ 吸収合併消滅株式会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する

事項

ｅ 効力発生日

ｆ その他内閣府令で定める事項

(ｲ) 相互会社を設立する新設合併（保険業法第１６３条第１項）
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ａ 当事者の商号及び名称並びに住所

ｂ 新設合併設立相互会社の目的，名称及び主たる事務所の所在地

ｃ ｂのほか，新設合併設立相互会社の定款で定める事項

ｄ 新設合併設立相互会社の設立時取締役の氏名

ｅ 新設合併設立相互会社が会計参与設置会社，監査役設置会社又は会計監

査人設置会社である場合には，設立時会計参与，設立時監査役又は設立時

会計監査人の氏名又は名称

ｆ 新設合併消滅株式会社の株主及び新株予約権者に対する補償の方法

ｇ 新設合併消滅相互会社の社員に対して交付すべき金銭の額を定めたとき

は，その定め

ｈ 新設合併設立相互会社の準備金に関する事項

ｉ 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項

ｊ その他内閣府令で定める事項

(ｳ) 株式会社が存続する吸収合併（保険業法第１６４条第１項）

ａ 当事者の商号及び名称並びに住所

ｂ 吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社の社員に対して株式等を

交付するときは，当該株式等についての次の事項

( ) 当該株式等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは，当該株式のa

数又はその数の算定方法並びに吸収合併存続株式会社の資本金及び準備

金の額に関する事項

( ) 当該株式等が金銭であるときは，当該金銭の額又はその算定方法b

ｃ ｂの場合には，当該株式等の割当てに関する事項

ｄ 株式の割当てにより生ずる１株に満たない端数に係る部分につき新たに

発行する株式の売却の方法等

ｅ ｄの株式を買い受けるときは，買受けの方法等

ｆ 吸収合併消滅相互会社の基金の拠出者に対して交付すべき金銭の額を定

めたときは，その定め

ｇ 吸収合併消滅相互会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する

事項

ｈ 合併剰余金額に関する事項

ｉ 効力発生日

ｊ その他内閣府令で定める事項

(ｴ) 株式会社を設立する新設合併（保険業法第１６５条第１項）

ａ 当事者の商号及び名称並びに住所

ｂ 新設合併設立株式会社の目的，商号，本店の所在地及び発行可能株式総
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数

ｃ ｂのほか，新設合併設立株式会社の定款で定める事項

ｄ 新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名

ｅ 新設合併設立株式会社が会計参与設置会社，監査役設置会社又は会計監

査人設置会社である場合には，設立時会計参与，設立時監査役又は設立時

会計監査人の氏名又は名称

ｆ 新設合併設立株式会社が新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅

相互会社の社員に対して交付する新設合併設立株式会社の株式の数又はそ

の数の算定方法

ｇ 新設合併設立株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

ｈ ｆの株式の割当てに関する事項

ｉ 株式の割当てにより生ずる１株に満たない端数に係る部分につき新たに

発行する株式の売却の方法等

ｊ ｉの株式を買い受けるときは，買受けの方法等

ｋ 新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは，新設合併設

立株式会社が新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる新設

合併設立株式会社の新株予約権又は金銭の内容等

ｌ ｋの場合には，当該新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

ｍ 新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅相互会社の基金の拠出者

若しくは社員に対して交付すべき金額を定めたときは，その定め

ｎ 新設合併後における保険契約者の権利に関する事項

ｏ 合併剰余金額に関する事項

ｐ その他内閣府令で定める事項

ウ 株式会社における合併契約の承認

(ｱ) 消滅株式会社における承認

ａ 株主総会の特別決議

消滅株式会社は，効力発生日の前日までに，株主総会の特別決議によっ

て，吸収合併契約又は新設合併契約の承認を受けなければならない（保険

業法第１６５条の３第１項，第２項 。）

ｂ 株主総会又は種類株主総会の特殊決議

消滅株式会社が種類株式発行会社以外の公開会社である場合において，

合併対価が譲渡制限株式であるときは，株主総会の特殊決議を得なければ

ならないとされた（保険業法第１６５条の３第４項 。）

また，新設合併消滅株式会社が種類株式発行会社である場合において，

合併対価が譲渡制限株式であるときは，当該新設合併は，当該譲渡制限株
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式の割当てを受ける種類の株式（譲渡制限株式を除く ）の種類株主総会。

の特殊決議がなければ，その効力を生じないとされた（保険業法第１６５

条の３第５項，第６項 。）

(ｲ) 吸収合併存続株式会社における承認

ａ 株主総会の特別決議

吸収合併存続株式会社は，効力発生日の前日までに，株主総会の特別決

議によって，吸収合併契約の承認を受けなければならない（保険業法第１

６５条の１０第１項，第２項 。）

ｂ 種類株主総会の特別決議

合併対価として吸収合併消滅相互会社の社員に吸収合併存続株式会社の

譲渡制限株式を交付する場合には，吸収合併は，当該譲渡制限株式の種類

株主総会の特別決議がなければ，その効力を生じないとされた（保険業法

第１６５条の１０第５項，第６項 。）

ｃ 株主総会の決議を要しない場合

簡易合併の要件（旧保険業法第１５９条第３項参照）が緩和され，吸収

合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式及び金銭の額の合計額が吸

収合併存続株式会社の純資産額として内閣府令により定まる額の５分の１

（ ， ）これを下回る割合を当該会社の定款で定めた場合にあっては その割合

を超えない場合には，株主総会の決議を要しないとされた（保険業法第１

６５条の１１第１項本文，保険業法施行規則第１０１条の２の６ 。）

ただし，合併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式を交付す

る場合であって，吸収合併存続株式会社が公開会社でないときは，株主総

会の決議を省略することはできないとされた（保険業法第１６５条の１１

第１項ただし書 。）

なお，内閣府令で定める数の株式を有する株主が合併に反対する旨を吸

収合併存続株式会社に対し通知したときも，株主総会の決議を省略するこ

とはできない（保険業法第１６５条の１１第２項，保険業法施行規則第１

０１条の２の７ 。）

エ 相互会社における合併契約の承認

相互会社は，効力発生日の前日までに，社員総会の特別決議によって，吸収

合併契約又は新設合併契約の承認を受けなければならない（保険業法第１６５

条の１６，第１６５条の２０ 。）

オ 新設合併設立会社の手続

合併契約において定められた新設合併設立相互会社又は新設合併設立株式会

社の設立時取締役は，その過半数の決定をもって，設立時代表取締役又は設立
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時委員，設立時執行役及び設立時代表執行役を選定しなければならない（会社

法第４７条，第４８条，保険業法第１６５条の１４第１項，第３０条の１０第

６項，第１６５条の２２第１項 。）

カ 株券提供公告及び新株予約権証券提供公告

消滅株式会社は，会社法の規定による合併の場合と同様に，株券提供公告等

の手続及び新株予約権証券提供公告等の手続をしなければならないとされた

（保険業法第１６５条の４第３項，会社法第２１９条第１項第６号，第２９３

条第１項第３号 。）

キ 債権者保護手続

(ｱ) 保険業を営む株式会社がしなければならない債権者保護手続については，

当該株式会社の資本金の額の減少の場合と同様とされた（保険業法第１６５

条の７，第１６５条の１２。第１部の第２の２の( )参照 。1 ）

(ｲ) 相互会社がしなければならない債権者保護手続についても，(ｱ)と同様と

された（保険業法第１６５条の１７，第１６５条の２０ 。）

ク 合併の効力

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日に生ずるとされた（保険

業法第１６９条，第１６９条の３ 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（保険業法第１６９

条の２，第１６９条の４ 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

本店又は主たる事務所の所在地における吸収合併存続株式会社又は吸収合併

存続相互会社の変更の登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない

（保険業法第１７０条第１項 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

(ｲ) 吸収合併契約書

(ｳ) 吸収合併存続会社の手続に関する次に掲げる書面

ａ 商登法第４６条の書面

ｂ 吸収合併存続株式会社の簡易合併の場合には，その要件を満たすことを

証する書面

ｃ 保険業法の債権者保護手続に関する書面（同法第１７０条第１項第１号

， ， ）から第３号まで 商登法第８０条第３号 保険業法施行令第１７条の１６

ｄ 吸収合併存続会社が株式会社であるときは，資本金の額が会社法の規定

に従って計上されたことを証する書面

(ｴ) 吸収合併消滅会社の手続に関する次に掲げる書面
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ａ 吸収合併消滅会社の登記事項証明書

ｂ 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは，合併契約の承認機関（( )1

のウの(ｱ)参照）に応じ，株主総会又は種類株主総会の議事録

ｃ 吸収合併消滅会社が相互会社であるときは，社員総会の議事録（商登法

第８０条第７号，保険業法施行令第１７条の１６）

ｄ 保険業法の債権者保護手続に関する書面（同法第１７０条第１項第１号

， ， ）から第３号まで 商登法第８０条第８号 保険業法施行令第１７条の１６

ｅ 吸収合併消滅会社が株式会社である場合において，当該株式会社が株券

発行会社であるときは，株券提供公告等関係書面

ｆ 吸収合併消滅会社が株式会社である場合において，当該株式会社が新株

予約権を発行しているときは，新株予約権証券提供公告等関係書面

(ｵ) 合併契約において，保険契約（特定契約を除く ）について契約条件の変。

更を定める場合には，保険業法第２５４条第３項の公告をしたことを証する

書面（同法第１７０条第１項第５号）

イ 新設合併による設立の登記

本店又は主たる事務所の所在地における新設合併設立株式会社又は新設合併

設立相互会社の設立の登記の申請書には，次の書面を添付しなければならない

（保険業法第１７０条第２項 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

(ｲ) 新設合併契約書

(ｳ) 新設合併設立会社に関する次に掲げる書面

ａ 定款

ｂ 新設合併設立会社が株式会社である場合において，株主名簿管理人を置

いたときは，その者との契約を証する書面

ｃ 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは，これに関する書面

ｄ 新設合併設立会社が委員会設置会社であるときは，設立時執行役の選任

並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書面

ｅ 設立時取締役，設立時監査役及び設立時代表取締役（委員会設置会社に

あっては，設立時取締役，設立時委員，設立時執行役及び設立時代表執行

役）が就任を承諾したことを証する書面

ｆ 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは，会計参与等就

任関係書面

ｇ 特別取締役による議決の定めがあるときは，特別取締役の選定及びその

選定された者が就任を承諾したことを証する書面

ｈ 新設合併設立会社が株式会社であるときは，資本金の額が会社法の規定
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に従って計上されたことを証する書面

(ｴ) 新設合併消滅会社の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅会社の登記事項証明書

ｂ 新設合併消滅会社が株式会社であるときは，合併契約の承認機関（( )1

のウの(ｱ)参照）に応じ，株主総会又は種類株主総会の議事録

ｃ 新設合併消滅会社が相互会社であるときは，社員総会の議事録（商登法

第８１条第７号，保険業法施行令第１７条の１６）

ｄ 保険業法の債権者保護手続に関する書面（同法第１７０条第２項，第１

項第１号から第３号まで，商登法第８１条第８号，保険業法施行令第１７

条の１６）

ｅ 新設合併消滅会社が株式会社である場合において，当該株式会社が株券

発行会社であるときは，株券提供公告等関係書面

ｆ 新設合併消滅会社が株式会社である場合において，当該株式会社が新株

予約権を発行しているときは，新株予約権証券提供公告等関係書面

(ｵ) アの(ｵ)の書面

３ 経過措置

施行日前に組織変更計画書又は合併契約書が作成された組織変更又は合併につい

ては，その登記の登記事項を除き，なお従前の例によるとされ，その場合における

添付書面その他の登記に関する手続についても，なお従前の例によるとされた（整

備法第２１６条第３３項，第６２項 。）

第４ 証券会員制法人の組織変更及び合併の登記

１ 組織変更

( ) 組織変更の手続1

ア 組織変更計画の作成及び承認

会員証券取引所は，その組織を変更して株式会社証券取引所になるには，組

織変更計画を作成して次の事項を定め，総会の特別決議を得なければならない

とされた（証券取引法第１０１条の２ 。）

(ｱ) 組織変更後株式会社証券取引所の目的，商号，本店の所在地及び発行可能

株式総数

(ｲ) (ｱ)のほか，組織変更後株式会社証券取引所の定款で定める事項

(ｳ) 組織変更後株式会社証券取引所の取締役及び会計監査人の氏名又は名称

(ｴ) 組織変更後株式会社証券取引所が会計参与設置会社又は監査役設置会社で

ある場合には，会計参与又は監査役の氏名又は名称

(ｵ) 組織変更をする会員証券取引所の会員が取得する組織変更後株式会社証券

取引所の株式の数又はその数の算定方法
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(ｶ) (ｵ)の株式の割当てに関する事項

(ｷ) 組織変更をする会員証券取引所の会員に対して金銭を交付するときは，そ

の額又はその算定方法

(ｸ) (ｷ)の場合には，当該金銭の割当てに関する事項

(ｹ) 組織変更後株式会社証券取引所の資本金及び準備金の額に関する事項

(ｺ) 効力発生日その他内閣府令で定める事項

イ 債権者保護手続

組織変更をする会員証券取引所は，改正前と同様に，組織変更をする旨等を

官報に公告し，かつ，知れている債権者には，各別にこれを催告しなければな

らない（証券取引法第１０１条の４ 。）

ウ 組織変更における株式の発行

組織変更をする会員証券取引所は，アの(ｵ)の株式の割当てを行うほか，組

織変更に際して，組織変更後株式会社証券取引所の株式を発行することができ

る（証券取引法第１０１条の９ 。）

この場合の手続については，会社法と同様に，検査役の調査を要しない現物

出資財産の範囲の拡大，払込取扱機関の払込金保管証明の義務の廃止等の改正

が行われた（証券取引法第１０１条の１０の７第３項，会社法第２０７条，旧

証券取引法第１０１条の９第２項，旧商法第１８９条参照 。）

エ 組織変更の効力

組織変更の効力は，効力発生日に生ずる（証券取引法第１０１条の１３ 。）

オ 資本金の額

組織変更後株式会社証券取引所の資本金として計上すべき額は，組織変更の

直前の会員証券取引所の基本金の額とされた（証券取引法第１０１条の７，証

券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令第６条の４ 。）

( ) 組織変更の登記の手続2

本店の所在地における組織変更後株式会社証券取引所についてする設立の登記

の申請書には，商登法第４６条の書面のほか，次の書面を添付しなければならな

いとされた（証券取引法第１０１条の１４第２項 。）

ア 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

イ 組織変更計画書

ウ 定款

エ 会員証券取引所の組織変更総会の議事録

オ 債権者保護手続に関する書面

カ 効力発生日における組織変更をする会員証券取引所に現に存する純資産額を

証する書面
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なお，組織変更後株式会社証券取引所の株式の発行価額の総額が組織変更を

する会員証券取引所に現に存する純資産額を上回ることができない旨の規律

（旧証券取引法第１０１条の７第１項参照）が廃止されたため，純資産額に関

する審査は要しない。

キ 組織変更後株式会社証券取引所の取締役（監査役設置会社にあっては，取締

役及び監査役）が就任を承諾したことを証する書面

ク 組織変更後株式会社証券取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは，

会計参与等就任関係書面

ケ 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面

コ 組織変更に際して株式を発行したときは，商登法第５６条と同様の書面

２ 合併

( ) 合併の手続1

ア 当事者

改正前と同様に，会員証券取引所は，株式会社証券取引所と合併をすること

ができ，その場合には，吸収合併存続証券取引所又は新設合併設立証券取引所

は，株式会社証券取引所でなければならない（証券取引法第１３６条 。）

イ 合併契約

合併契約には，次に掲げる区分に応じ，次の事項を定めなければならないと

された。

(ｱ) 吸収合併（証券取引法第１３９条）

ａ 当事者の商号及び名称並びに住所

ｂ 吸収合併存続株式会社証券取引所が吸収合併消滅会員証券取引所の会員

に対して株式等を交付するときは，当該株式等についての次の事項

( ) 当該株式等が吸収合併存続株式会社証券取引所の株式であるときは，a

当該株式の数又はその算定方法並びに吸収合併存続株式会社証券取引所

の資本金及び準備金の額に関する事項

( ) 当該株式等が金銭であるときは，当該金銭の額又はその算定方法b

ｃ ｂの場合には，当該株式等の割当てに関する事項

ｄ 効力発生日その他内閣府令で定める事項

(ｲ) 新設合併（証券取引法第１３９条の２）

ａ 当事者の商号及び名称並びに住所

ｂ 新設合併設立株式会社証券取引所の目的，商号，本店の所在地及び発行

可能株式総数

ｃ ｂのほか，新設合併設立株式会社証券取引所の定款で定める事項

ｄ 新設合併設立株式会社証券取引所の設立時取締役及び設立時会計監査人
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の氏名又は名称

ｅ 新設合併設立株式会社証券取引所が会計参与設置会社又は監査役設置会

社である場合には，設立時会計参与又は設立時監査役の氏名又は名称

ｆ 新設合併設立株式会社証券取引所が新設合併消滅会員証券取引所の会員

又は新設合併消滅株式会社証券取引所の株主に対して交付する新設合併設

立株式会社証券取引所の株式の数又はその数の算定方法並びに新設合併設

立株式会社証券取引所の資本金及び準備金の額に関する事項

ｇ ｆの株式の割当てに関する事項

ｈ 新設合併消滅株式会社証券取引所が新株予約権を発行しているときは，

新設合併設立株式会社証券取引所が新株予約権者に対して交付する当該新

株予約権に代わる新設合併設立株式会社証券取引所の新株予約権又は金銭

の内容等

ｉ ｈの場合には，当該新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

ウ 会員証券取引所における合併契約の承認

合併により消滅する会員証券取引所は，総会の特別決議によって，吸収合併

契約又は新設合併契約の承認を受けなければならない（証券取引法第１３９条

の３第３項，第４項，第１３９条の５第３項，第４項 。）

エ 株式会社証券取引所における合併契約の承認

(ｱ) 吸収合併存続株式会社証券取引所における承認

ａ 株主総会の特別決議

吸収合併存続株式会社証券取引所は，効力発生日の前日までに，株主総

会の特別決議によって，吸収合併契約の承認を受けなければならない（証

券取引法第１３９条の８第１項，第４項 。）

ｂ 種類株主総会の特別決議

合併対価として吸収合併消滅会員証券取引所の会員に吸収合併存続株式

会社証券取引所の譲渡制限株式を交付する場合には，吸収合併は，当該譲

渡制限株式の種類株主総会の特別決議がなければ，その効力を生じないと

された（証券取引法第１３９条の８第３項，第５項 。）

ｃ 株主総会の決議を要しない場合

簡易合併の要件（旧証券取引法第１３６条第３項参照）が緩和され，吸

収合併消滅会員証券取引所の会員に対して交付する株式及び金銭の額の合

計額が吸収合併存続株式会社証券取引所の純資産額として内閣府令により

定まる額の５分の１（これを下回る割合を当該会社の定款で定めた場合に

あっては，その割合）を超えない場合には，株主総会の決議を要しないと

された（証券取引法第１３９条の９第１項本文，証券取引所及び証券取引
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所持株会社に関する内閣府令第２５条の１０ 。）

ただし，合併対価として吸収合併存続株式会社証券取引所の譲渡制限株

式を交付する場合であって，吸収合併存続株式会社証券取引所が公開会社

でないときは，株主総会の決議を省略することはできないとされた（証券

取引法第１３９条の９第１項ただし書 。）

なお，内閣府令で定める数の株式を有する株主が合併に反対する旨を吸

収合併存続株式会社証券取引所に対し通知したときも，株主総会の決議を

省略することはできない（証券取引法第１３９条の９第２項，証券取引所

及び証券取引所持株会社に関する内閣府令第２５条の１１ 。）

(ｲ) 新設合併消滅株式会社証券取引所における承認

ａ 株主総会の特別決議

新設合併消滅株式会社証券取引所は，株主総会の特別決議によって，新

設合併契約の承認を受けなければならない（証券取引法第１３９条の１５

第１項，第２項 。）

ｂ 株主総会又は種類株主総会の特殊決議

新設合併消滅株式会社証券取引所が種類株式発行会社以外の公開会社で

ある場合において，合併対価が譲渡制限株式であるときは，株主総会の特

殊決議を得なければならないとされた（証券取引法第１３９条の１５第３

項 。）

また，新設合併消滅株式会社証券取引所が種類株式発行会社である場合

において，合併対価が譲渡制限株式であるときは，当該新設合併は，当該

譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式（譲渡制限株式を除く ）の種。

類株主総会の特殊決議がなければ，その効力を生じないとされた（証券取

引法第１３９条の１５第４項，第５項 。）

オ 新設合併設立株式会社証券取引所の手続

合併契約において定められた新設合併設立株式会社証券取引所の設立時取締

役は，その過半数の決定をもって，設立時代表取締役又は設立時委員，設立時

執行役及び設立時代表執行役を選定しなければならない（会社法第４７条，第

４８条，証券取引法第１３９条の２０第１項 。）

カ 株券提供公告及び新株予約権証券提供公告

新設合併消滅株式会社証券取引所は，会社法の規定による合併の場合と同様

に，株券提供公告等の手続及び新株予約権証券提供公告等の手続をしなければ

ならないとされた（証券取引法第１４４条第１項，会社法第２１９条第１項第

６号，第２９３条第１項第３号 。）

キ 債権者保護手続



- 128 -

合併をする会員証券取引所又は株式会社証券取引所がしなければならない債

権者保護手続については，会員証券取引所において電子公告をすることができ

ないことを除き，株式会社同士の合併の場合（会社法第７８９条等）と同様で

ある（証券取引法第１３９条の３第５項，第６項，第１３９条の５第５項，第

６項，第１３９条の１２，第１３９条の１９ 。）

ク 合併の効力

吸収合併の効力は，登記の日ではなく，効力発生日に生ずるとされた（証券

取引法第１４２条第２項 。）

新設合併の効力は，改正前と同様に，登記の日に生ずる（証券取引法第１４

２条第４項 。）

ケ 資本金の額

合併に際しての計算に関する事項は，証券取引所及び証券取引所持株会社に

関する内閣府令第２７条の５及び第２７条の９に定めるところによる（証券取

引法第１４３条第２項 。）

( ) 合併の登記の手続2

ア 吸収合併による変更の登記

本店の所在地における吸収合併存続株式会社証券取引所の変更の登記の申請

書には，次の書面を添付しなければならない（証券取引法第１４５条第２項，

商登法第８０条，証券取引法施行令第１９条の３の１０第２項 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

(ｲ) 吸収合併契約書

(ｳ) 吸収合併存続株式会社証券取引所の手続に関する次に掲げる書面

ａ 商登法第４６条の書面

ｂ 吸収合併存続株式会社証券取引所の簡易合併の場合には，その要件を満

たすことを証する書面

ｃ 債権者保護手続に関する書面

ｄ 資本金の額が証券取引法第１４３条第２項の規定に従って計上されたこ

とを証する書面

(ｴ) 吸収合併消滅会員証券取引所の手続に関する次に掲げる書面

ａ 吸収合併消滅会員証券取引所の登記事項証明書

ｂ 吸収合併消滅会員証券取引所の合併総会の議事録

ｃ 債権者保護手続に関する書面

イ 新設合併による設立の登記

本店の所在地における新設合併設立株式会社証券取引所の設立の登記の申請

書には，次の書面を添付しなければならない（証券取引法第１４５条第２項，
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商登法第８１条，証券取引法施行令第１９条の３の１０第２項 。）

(ｱ) 官庁の許可書又はその認証がある謄本（商登法第１９条）

(ｲ) 新設合併契約書

(ｳ) 新設合併設立株式会社証券取引所に関する次に掲げる書面

ａ 定款

ｂ 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面

ｃ 設立時取締役が設立時代表取締役を選定したときは，これに関する書面

ｄ 新設合併設立株式会社証券取引所が委員会設置会社であるときは，設立

時執行役の選任並びに設立時委員及び設立時代表執行役の選定に関する書

面

ｅ 設立時取締役，設立時監査役及び設立時代表取締役（委員会設置会社に

あっては，設立時取締役，設立時委員，設立時執行役及び設立時代表執行

役）が就任を承諾したことを証する書面

ｆ 設立時会計参与又は設立時会計監査人を選任したときは，会計参与等就

任関係書面

ｇ 特別取締役による議決の定めがあるときは，特別取締役の選定及びその

選定された者が就任を承諾したことを証する書面

ｈ 資本金の額が証券取引法第１４３条第２項の規定に従って計上されたこ

とを証する書面

(ｴ) 新設合併消滅法人の手続に関する次に掲げる書面

ａ 新設合併消滅法人の登記事項証明書

ｂ 新設合併消滅株式会社証券取引所における株主総会又は種類株主総会の

議事録

ｃ 新設合併消滅会員証券取引所の合併総会の議事録

ｄ 債権者保護手続に関する書面

ｅ 新設合併消滅株式会社証券取引所が株券発行会社であるときは，株券提

供公告等関係書面

ｆ 新設合併消滅株式会社証券取引所が新株予約権を発行しているときは，

新株予約権証券提供公告等関係書面

３ 経過措置

施行日前に合併契約書又は組織変更計画書が作成された合併又は組織変更につい

ては，その登記の登記事項を除き，なお従前の例によるとされ，その場合における

添付書面その他の登記に関する手続についても，なお従前の例によるとされた（整

備法第１８１条第９項，第２１項 。）

第５ 会員商品取引所の組織変更及び合併の登記
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会員商品取引所の組織変更及び合併並びにこれらの登記の手続については，次の点

を除き，会員証券取引所について（第４参照）と同様である。

１ 組織変更又は合併の場合の債権者保護手続につき，各別の催告の省略の制度が創

設され，公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊

新聞紙又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないこと（商品取引所法

， ， ， ，第１２４条第３項 第１４４条第５項 第１４４条の３第５項 第１４４条の１０

第１４４条の１７ 。）

２ 組織変更又は吸収合併の効力は，効力発生日又は主務大臣の認可を受けた日のい

ずれか遅い日に生ずること（商品取引所法第１３５条，第１４８条第１項 。）

第６ 金融先物会員制法人の組織変更の登記

金融先物会員制法人の組織変更及びその登記の手続については，会員証券取引所に

ついて（第４の１及び３参照）と同様である（金融先物取引法（昭和６３年法律第７

７号）第３４条の５以下 。）

第７ 出資農事組合法人の組織変更の登記

１ 組織変更の手続

( ) 組織変更計画の作成及び承認1

出資農事組合法人は，その組織を変更して株式会社になるには，組織変更計画

を作成して次の事項を定め，総会の特別の議決により，その承認を受けなければ

ならないとされた（農協法第７３条の３ 。）

ア 組織変更後株式会社の目的，商号，本店の所在地及び発行可能株式総数

イ アのほか，組織変更後株式会社の定款で定める事項

ウ 組織変更後株式会社の取締役の氏名

エ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社，監査役設置会社又は会計監査人設

置会社である場合には，会計参与，監査役又は会計監査人の氏名又は名称

オ 組織変更をする農事組合法人の組合員が取得する組織変更後株式会社の株式

の数又はその数の算定方法

カ オの株式の割当てに関する事項

キ 組織変更をする農事組合法人の組合員に対して金銭を支払うときは，その額

又はその算定方法

ク キの場合には，当該金銭の割当てに関する事項

ケ 効力発生日その他政令で定める事項

( ) 債権者保護手続2

組織変更の場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の制度が創設され，

公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないとされた（農協法第７３
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条の３第５項，第４９条第３項 。）

( ) 組織変更の効力3

組織変更の効力は，効力発生日に生ずる（農協法第７３条の１１ 。）

２ 組織変更の登記の手続

本店の所在地における組織変更後株式会社についてする設立の登記の申請書に

は 商登法第４６条の書面のほか 次の書面を添付しなければならないとされた 農， ， （

協法第９１条 。）

( ) 組織変更計画書1

( ) 定款2

( ) 出資農事組合法人の総会の議事録3

（ ， ）( ) 組織変更後株式会社の取締役 監査役設置会社にあっては 取締役及び監査役4

が就任を承諾したことを証する書面

( ) 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは，会計参与等就5

任関係書面

( ) 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面6

( ) 債権者保護手続に関する書面7

３ 経過措置

( ) 株式会社への組織変更1

施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要す

る出資農事組合法人の株式会社への組織変更については，その登記の登記事項を

除き，なお従前の例によるとされ，その場合における添付書面その他の登記に関

， （ ，する手続についても なお従前の例によるとされた 整備法第３５０条第１３項

第２７項 。）

( ) 有限会社への組織変更2

出資農事組合法人の有限会社への組織変更について施行日前に行った総会の決

議その他の手続は，施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には，その効

力を失うとされた（整備法第３５０条第１４項 。）

第８ 事業協同組合等の組織変更の登記

１ 組織変更の手続

( ) 組織変更計画の作成及び承認1

事業協同組合，企業組合又は協業組合（以下第８において「組合」という ）。

は，その組織を変更して株式会社になるには，組織変更計画を作成して次の事項

を定め 総会の特別の議決により その承認を受けなければならないとされた 団， ， （

体組織法第１００条の４ 。）

ア 組織変更後株式会社の目的，商号，本店の所在地及び発行可能株式総数
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イ アのほか，組織変更後株式会社の定款で定める事項

ウ 組織変更後株式会社の取締役の氏名

エ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社，監査役設置会社又は会計監査人設

置会社である場合には，会計参与，監査役又は会計監査人の氏名又は名称

オ 組織変更をする組合の組合員が取得する組織変更後株式会社の株式の数又は

その数の算定方法

カ オの株式の割当てに関する事項

キ 組織変更をする組合の組合員に対して金銭を交付するときは，その額又はそ

の算定方法

ク キの場合には，当該金銭の割当てに関する事項

ケ 組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項

コ 効力発生日

サ その他主務省令で定める事項

( ) 債権者保護手続2

組織変更の場合の債権者保護手続につき各別の催告の省略の制度が創設され，

公告を，官報のほか，定款の定めに従い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙

又は電子公告によりするときは，各別の催告を要しないとされた（団体組織法第

１００条の５第４項 。）

( ) 組織変更の効力3

組織変更の効力は，効力発生日に生ずる（団体組織法第１００条の１０ 。）

２ 組織変更の登記の手続

本店の所在地における組織変更後株式会社についてする設立の登記の申請書に

は 商登法第４６条の書面のほか 次の書面を添付しなければならないとされた 団， ， （

体組織法第１００条の１４ 。）

( ) 組織変更計画書1

( ) 定款2

( ) 組合の総会の議事録3

（ ， ）( ) 組織変更後株式会社の取締役 監査役設置会社にあっては 取締役及び監査役4

が就任を承諾したことを証する書面

( ) 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは，会計参与等就5

任関係書面

( ) 株主名簿管理人を置いたときは，その者との契約を証する書面6

( ) 団体組織法第１００条の５第１項の規定による公告をしたことを証する書面7

( ) 債権者保護手続に関する書面8

３ 経過措置
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( ) 株式会社への組織変更1

施行日前に組織変更計画書が作成された組合の株式会社への組織変更について

は，その登記の登記事項を除き，なお従前の例によるとされ，その場合における

添付書面その他の登記に関する手続についても なお従前の例によるとされた 整， （

備法第４１４条第６項，第２０項 。）

( ) 有限会社への組織変更2

組合の有限会社への組織変更について施行日前に行った総会の決議その他の手

続は，施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には，その効力を失うとさ

れた（整備法第４１４条第７項 。）

第４部 その他

第１ 類似商号規制の廃止等

１ 類似商号規制の廃止

会社のほか，投資法人，信用金庫その他の法人についても，すべて類似商号規制

が廃止された（旧商法第１９条，旧商登法第２７条，旧信用金庫法第６条第３項，

第８５条等参照 。）

２ 商号の仮登記制度の廃止

会社のほか，投資法人，相互会社及び特定目的会社（整備法第２３０条第１項の

特例旧特定目的会社を含む ）についても，すべて商号の仮登記制度が廃止された。

（旧投信法第１８２条等，旧商登法第３５条から第４１条まで参照 。）

ただし，施行日前にされた商号の仮登記（施行日前にされた申請に係るものを含

む ）についての予定期間の伸長，商号の仮登記の抹消，供託金の取戻し及び国庫。

への帰属等については，なお従前の例によるとされた（整備法第１９２条第３８項

等，法務省関係整備政令第２条 。）

３ 同一の所在場所における同一の商号等の登記の禁止

会社のほか，他の法人についても，すべて同一の所在場所において同一の商号又

は名称の登記をすることができないことが明らかにされた（中間法人法第１５１条

等，商登法第２７条 。）

第２ 共同代表及び共同代理の制度の廃止

１ 共同代表の制度の廃止

改正省令附則第７条第１項第２号に掲げる法人について，代表者の共同代表の制

度が廃止され，これに伴い登記すべき事項でなくなった共同代表に関する規定の登

記は，登記官が職権で抹消しなければならないとされた（同号。平成１８年１月１

９日付け法務省民商第１０３号当職通達参照 。）

ただし，中間法人（中間法人法第４５条第３項，第１０３条第３項等）並びに管

理組合法人及び団地管理組合法人（建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法
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律第６９号）第４９条第４項，第６６条）については，代表者の共同代表及びその

登記の制度が存置された。

なお，代表権の範囲又は制限に関する定めがある場合の当該定めが登記すべき事

項とされている法人については，改正前と同様に，その定めの内容として，数人の

理事等が共同して法人を代表すべき旨を登記することができる（組登令別表一委託

者保護会員制法人の欄等 。）

２ 代理人の共同代理の制度の廃止

改正省令附則第７条第１項第１号に掲げる法人について，すべて参事その他の代

理人の共同代理の制度が廃止され，これに伴い登記すべき事項でなくなった共同代

， （ 。理に関する規定の登記は 登記官が職権で抹消しなければならないとされた 同号

平成１８年１月１９日付け法務省民商第１０３号当職通達参照 。）

第３ 従たる事務所の所在地において登記すべき事項の簡略化等

１ 従たる事務所の所在地において登記すべき事項の簡略化

次に掲げる法人の支店又は従たる事務所の所在地において登記すべき事項は，商

号又は名称，本店又は主たる事務所の所在場所及び支店又は従たる事務所（当該登

記所の管轄区域内にあるものに限る ）に限定された。。

( ) 信用金庫及び信用金庫連合会1

( ) 労働金庫及び労働金庫連合会2

( ) 相互会社3

( ) 特定目的会社（整備法第２３０条第１項の特例旧特定目的会社を含む ）4 。

( ) 農業協同組合，農業協同組合連合会，農事組合法人及び農業協同組合中央会5

( ) 漁業協同組合，漁業生産組合，漁業協同組合連合会，水産加工業協同組合，水6

産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会

( ) 輸出水産業組合7

( ) 商工組合中央金庫8

( ) 中小企業等協同組合，中小企業団体中央会，輸出組合，輸入組合，協業組合，9

商工組合，商工組合連合会及び鉱工業技術研究組合

２ 主たる事務所の移転の登記

１に掲げる法人の本店又は主たる事務所の移転の登記に際しては，会社の本店移

転の登記と同様に，新所在地を管轄する登記所の管轄区域内に既に支店又は従たる

事務所の登記があるときは，その法人の登記記録を閉鎖しなければならない（法登

規第７条，特登規第３条，商登規第６５条第４項 。）

その余の法人（会社を除く ）並びに投資事業有限責任組合及び有限責任事業組。

合については，改正前と同様である（法登規第８条第１項参照 。）

３ 経過措置
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( ) 職権による抹消1

１の改正に伴い，支店又は従たる事務所の所在地において登記すべき事項でな

くなった事項については，登記官が職権で抹消しなければならないとされた（改

正省令附則第７条第２項。平成１８年１月１９日付け法務省民商第１０３号当職

通達参照 。）

( ) 参事その他の代理人の登記の移記2

１に掲げる法人のうち参事その他の代理人の登記があるものについて，施行日

前に支店又は従たる事務所の所在地でした当該代理人の登記は，その登記をした

日に本店又は主たる事務所の所在地でしたものとみなされ，登記官が，職権で，

当該登記及び印鑑に係る記録を本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所

に移さなければならないとされた（整備法第１９４条第２４項等，改正省令附則

第７条第５項，第６項。平成１８年１月１９日付け法務省民商第１０３号当職通

達参照 。）



別紙
１ 銀行等の登記

(1) 電子公告を公告方法とする銀行が中間貸借対照表等の公告アドレスを別に定めた場合（銀行法施行
規則第３６条の２第２項）

公告をする方法 電子公告の方法により行う。 平成１９年１０月 １日設定
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ ｄａｉ－ｉｃｈｉ－ｂ．

ａｎｋ ｃｏ．ｊｐ／ｋｏｕｋｏｋｕ／ｉｎｄ．

ｅｘ．ｈｔｍｌ
貸借対照表の公告

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ ｄａｉ－ｉｃｈｉ－ｂ．

ａｎｋ ｃｏ．ｊｐ／ｋｅｓｓａｎ／ｉｎｄｅ．

ｘ．ｈｔｍｌ

中間貸借対照表等の公告
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ ｄａｉ－ｉｃｈｉ－ｂ．

ａｎｋ ｃｏ．ｊｐ／ｋｅｓｓａｎ／ｉｎｄｅ．

ｘ．ｈｔｍｌ 平成１９年１０月 ８日登記

〔注〕 銀行持株会社については 「中間連結貸借対照表等の公告」とする。，

(2) 日刊新聞紙を公告方法とする銀行が中間貸借対照表等に係る情報の提供を受けるために必要な事

項（ウェブページのアドレス）を定めた場合（銀行法第５７条の４）

中間貸借対照表等 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ ｄａｉ－ｉｃｈｉ－ｂ 平成１９年１０月 １日設定．

に係る情報の提供 ａｎｋ ｃｏ．ｊｐ／ｋｅｓｓａｎ／ｉｎｄｅ．

を受けるために必 ｘ．ｈｔｍｌ

要な事項 平成１９年１０月 ８日登記

〔注〕 銀行持株会社についても，銀行と同様とする。



２ 投資法人の登記
(1) 会計監査人の責任の免除についての規約の定めを設けた場合（投信法第１６６条第２項第１３号）

執行役員等の投資 会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において，

法人に対する責任 責任の原因となった事実の内容，当該会計監査人の職務の執行の状況その他の
の免除に関する規 事情を勘案して特に必要があると認めるときは，法令の限度において会計監査

定 人の責任を免除することができる。

平成１９年１０月 １日設定 平成１９年１０月 ８日登記

(2) 会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての規約の定めを設けた場合（投信法第１
６６条第２項第１４号）

会計監査人の投資 当法人は、会計監査人との間に賠償責任を限定する契約を締結することができ

法人に対する責任 る。

の制限に関する規 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、規約で定めた額の範囲内であ
定 らかじめ当法人が定めた額と投資信託及び投資法人に関する法律第１１５条の６

第３項の乗じて得た額とのいずれか高い額とする

平成１９年１０月 １日設定 平成１９年１０月 ８日登記



の登記３ 協同組織金融機関（信用金庫等）

(1) 優先出資証券発行協同組織金融機関である旨の定めを設定した場合

優先出資証券発行 当法人は優先出資証券発行協同組織金融機関である。

協同組織金融機関
平成１９年１０月 １日設定 平成１９年１０月 ８日登記である旨の定め

〔注〕整備法施行時に現に優先出資を発行している協同組織金融機関については，優先出資証券発行協同組

織金融機関である旨の登記が職権でされ 「平成１７年法律第８７号第２１４条の規定により平成１８，
年５月○日登記 （協同組織金融機関の優先出資に関する法律第４５条第１項第４号，整備法第２１４」

条第２３項）と記録される。

(2) 優先出資証券発行協同組織金融機関である旨の定めを廃止した場合

優先出資証券発行 当法人は優先出資証券発行協同組織金融機関である。

協同組織金融機関
平成１９年１０月 １日設定 平成１９年１０月 ８日登記である旨の定め

平成２０年１２月 １日廃止 平成２０年１２月 ８日登記



４ 特定目的会社の登記

(1) 発行した特定出資の総口数を増加した場合

発行した特定出資 ６０口
の総口数

８０口 平成１９年１０月 １日変更

平成１９年１０月 ８日登記

〔注〕 整備法施行時に現に存する特定目的会社については，特定資本金の額を特定出資１口の金額で除
平成１７年法律して得た数が，発行した特定出資の総口数として職権で登記される。その際には「

２ 」と記録される。第８７号第 ２１条の規定により平成１８年５月○日登記



(2) 通常の特定目的会社への移行の登記

特定目的会社としての設立の登記

商 号 第一特定目的会社

本 店 東京都千代田区九段北一丁目１番１号

公告の方法 東京都において発行される日本新聞に掲載して

する。

会社成立の年月日 平成１０年９月７日

目 的 １ 第一信用銀行の有する資産の証券化を行う
２ 前号に付帯する一切の事業

特定資本金の額 金３００万円

発行した特定出資 ６０口

の総口数

役員に関する事項 東京都文京区目白台一丁目２１番５号
取締役 甲 野 太 郎

東京都大田区東蒲田二丁目３番１号

取締役 乙 野 次 郎

東京都新宿区新宿三丁目１番１号

取締役 丙 野 三 郎

代表取締役 甲 野 太 郎

代表取締役 乙 野 次 郎

東京都渋谷区代官山町２番地

監査役 丁 野 五 郎

支 店 １

大阪市北区若松町１５番地

存続期間 平成２９年３月３１日まで

登記記録に関する 平成１９年１０月１日通常の特定目的会社に移行したことによる設立

事項 平成１９年１０月 ８日登記



特例旧特定目的会社についてする解散の登記

登記記録に関する 平成１９年１０月１日通常の特定目的会社に移行したことにより解散

事項 平成１９年１０月 ８日登記

平成１９年１０月 ８日閉鎖



５ 有限責任事業組合の登記

(1) 法人である組合員の職務を行うべき者を１名選任していた場合において，新たにその職務を行うべき

者を１名追加して選任した場合

組合員・清算人に 東京都文京区目白台一丁目２１番５号 平成１９年１２月 ３日加入

に関する事項 組合員 株式会社甲野商店
東京都世田谷区若林四丁目１３番１８号 平成１９年１２月１０日登記

職務執行者 甲 野 太 郎

東京都文京区目白台一丁目２１番５号 平成２０年 ４月 １日職務

組合員 株式会社甲野商店 執行者就任
東京都大田区蒲田三丁目２番１号

職務執行者 乙 野 次 郎 平成２０年 ４月 ８日登記

(2) 法人である組合員の職務を行うべき者を複数選任していた場合において，職務を行うべき者の１名が

辞任した場合

組合員・清算人に 東京都文京区目白台一丁目２１番５号 平成１９年１２月 ３日加入
に関する事項 組合員 株式会社甲野商店

東京都世田谷区若林四丁目１３番１８号 平成１９年１２月１０日登記

職務執行者 甲 野 太 郎

東京都文京区目白台一丁目２１番５号 平成１９年１２月 ３日加入

組合員 株式会社甲野商店
東京都大田区蒲田三丁目２番１号 平成１９年１２月１０日登記

職務執行者 乙 野 次 郎

平成２０年 ４月 １日職務
執行者辞任

平成２０年 ４月 ８日登記



(3) 法人である組合員の商号を変更し，本店を移転すると同時に，その職務を行うべき者が住所を移転し

た場合

組合員・清算人に 東京都文京区目白台一丁目２１番５号 平成１９年１２月 ３日加入
に関する事項 組合員 株式会社甲野商店

東京都世田谷区若林四丁目１３番１８号 平成１９年１２月１０日登記

職務執行者 甲 野 太 郎
平成２０年 ４月 １日株式

東京都中央区日本橋通一丁目１番１号 会社甲野商店の商号変更，本

組合員 甲野商事株式会社 店移転等
横浜市中区山下町１０番地

職務執行者 甲 野 太 郎 平成２０年 ４月 ８日登記

（注）組合員の商号の変更又は本店移転の原因項目と併せ，職務を行うべき者の氏名の変更又は住所移

転の原因項目の記入を要する場合には，組合員の商号の変更又は本店移転の原因項目の後に「等」と

記入する。


